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実務教育研究科 設置の趣旨 

 

1. 実務教育研究科設置の趣旨及び必要性 
 学校法人先端教育機構が東京都新宿区高田馬場で運営する社会情報大学院大学は、令

和 3 年 4 月に、実務教育研究科を設置する。 

 実務教育研究科を設置する理由・必要性は、社会情報大学院大学におけるこれまでの

教育研究活動の歩みから生じる内的必然性と、現代社会のおかれる状況についての考察

にもとづく外的必然性という、ふたつの観点から説明される。 

 

① 学校法人先端教育機構および社会情報大学院大学の沿革 

 学校法人先端教育機構は、「知の実践研究・教育で、社会の一翼を担う」という建学

の理念を有し、「1 事業構想、構想計画を立案・実践する人材の育成」、「2 組織の理

念（哲学）を明確にし、あらゆるコミュニケーション活動を計画・実践する人材の育成」、

「3 国、自治体、企業等の構想計画及び実践指導」、「4 大学生の社会理解促進とキャ

リアプランの支援及び指導」、「5 上記に関する研究、教育指導ができる人材の発掘及

び育成（実務家教員）」に取り組んできた（建学の目的）。 

 具体的には、平成 24 年 4 月に開学した事業構想大学院大学において新規事業開発に

特化した高度専門職業人を養成し、平成 29 年 4 月には、社会情報大学院大学を開学す

るにいたった。広報・情報研究科は、市場が細分化し、高度な情報化が進む現代社会に

おいて、情報の発信側に存在する人間や組織は、従来の考え方を一新し、自らの置かれ

た状況を察知し把握しながら、社会とのコミュニケーションを通して成長する仕組みを

形成していかなければないという問題意識から、組織の理念の社会的布置をとらえ、社

会と共有するための適切なコミュニケーションを身につけた、広報・情報の利活用分野

でリーダーとなる高度専門職業人の育成にあたってきた。 

 さらに、平成 30 年 6 月には社会情報大学院大学の附置研究所として先端教育研究所

を設置し、実務家教員養成課程を開設した。実務家教員養成課程は広く「（高度専門職

業人を含む）専門職業人の養成」に携わる人材を育成するものであり、令和 2 年 4 月に

は第 5 期がスタートする。平成 31 年 4 月より同課程は文部科学省「職業実践力育成プ

ログラム」（BP）に認定され、令和元年 10 月には、厚生労働省「特定一般教育訓練給

付制度」の区分「短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム」

に相当する講座として、当時唯一の指定を受けている。社会情報大学院大学は、同課程

とあわせ、文部科学省「持続的な産学共同人材育成構築事業」の中核拠点校として採択

されている。 
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 こうした附置研究所における教育研究活動を通じて、本学は、組織と社会を結ぶ広報

をつうじたコミュニケーションのみならず、組織の理念や具体的な行動計画に関連する

知識を組織内で共有するためのインターナル・コミュニケーションや、社会の動向を見

定めて組織の理念を絶えず再検証してゆくことの重要性を再認識した。そしてそれは、

広報・情報分野にとどまらない、普遍的な課題だと認識するにいたったのである。そこ

で本学は、広報・情報研究科や先端教育研究所の教育研究シーズを活かしつつ、知識の

社会的布置を見定めたうえで実践の場での活用と深く結びついた固有の理論を創造し、

それを伝達・普及してゆくことで、学術と産業界を含む社会の発展に貢献することがで

きる高度専門職業人を育成する新たな研究科として、実務教育研究科を設置し、そのな

かに実務教育専攻をおくことを計画した。 

 

② 知識社会に求められる知のプロフェッショナルの養成 

知識社会 

 現代社会は、AI などの科学技術の急速な発展による産業構造の変化、あるいは少子

高齢化による社会構造の変化というように、高度に複雑化した社会である。我が国では、

平成 28 年に閣議決定された「第 5 期科学技術基本計画」に示されているように、高度

に複雑化した社会における課題解決を目指した Society 5.0 に向けて歩みを進めている。

Society 5.0 の本質は、様々に流通する情報・知識を利活用して新たな価値創造をする

点にあるといえる。それは言い換えれば、50 年以上前に提唱された「知識社会」に他な

らない。知識社会とは、経営学者の P・F・ドラッカーによれば、知識が最大の資源に

なる社会であると定義している（『断絶の時代』、ダイヤモンド社、1969 年）。現代社会

を知識社会あるいは知識基盤社会1と捉える視角は、中央教育審議会でも、平成 17 年の

「我が国の高等教育の将来像（答申）」以降、平成 31 年の「2040 年を見据えた大学院

教育のあるべき姿（審議まとめ）」（以下、「大学院教育審議まとめ」）にいたるまで一貫

している。 

 

知のプロフェッショナルの必要性 

 知識経済学者の F・マッハルプは、「知識を『生産すること』とは、発見すること、発

明すること、設計すること、企画することだけではなく、普及させること、伝達するこ

とをも意味している」（『知識産業』、産業能率短期大学出版部、1969 年）2と、知識の創

 
1 本設置の趣旨において、「知識社会」と「知識基盤社会」は同義語として用いる。「知識社会」とは、

P・F・ドラッカー『断絶の時代』（1969 年）や F・マッハルプ『知識産業』（1969 年）に端を発する知識

社会論の系譜の考えを指している。一方で「知識基盤社会」は、平成 17 年の「我が国の高等教育の将来

像（答申）」で「知識基盤社会」が具体的に定義された。その定義内容は、ほとんど P・F・ドラッカーの

『断絶の時代』および『経営の神髄』（2012 年）と合致している。 
2「知識の創造」がその伝達と活用と一体であることについて、マッハルプは、以下のようにも言ってい

 



3 
 

造そのものに伝達および活用が含みこまれていると指摘している。知識の創造・伝達・

活用の 3 つの知のフェイズは、一体化したものなのである。これを踏まえれば、未知の

知や技術、新しい価値等の創造が成長の基盤となる知識社会においては、新たな知識を

創造し、創造された知識の有用性を共有し活用を促進することで、その知識の活用のな

かからさらに新たな知識を創造するという、知の創造・伝達・活用の知のサイクルを創

発させることによって、これからの社会の発展に寄与する知識を生み出していくことが

重要となる。こうして創造され、知の循環のなかで練り上げられた知識が新たな「価値

創造」の実現につながるのである。 

 つまり、現代社会においては、新たな知識の創造・伝達・活用という 3 つの知のフェ

イズを一貫して担うことのできる知識の利活用のプロフェッショナルとしての「知のプ

ロフェッショナル」が求められるのである。「大学院教育審議まとめ」では、「知のプロ

フェッショナル」の必要性を謳っている。「知のプロフェッショナル」とは複雑化する

社会において、自らの「知」の限界を認識し、多様な分野、立場の人々とのコラボレー

ションにより新たな「知」を創造し、創造した知を社会へ実装させるという知の活用ま

でを担うことのできる者のことである。付言しておけば、知のプロフェッショナルは、

博士課程修了者だけに限られるわけではないとわれわれは考えている。 

 

新たな知識＝実践知の創造 

 われわれは、知のプロフェッショナルのなかでも、今後の社会においてますます重要

性を増すことが想定される、社会の実践の現場において培われる知識としての実践知を

「実践の理論」として再構成したうえで利活用に取り組むプロフェッショナルに着目し

ている。 

 中央教育審議会の「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について（答申）」

（2008 年）でも言及されている通り、いつの時代でも伝統を継承しつつ新たな創造を

していくことは必要であるが、知識の重要性が増すこれからの社会においては、蓄積さ

れたさまざまな経験・知識等の「知」が継承され、さらに新たな創造や工夫につながる

社会がつくられることにより、社会が発展していく。我が国はこれまで、社会に遍在す

る技術力や実践に即した知を強みとして高度成長を成し遂げてきた。その実践知を今後

 
る。 

「私（マッハルプ：引用者注）が『知識』という意味を『知られていること』『知っているという状態』

の２つに考え、使い分けているからである。『知識を生産する』ということは、単に『知られているこ

と』のストックをふやしていくことだけでなく、同時に人の心のなかに『知っているという状態』を生み

出していくことなのである。しかし、知識を生産する人といっても、その働きにはいろいろある。初めて

の知識を生み出す人はいうまでもないが、情報を、そのまま伝達する人、形を変えて伝える人、加工する

人、解説する人、分析する人の働きは、いずれも知識を生産するということができる」（『知識産業』、

1969 年、13 頁）。すなわちただたんに「知識を生産する」だけで成立するだけで終わりではなく、利活

用できるようになるために「知られている状態」あるいは「知っている状態」という伝達するまでたどり

つくことが求められているといえる。 
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の社会に継承していくためには、暗黙知として存在する実践知を共有可能な形式知化し

ていくことや、これらを理論化・体系化して共有、利活用することで新たな「価値創造」

につなげることが必要となる。 

 つまり、現代社会に遍在する実践知を改めて体系化する必要性がある3。こうした問

題提起はこれまで、村上陽一郎『科学者とは何か』4（新潮社、1994 年）小宮山宏『知

識の構造化』（オープンナレッジ、2004 年）などの科学社会学者によってなされてきた

ほか、経営学の領域である「ナレッジ・マネジメント」（OECD『知識の創造・普及・活

用――学習社会のナレッジ・マネジメント』明石書店、2012 年）においても言及され

てきた5。そして近年では、「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（以

下、「グランドデザイン」）において「成熟社会を迎える中で、直面する課題を解決する

ことができるのは『知識』とそれを集約し、組み合わせて生み出す価値となる『新しい

知』である」と唱えられており、文部科学省の主要な政策課題のひとつとなっている。 

 現代社会に遍在する知や実践を体系化して新たな知識を創造することを実現する方

策の例に挙げられるのは、専門職大学院や今般制度化された専門職大学の取り組みであ

る。その趣旨には、「理論と実践の架橋」や「実践の理論」が掲げられている。ところ

が、実際にどのように「理論と実践の架橋」をするのか、「実践の理論」がいかにして

可能か、といった教育研究は、十分体系的には行われていないのが現状である。こうし

た課題を解決するためには、学術と実務を融合させることに関するメタ的な知識（反省

理論）が求められている6。「実践の理論」がいかにして可能となるのかということその

ものを問う必要があるのだ7。くわえて、「実践の理論」がどのように社会で利活用され

るのかを明らかにする必要がある。そのようにして、学術と実務を融合させることに関

するメタ的な知識を踏まえた上で、従来「実践知」といわれていたものを「実践の理論」

として再構成することがいま求められている。 

 学術と実務を融合させることのメタ的な知識の例として、SECI モデルを挙げること

 
3 実践知の研究の必要性については、金井壽宏・楠見孝『実践知――エキスパートの知性』（2012 年）で

も言及されている。 
4 「缶ミルクの教訓」として、高度に専門化した科学的知識（理論知）だけでなく、社会に存在する実践

知（経験知）のような多様な知識の組み合わせが必要であると述べている。（注 4 も参照） 
5 現代社会における知識の創造・普及・活用については、西垣通『集合知とは何か――ネット時代の

「知」のゆくえ』（中公新書、2013 年）も参照。インターネット技術が普及した社会変動による知の布置

の探究が述べられている。 
6 知識の類型化の例として、M・ギボンズの「知のモード論」の議論がある（M・ギボンズ『現代社会と

知の創造』丸善、1997 年）。ギボンズは、モード 1 を科学の専門分野に純粋な知の生産、モード 2 を問題

解決志向型のトランスディシプリナリー（学際領域）としている。われわれの考える問題は、「学術とい

う機能システム」のなかで専門分化しているものの領域横断型の融合を目指すだけではなく、学術と実務

という機能システムを超えて学術と実務が機能領域横断的に相互参照することが必要である。 
7 学術と実務のメタ的な知識を検討する手かがりとして、知識社会論者の一人である D・ベルが『知識社

会の衝撃』（TBS ブリタニカ、1995 年）のなかで、知識を大きく理論知と経験知とに区分していることを

挙げられる。学問体系に基づくものを理論知、社会のなかでの人々の生活に根ざしたものを経験知と定義

している。ベルは、理論知と経験知の融合（実践の理論）への道筋はこれから考えるべき課題であると述

べている。 
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ができる。暗黙知から形式知へと変換するプロセスは、野中郁次郎・竹内弘高（1996）

が『知識創造企業』で SECI モデルを提唱して以来、ナレッジ・マネジメントの主流を

占めてきた。われわれの研究は、その SECI モデルに端を発しつつも、暗黙知から形式

知へと変換することのみならず、形式知と化した実践知の社会的布置まで見定めようと

するものである8。 

 新たな知識を創造するためには、社会における知識の役割を理解し、社会において知

識がどのように生成されるのかという視座をもつことが重要である9。こうした視座は、

おもに K・マンハイムや R・K・マートンらの系譜に連なる知識社会学や、P・バーク

の「知識の社会史」などの研究が学術と実務（社会）と相互作用を考えるための基礎的

な理論枠組みを提供してくれる。くわえて、新たに創造した知識の「社会的布置」をメ

タ的な視点から見定めることは、社会において創造した知識をどのように活用すること

ができるのかを明らかにすることでもある。こうした新たな知識の創造のために必要と

なるのは「メタ知識」である。「メタ知識」とは、知識や情報を管理・操作するための

知識であり、「知識についての知識」といえる。 

 すなわち、「知識についての知識」についての基本的な知識の捉え方や学際的な観点

から個々の学問分野の知識体系を吟味する「知の理論」を習得することは不可欠といえ

る。こうした新たな知識の創造のために必要となるのが「メタ知識」である。「大学院

教育審議まとめ」でも、知のプロフェッショナルに求められる能力として、「ある特定

の知識について、先行研究等も踏まえたその淵源を明らかにできる方法論や、複数の専

門分野の中である知識を位置づけ、またはその変化等を追うことのできる能力」という、

ここでいうメタ知識の必要性が挙げられている。 

 

知識の結節点としての教育 

 知識社会においては、新たな類型の知識を創造し、それを伝達・活用することが重要

性を帯びる。そうしたなかで、知識の創造・伝達・活用の結節点となるのが、ほかなら

ぬ教育である10。 

 知識社会では知識が社会の中心の要素になるため、知識の生産が絶えずおこなわれる。

その結果、知識の流動性も高まる。我が国の社会状況を鑑みると、労働市場の構造や職

業そのものが抜本的に変化することが予測されるなか、知識や技能等は陳腐化しないよ

う常に更新する必要がある。人生 100 年を見据えたライフサイクルのなかでは、若年期

 
8 実践知のみならず、さまざまな専門的な知見の布置を研究しようとするのは、H・コリンズ、R・エバ

ンズ『専門知を再考する』（2020 年）がある。 
9 このような社会の文脈における「知の布置」については、S・フラーの「社会認識論 Social 
Epistemology」研究がある（『ナレッジ・マネジメントの思想』、新曜社、2009 年）。 
10 A・ギデンズは、現代社会においては知の体系が教育制度や教育課程などのカリキュラムに現れると主

張している。（『社会理論と現代社会』、青木書店、1998 年）。 
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に身に付けた知識や技能のみで生涯を生き抜くことは不可能となる。人生 100 年時代

の社会では、生涯を通じて知識と時代の変化に応じた技能の獲得ができるように「いつ

でも、どこでも、何度でも学べる環境」をつくることが重要となる。知識社会が唱えら

れていた当初から指摘されていたように、知識社会と生涯学習社会は表裏一体なのであ

る。 

 こうした（生涯）学習社会の実現のためには、それぞれの個人が学習したことにより

得られるさまざまな経験や知識等の「知」が社会のなかで「循環」し、それがさらなる

「創造」を生み出すことにより、社会全体が発展していく持続可能なシステムが社会の

中に構築される必要がある。そのためには、国民それぞれが学ぶことのできる機会の充

実を図るのみならず、人々の経験や知識等の幅広いあらゆる「知」が社会の中の様々な

主体間（例えば、地域と学校、大学と企業、各家庭間等）や世代間で共有・継承され、

それらの学習した成果が活用され、社会に還元される仕組みを形成していくことが、我

が国社会全体の教育力の向上につながるものであり重要である。また経済学的にも、現

代社会において資本主義が物質主義から「非物質的転回」を遂げているとの主張がある。

これからの社会を牽引していくためには、物的投資から「人的資本」への投資の重要性

が指摘されている。これらの事態に対応するために、学校教育のみならず知識社会に対

応した人材育成や公私教育の変革が必要であると考えられている（諸富徹『資本主義の

新しい形』岩波書店、2020 年）。 

 知識社会において創造・活用される知識の伝達のありかたについては、次の 3 点を指

摘することができる。 

 第一に、新たな類型の知識が創造されるのであれば、創造された知識に応じた適切な

伝達方法を構想していくことが不可欠である。知識は、伝達という側面があるからこそ、

第三者に伝わるように体系化させ、共有可能な形式にしなければならないのである。「実

践知を教育可能な形に理論化・体系化すること」と同時に、「理論に裏付けられた実践

知を応用し、新たな教育を生み出すこと」が求められる。 

 第二に、知識社会における知識は、それぞれの領域ごとで細分化・専門化することで

成果をあげる11。高度に複雑化した現代社会において労働に従事している人々は、その

有する知識が初歩的であろうと高度であろうと、わずかであろうと大量であろうと、そ

の本質からして専門家たらざるをえない。また他方で、変化が著しい社会においては、

新たに必要とされる知識・技術や技能を、時機を得て身に付けていくことも求められる。

変化に主体的に対応できる、質の高い専門職業人の養成を強化するため、新たな仕組み

が求められるようになっている12。 

 
11 現代社会における知識の細分化については、N・ルーマン『社会の科学』（法政大学出版局、2009
年）、Stichweh, R., Wissenschaft, Universität, Professionen (2013)、川山竜二「科学の専門分野に関する

考察」（『年報社会学論集』、2012 年）などを参照。 
12 例えば、U・ベックは『危険社会』（法政大学出版局、1998 年）のなかで、再帰性（反省理論）に触れ

ながら、職業教育の新たなシステムが必要であると述べている。 
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 第三に、人々が、生涯のいつでも自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成

果が適切に評価されるような学習社会を構築するためには、各種の主体により多様な学

習機会が豊富に提供されなければならない。これからの学習社会においては学校のみな

らず、さまざまな主体で教育・学習の機会を提供することが肝要である。またこれまで

の学校教育（いわゆる人生初期段階の教育）を越え出て、社会人に対する学びの場を提

供することを求められている。職業生活に必要な知識・情報・技術等を習得・更新する

ことにより経済的にも豊かな生活を送ることを主たるねらいとする先述したリカレン

ト教育の整備が我が国においては急務となっている13。 

 すなわち、知識社会における教育の役割は、「知識の伝達」を担う重要な社会的機能

なのである。 

 平成 30 年に示された「第 3 期教育振興基本計画」からは、「今後どのような社会の未

来像を描き、その実現に向けて教育はどのような役割を担うのか」を検討し、全体像を

描くことのできる人材育成が求められていることが読み取れる。そのためには、「新時

代の到来を見据えた次世代の教育の創造」に取り組み、そのための教育内容と方法を創

り出せる人材を養成する必要がある。それは、学校教育のみならず、職場の知識を継承

するという観点から行われる企業などの組織内教育や、新たな養成すべき人材像から独

自の教育プログラムを開発し実装しようとする民間教育事業者の担い手、それにプロフ

ェッショナル・ラインとして創設された専門職大学などで活躍する実務家教員において

も養成されるべき能力である。 

 また、「グランドデザイン」にあるように、人生 100 年時代を迎えた社会にあっては、

就学前教育から社会人の学び直しまで、切れ目なく質の高い教育が準備されていること

が求められる。したがって、それぞれの教育段階のみにフォーカスするのではなく、生

涯学習社会を通じての教育を俯瞰し、質の高い教育を行う制度設計や教育を提供する教

員、そして新たな知の創造として教育コンテンツを開発することが不可欠である。次世

代の教育を創造するためには、社会構造や教育構造の連関を俯瞰的に適切にとらえ、新

たな教育制度や仕組みを創り出しマネジメントできることが強みとなるのである。 

 

③ 育成する人材像および及びディプロマ・ポリシー 

育成する人材像 

 このように、知識社会では、みずからの実務の経験と理論の融合をはかって他者に伝

達可能な新たな知識を確立し、どのように社会に「実装」して活かしていくのかを考え、

さらにその伝達・継承をする能力が、社会のあらゆる領域において求められている。こ

 
13 知識社会と成人教育（あるいは継続教育）は表裏一体で語られることが多い。たとえば、M・シェーラ

ーや K・マンハイムは、知識社会学と同様に職業教育に関する高等教育について語り、R・K・マートン

は知識社会学の次に専門職の高度化と細分化について語る。特に知識社会学の祖として名高いマンハイム

は、社会学と教育の関係性について、社会学を用いて教育の実践的改革と知識の体系への関心との間に繋

がりを作りだすことを、その著作活動で目指している（『変革期の人間と社会』、みすず書房、1962 年）。 
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うした社会においては、新たな知識の創造・伝達・活用を担う高度専門職業人たる「実

践知のプロフェッショナル」の養成が急務である。とりわけ、実務教育研究科が着眼す

るのは、自らの実務の領域における実践知を再構成することで実践の理論を創造し、社

会に即した伝達のありかたを考えることのできる知のプロフェッショナル、すなわち、

実務領域にかんする教育・人材育成を行う高度専門職業人の養成である。みずからが実

務領域のプロフェッショナルとなるのみならず、その有する実務経験を理論にもとづき

新たな知の体系へと昇華させ、効果的な伝達方法をもって後続のプロフェッショナルを

養成することのできる能力をあわせもつ人材を、高度専門職業人として輩出していくこ

とが、今後の知識社会を支える基盤となる。 

 実務領域にかんする教育・人材育成を行う高度専門職業人たる実践知のプロフェッシ

ョナルとして具体的に想定されるのは、つぎのような人材である。 

 

（ア）自らの実務経験を体系化して既存の学知と社会における布置を定め、その普及の

ために効果的な学習プログラムを編成して適切に指導する能力をもった、専門職

大学・専門学校の分野で専門職業人の養成に携わる、実務家教員等。 

（イ）組織に遍在する固有の知を収集・体系化し、その継承を可能にするよう、組織と

人に対して計画的な学習プログラムや研修制度といった新たな組織内学習シス

テムを考案することで、企業活動の活性化と持続性を高めることのできる、組織

内人材育成のプロフェッショナル。 

（ウ）社会の動向とニーズを踏まえて今後必要とされる新たな知識を見定め、散在する

実践知を体系化し、効果的な技能習得プログラムとそれに基づく事業を構想する

ことができる民間教育産業・教育事業の担い手。 

 

 （ア）高等教育機関、とくに専門職大学や専門学校においては、変動の激しい現代社

会における課題解決や価値創造に結びつく、実践的な能力にかんする教育や学習が必要

とされており、豊富な実務経験を有する実務家教員がその担い手となることが制度的に

期待されている。しかしたんに実務能力を有するだけでは、学生にとって効果的な教育

をできるとはかぎらないのであり、この点について現状の実務家教員に対して批判的な

まなざしが向けられている。これからの高等教育機関に求められる実務家教員とは、実

務経験のみならず、実務能力を言語化し、学術領域における知見との融合をはかったり

社会的な位置づけを見定めたりする研究能力や、それによって創出される「実践の理論」

を効果的に学生に伝達していくための教育指導力を兼ね備えた者である。これらの能力

を身につけた質の高い実務家教員の確保と育成は、これからの高等教育における専門的

な職業教育体系の充実やリカレント教育振興に大きく関わる。専門職業人の養成を主と

する職業実践専門課程をおく専門学校はもとより、実務家教員による教育研究の導入が

制度上進められている専門職大学院および専門職大学、さらには大学においても、実務
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家教員の質が高等教育の質に直結することになる14。 

 また、専門職業人の養成に関連していえば、リカレント教育振興においても、実務家

教員の果たす役割が大きくなりつつある。社会全体としての労働生産性の向上や人材需

要の対応等の観点からも、社会人が学び直す重要性が高まっている。リカレント教育プ

ログラムの開発需要が高まるなかで（内閣府「平成 30 年度 年次経済財政報告」、2018

年）、実務家教員が社会や産業界のニーズにあわせた実践的な教育を行う人材育成プロ

グラムを開発できるようになることが求められている。 

こうした点からは、実務家教員には社会の動向との関連で自らが持つ固有の知識の

社会的布置を見定め、省察し、言語化する能力を培う必要があるといえ、そのためには、

現代社会論や知識社会学を中心とした社会学分野の専門知識を身につけていく必要が

ある。くわえて、教育の質の向上という観点から実務家教員をとらえれば、専門職業人

養成や、成人を対象とした教育についての教育学分野の専門知識を兼ね備える必要があ

る。 

 （イ）少子高齢化の進展に伴い、生産年齢人口が減少し、人的資源の不足が顕著とな

る状況（総務省「平成 30 年度版 情報通信白書」、2018 年）においては、人的資源管

理、とりわけ、企業をはじめとする組織内における教育が必要不可欠になる。複雑化す

る現代社会の課題に対応しつつ人材育成に取り組むためには、現代社会の動向に広く目

を配り、そのうえで中長期的な組織の成長に資する人材育成の計画と実行をおこなう専

門的な人材としての組織内人材育成のプロフェッショナルが必要となる。組織内人材育

成については、組織の中長期的な課題を的確にとらえるのみならず、職業訓練・教育を

めぐる産業界や行政の動向や、対象となる各人材のキャリア形成のありかたにも目を配

り、かつ、成人を対象とした効果的な教育方法にも精通した人材であることが求められ

るようになっている。たとえば、欧米の先進的な企業においては、CKO（Chief 

Knowledge Officer, 最高知識責任者）や CLO（Chief Learning Officer, 最高人材育成

責任者）を置き、組織におけるナレッジ・マネジメントを浸透させている。日本でもナ

レッジ・マネジメントの萌芽は見られるが、いまだ技術・技能の伝承を中心とした徒弟

制度的な職場環境の中での暗黙知伝承が根強く残り、CKO 等の役職を設け組織的に取

り組む例まだ少なく、両者の差は大きく開いている。こうした企業における形式知化の

遅れは AI や RPA の導入においても障壁となっており、現代社会の状況を鑑みれば、

こうした人材を取り入れることは組織の成長において今後ますます重要性が増すこと

が予見される。 

 現在、日本の企業における人材育成は、社内での教育訓練に限定されることが多

く、その担当者の育成も社内での徒弟制度的な経験の伝達が中心的となっている（平

成 17 年「全国学習塾協会調査」）。しかし、上記の社会動向を鑑みれば、今後の組織内

 
14 大学教育学会もこうした認識に立ち、2019 年より実務家教員養成に関する分科会や研究奨励金を設け

ている。 
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人材育成においては、組織の特徴や産業界の動向を踏まえ、組織の成長に必要となる

知識を抽出・体系化し、適切な教育プログラムに反映できる、専門性を持った人材が

必要である。それは、産業社会学を中心とする社会学分野の専門知識を基盤に、組織

論やナレッジ・マネジメントの理論、さらには、成人にたいする教育等の教育学の専

門知識を身につけることで、組織全体を変容させる素養をもった人材である。 

なお、こうした能力は、組織内人材育成に関する研修を受注する民間研修・教育事業

者にも同様に求められるものである。経済産業省産業人材政策室がリカレント教育の担

い手として民間研修・教育事業者を想定していることに照らしても（「我が国産業にお

ける人材力強化に向けた研究会 報告書」、2018 年）、そうした事業者が組織内人材育

成に今後ますます関与の度合いを高めることが予測されるのであり、組織内における人

材育成の担当者と同様に、専門的な知識・能力を身につけていくことが求められている

といえる。 

 （ウ）教育産業・教育事業の担い手については、矢野経済研究所『教育産業白書 2019

年版』によれば、日本における教育産業の市場規模は約 2.7 兆円におよぶのであり、民

間教育産業や教育事業（私教育）は、公教育と並んで日本社会における教育を担ってい

るといえる。これまでの民間教育事業は小学生、中学生、高校生などを対象とした学校

教育の補習という位置づけでの「学習塾」や、いわば学習者の余暇における趣味・教養

的な位置づけとしての「教養・技能教授業」が中心的であった。少子化や急速な産業構

造の変化により、知識・技能の習得に対して一律の相対評価を重視する従来的な学習塾

等はその業態転換を迫られている。これまでの事業資本を生かしながら新たな取組を模

索するなかで、「何を教えるべきか」という根源から問い直し、そのサービスを変化さ

せている。一方で、人生 100 年時代といわれる現代において、「教養・技能教授業」は

主にリカレント教育の分野で重要性を増しており、SDGs における「目標 4 質の高い教

育をみんなに」に掲げられる「2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格

で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られる

ようにする」「2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間

らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる」とい

った目標においても、重要な役割を果たすことが期待される。学校教育においては教授

内容の増加や手続きの複雑化などにより授業時間や教員の業務が圧迫されていること

を受け、民間教育サービスの導入、一部課外活動の外注化や外部教員の招聘など、これ

までの教科教育にない取り組みを、民間教育事業と協力しながら行うケースも増加して

いる。こうした状況のなかで新たな学習サービスを作り出すためには、社会動向とニー

ズを見極め、散在する実践知を体系化するための社会学的な専門知識を有することが、

その教育内容の魅力や効果を高めるという点で重要性をもつ。 

また、こうして日本の教育の一翼を担う民間教育産業や教育事業には、今後教育の質

保証は必須であり、平成 25 年には文部科学省と経済産業省が「民間教育事業者におけ
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る評価・情報公開等に係るガイドライン」の策定を検討している。なかでも注目される

のは、学習サービスにたいする質保証の観点から、教育内容や学習支援体制についての

拡充と自己評価が求められることである。これらの点は、従来の民間教育産業や教育事

業の担い手が重要な課題と認識しながらも、これまで十分に取り組むことのできてこな

かった領域であり、ガイドラインの背景にある教育学的な方法論や、先駆的に取り組ま

れた高等教育分野での取り組みについての専門的な知識を身につけることは重要性を

帯びている。 

 以上挙げた分野における人材養成の需要は、総じていえば、各分野での教育の質保証

という観点から高まりをみせているのであり、社会的要請に沿うものだと考えられる。

ただし、教育の質保証に向けた取り組みは各分野でその緒に就いたばかりであって、具

体的な方法論については議論が交わされているところである。実務教育研究科で養成す

る人材は、そのため、各分野の教育の質保証という観点で指導的な役割を果たすことが

期待される。とくに、経営学や教育学といったひとつの領域にとどまらず、また、自身

の実務経験と密接に結びついた学術領域のみにもとどまることなく、知識社会学を基盤

として、伝達する知識の社会的位置づけを見定めることにとくに力を入れることにより、

学際的な幅広い分野の知識の創造・伝達・活用を視野に入れた人材となることが期待さ

れている。 

 

ディプロマ・ポリシー 

 実務領域にかんする教育・人材育成を行う高度専門職業人たる実践知のプロフェッシ

ョナルとなるにあたって、学生に修得することが求められるのは、「実践の理論」の創

造や利活用に向けて、1）みずから携わる領域における固有の知識の社会的布置を見定

める能力や、2）経験や暗黙知を言語化・体系化して実践の場での活用と深く結びつい

た固有の理論をつくりだす能力、そして、3）創造した知識を効果的に伝達するための

教育プログラムを構想・実現する能力である。そのため、実務教育研究科では、つぎの

とおりディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）を定める。 

 

 実務教育研究科は、本研究科の理念・目的及び教育目標に基づき、所定の単位を修得

し、専門職学位論文の審査に合格し、学修成果が次の到達目標に達した学生を、実務教

育分野における卓越した能力をもつ高度専門職業人と認め、実務教育学修士（専門職）

の学位を授与する。 

 DP1）自ら携わる実務や組織、産業の領域における固有の知識の社会的布置を、経験

的な調査に基づき、社会の動向との関連で理解し、反省的（リフレクシブ）に

問い直すことができる（問題を発見し、実証的調査を行う能力）。 

 DP2）自ら携わる実務や組織、産業の領域における経験や暗黙知を、社会学や教育学

の理論に基づいて、論理的に言語化・体系化することで人類共通の知識として
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参照・比較可能な形式知に変換し、実践の場での活用と深く結びついた固有の

理論を創造できる（理論的に思考する能力）。 

 DP3）自ら携わる実務や組織、産業の領域における実践と深く結びついた固有の理論

を効果的に伝達・普及するための実行可能なプログラムを構想できる（社会を

構想し提言する能力）。 

 

④ 研究対象とする中心的な学問分野 

 実務教育研究科における教育研究の目的は、「社会における知識とは何か」という知

識社会学的考究を背景としてもちつつ、「実践知はいかにして創造されるのか」、「知識

がいかにして活用されるのか」という 2 つの実践的かつ根源的な問いに対して各々が解

を見出すことにある。 

 新たな知識の創造・伝達・活用を担う人材育成分野の高度専門職業人の育成に取り組

む本研究科が中心的な学問分野に据えるのは、社会学、とりわけ知識社会学と、教育学

の融合領域としての「実務教育学」である。 

 知識社会学15は、マンハイムやマートンの定義をひけば「社会と知識との関係を第一

義的に扱う」ものである。こうした知識社会学的な視角は、「学術と実務がどのように

融合されるのか」という「実践の理論」に関するメタ的知見を提供する。また、「実践

の理論」が社会でどのように利活用されるのかという社会的布置を見定めるための基礎

的な枠組みを提供してくれる。知識社会学の伝統によれば、知識の研究の出発点を成す

のは、自分が所属している社会や組織がどのような知的状況にあるのかについて趣向を

凝らして理解しようとすることである。そのような視角のもと、自分が所属している組

織のなかで広範に議論されている問題や案件を研究することは、実務を体系化した「実

践の理論」を形成することにつながるのである。 

 なお、知がいかにして生成されるのかについては、科学社会学やアクターネットワー

ク理論が社会と科学技術の相互作用のなかで科学者がいかにして知を生成するのかを

問うてきたが、実務の領域における知を対象とした研究は少ない。現代社会における知

識のありかたをとらえるためには、実務の領域における知識に注目して、どのように創

造されるのか、どのように伝達されるのかといった動的な側面に目を配ることが求めら

れているのであり、そこにこそ、実務教育研究科が対象とする領域がある。 

 また、実践知を形式知化し、どのように経験学習に落とし込むのかという観点につい

ては、教育学の知見を援用することができる。たとえば教育経営学会では、「知識社会

を拓く教育経営の可能性」というシンポジウムが平成 18 年に開催されており、知識社

会における新たな知の創造とそれらの共有化に向けて、社会学者や教育学者らが中心と

 
15 マンハイムの定義によれば、知識社会学は、知の体系を構成するさまざまな学問分野そのものには手を

つけず、それらの間にある相互諸連関への探究を主題としている（「知識社会学」『知識社会学 現代社会

学大系 8』、青木書店、1998 年）。 
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なり、学際的な議論を展開している。すなわち、教育学の領域においては、教育の現代

的事情や成人にたいする教育のスキルや発想法を検討するのみならず、学習者を取り巻

く環境に応じた適切な知識の伝達＝教育の手法を、新たな領域として検討してきたので

ある16。 

 なお教育学は、教えるべき知識をどのように伝達するのかについての蓄積はあるが、

他方で初等中等教育を対象とした考察を多く展開してきたことから、教科教育外で新た

に教えるべき知の創造については中心的な対象とされてこなかった。しかし、高度に複

雑化し、急速に変容する現代社会のなかでは、細分化した専門分野を教育に還元したり、

リカレント教育を含む成人を対象とした教育や人材育成に目を向けることが急務であ

る。そのためには、対象となる学習者を設定し、その学習者に紐づく社会において、ど

のような知識が必要とされているのかという根本的な問いかけについて、知識社会学や

社会学的視座に立った考察をまじえて整備していく必要があるのであり、そうした研究

の萌芽がみられるということである17。 

 このように、実務教育研究科は、実務の領域にかんする教育・人材育成の施策・実践

の知見・経験を固有の対象とし、学術領域としては、新たな知の形式知化・体系化につ

いて必要とされる知識社会学的な視座に、その伝達について方法論的検討の蓄積を持つ

教育学の知見を融合させることで、知識を動的にとらえ、その創造・伝達・活用がいか

にしておこなわれているのかについての探究をおこなう18。これにより、社会における

知識の創造に関する知識社会学的な考察を基盤として、現実社会で知識を実装させ価値

創造にいたる、これから求められる知にまつまわるプロセスの解明と応用・実践を、教

育学的な知見をまじえつつおこない、知識社会において実装できる高度専門職業人の育

 
16 ルーマンの社会システム理論によれば、コミュニケーションは「情報・伝達・理解」という要素に分解

することができる。すなわち、3 つの「何を伝えるのか」「どのように伝えるのか」「相手はどのように理

解するのか」という点で社会的な影響をどのように受けるのかという分析が必要となる。どのような状況

で「何を、どのように伝えるのか」、そして受けて側はどのような状況下で「どのように理解するのか」

という点を整理することで、新たな伝達方法を生み出す契機となりうる。 
17 このような問題意識を共有する研究課題には、次のようなものがある。例えば高度専門職業人としての

知の創造と教育機関における伝達については、日本高等教育学会が『高等教育研究第 7 集（2004）』で

「プロフェッショナル化と大学」という特集を組んでいる。また、海外でもパトリシア・J・ガンポート

編『高等教育の社会学（2015）』にてジェームズ・C・ハンが「アカデミック・デパートメントに関する

社会学的研究」をあらわしている。付言しておくと、こうした知の創造についての研究が高等教育や大学

論のなかで言及されるのは、「大学が知の産出と布置の確定を担う機能」を持つと考えられているからで

あり、日本でも新堀通也・有本章らが『学問の社会学（1984）』をはじめ『大学と学問――知の共同体の

変貌（リーディングス日本の高等教育第５巻）（2010）』といった論文集が刊行されるなど一定の蓄積を有

している。他方で、職業教育における職業専門知と教育機関の関係については、吉本圭一をはじめとする

職業教育学会などにおいて研究実績がある。 
18 知識社会という新たな社会像をまえに専門知をになう専門職がいかなる役割を果たせばよいのかという

考察は、リチャードサスカインド『プロフェッショナルの未来――AI、IoT 時代に専門家が生き残る方法

（2017）』などを参照。また、放送大学大学院文化科学研究科では「生涯学習の新たな動向と課題」とし

て知識基盤社会における学習組織や新たな知を習得させる環境についての研究科目が設定されている。

（立田慶裕『生涯学習の新たな動向と課題』放送大学大学院教材） 
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成を行う19 20。こうした考察と実践のおこなわれる知識社会学と教育学の融合領域が、

「実務教育学」である。言い換えれば、実務教育学の射程は「社会学、教育学を中心と

する社会科学（学問分野）と教育・人材育成の施策・実践に関する知見・経験（実務分

野）の融合」であり、実務教育研究科は「これらを併せ持って、教育・人材育成に関す

る産官学の様々な領域でイノベーションをもたらす人材を育成するとともに、その在り

方を研究するプラットフォーム」である。21 

 なお、実務教育研究科を教職大学院としないのは、第一に、育成する人材の対象が異

なるためである。教職大学院が初等・中等教育段階の学校の教員養成を主眼としている

のにたいして、実務教育研究科では、実務家教員や組織内人材育成のプロフェッショナ

ル、教育産業・教育事業の担い手といった、教職大学院がこれまで対象としてこなかっ

た教育関連の人材養成を対象としている。第二に、学生が修得すべき能力にも相違があ

るためである。実務教育研究科が育成する人材に求められるのは、みずから手がける教

育の質保証のみならず、その教育を事業として成立させるという観点であり、この点で

経営学的な素養にも目を配る必要がある。さらに、教育のための方法論のみならず、教

育すべき知識とはなにかということ自体にも立ち入って検討していくことが求められ

るため、各分野における知識の系譜について考察するための知識社会学的な視座を身に

つけることも求められる。なお、平成 18 年の中央教育審議会答申「今後の教員養成・

免許制度の在り方について」では、「これ（作成者注：教職大学院）以外の幅広く教員

の資質能力の向上に関連する目的・機能については、各個別大学の主体的な検討により、

一般の専門職大学院として設置することも含め、先導的・意欲的な取組の推進」すべき

旨、指摘されている。 

 すなわち、実務教育研究科は、知識の伝達の方法論の教育という点で部分的に教職大

学院の教育課程の方針を共有するが、広く人材育成の担い手を対象として、伝達すべき

知識の創造のための方法論を教育し、さらに知識社会学や経営学など教育学にとどまら

ない学問領域を含んだ教育に取り組むという特色ある役割を担うことから、一般の専門

職大学院として設置をするものである。 

 

2. 研究科、専攻の名称及び学位の名称 

① 研究科の名称 

 研究科の名称は「実務教育研究科」とする。 

 
19 知識社会における「学習社会」にかんするありようを考察するものとしては、「日本学習社会学会」が

2005 年に設立され継続的に議論している。 
 
21 知識社会そのものは、知識経済と密接に関係している。知識社会の構想は、経済的な文脈で語られるこ

とが多い。資本主義社会の次の社会の構想として語られる。職業教育訓練や知識基盤社会における教育の

問題など「資本主義の未来」というテーマで『思想（No.1156）』（岩波書店、2020 年 8 月）議論されて

いる。 
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 （英文名称：School of Education Sciences and Practice） 

 

② 学位の名称 

 学位の名称は「実務教育学修士（専門職）」とする。 

 （英文名称：Master of Education Sciences and Practice） 

 

③ 名称の由来 

（１）「実務教育研究科」の名称由来 

 実務教育研究科という名称をもちいるのは、実務領域にかんする教育・人材育成分野

における高度専門職業人たる実践知のプロフェッショナルの養成という、研究科の設置

の趣旨を端的に示すためである。すなわち、実務教育研究科で養成する実践知のプロフ

ェッショナルに求められるのは、実務の経験を基盤として、現代社会の動向を読みつつ、

実務の現場で利活用することのできる新たな知を生み出し、伝達していくことである。 

 実務教育とは、「21 世紀の大学像と今後の改革方策について」では、「教養教育と実

務教育が結合した専門的職業教育」の必要性を説いていることを鑑みれば、「実務にお

いて専門的な知識や能力の育成を旨とし、まず社会が必要とする知識や能力を明確化し、

その効果的育成を、関連する学問的裏付けのもとに行うもの」と定義できるのであり、

特定の職業に必要な知識や技能にかんする学問的な布置を見定め、またそれらが社会に

おいてどのように利活用されるのかということを身につける本研究科の教育課程を示

す名称として適している。 

 なお、実務教育という用語については、「ビジネス実務」等の科目に代表されるよう

に、秘書業務に関する実務教育が想起されるかもしれない。しかし、全国短期大学秘書

教育協会が全国大学実務教育協会へと発展してきた経緯を考えると、実務教育は、秘書

業務にとどまらずさまざまな職業領域において求められるといえる。たとえば、実務家

教員というときの「実務」は当該教員の携わる職業を領域問わず指すものとしてもちい

られているであり、実務家教員という呼称は、そのようなさまざまな領域の職業にかか

わる知識や技能についての教育に携わる者という意味で、もちいられている。 

 育成する人材像で述べたとおり、実務領域にかんする教育・人材育成分野を行う高度

専門職業人たる実践知のプロフェッショナルとして本研究科が想定するのは、いずれも、

実務の領域を対象として、その教育や人材育成について考究してゆくという意味で共通

していることから、研究科の名称は実務教育研究科とする。 

 英語名称については、次のとおり考えている。 

 社会学、教育学に関わる学問分野を表す典型的な単語は Social Sciences であり、こ

れらを使って教育・人材育成に関する考察を深める学問は、Social Sciences in 
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Education と表現されることが多い。しかし、Master of Social Sciences in Education

の語順にすると、国際的に用いられる MSc や MSS と混同しやすく、且つ専門職学位

というよりも学術志向の学位と解釈されかねない。そのため、Education を前に出して

国際的に広く使われている用語である Education Sciences を用いることとした。 

 ただし、これだけでは依然として学術的な要素しか盛り込めておらず、実務に関する

知識・スキルを身につけて、新たな教育・人材育成事業や関連施策を創り上げるニュア

ンスがない。そこで、施策や事業などの実務を包含する単語として Practice を付加し、

研究科については School of Education Sciences and Practice、学位については Master 

of Education Sciences and Practice とする。 

Master of Education Sciences および Master of Education Practice（あるいは

Master of Education in Educational Practice, MA in Educational Practice）はそれぞ

れ数多くの大学（英語圏）で用いられている。国内でも、例えば筑波大学は教育学研究

科の一コースとして Education Sciences を提供している。 

さらに、教育分野の専門職養成機関として世界的にも定評のあるハーバード大学教育

学研究科（Harvard Graduate School of Education）では、学術と実務を融合させた修

士課程のコースの一つとして“Prevention Science and Practice”を設定し、Science と

Practice を組み合わせた名称を用いている。加えて、保健分野では“Health Science(s) 

and Practice”の名称を冠するコースが国際的に多く見られる。 

これらを踏まえると、School/Master of Education Sciences and Practice は「実務教

育研究科／実務教育学修士」の特性を、国際通用性を伴う形で表現している。 

 

（２）「実務教育学修士（専門職）」の名称由来 

 学位名称については、「実務教育学修士（専門職）」とする。これは、研究科の名称と

一致させ、本研究科の独自性を内外に示すとともに、本学の建学理念に基づき、これか

らの高度知識社会における専門性のあり方を表現するもので、この分野における「高度

専門職業人」のイメージ形成や社会的普及に寄与するものである。 

 「実務教育修士」ではなく「実務教育学修士」としたのは、「学」そのものが知識の

体系という意味を持っており、みずからの知識を社会にどのように位置づけ（学的な布

置も含めて）、活用させるのかという点を探究することを表現しているためである。「実

務教育学修士」という名称には、社会のニーズ等にあわせた専門職教育にて教授しなけ

ればならない実践知を体系化する能力を兼ね備えつつ、教育指導者としての能力をもつ

高度専門職業人としての質的な保証を表すものであるという意味合いが含まれている。

本研究科は、既存の専門職大学院で実践されているが研究されていない「理論と実践の

架橋」そのものがいかにして可能なのかを探究し、諸領域における実践知の体系化を構

想する実践知のプロフェッショナルたる高度専門職業人を養成するものであり、社会の

ニーズや動向に踏まえながら理論と実践を体系化し実践知を創造すること、また、実践
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知を含め教育制度や趣旨にあわせた教育指導を実践する力を身につけること。そして次

世代の教育システムを創造することに教育研究内容の主眼があることから、「実務教育

学修士（専門職）」という名称をもちいるものである。 

 

3. 教育課程の編成の考え方及び特色 
 実務教育研究科は、以上述べてきた設置の趣旨及び必要性と、研究科の特色を踏まえ、

次のとおり教育課程の編制方針（カリキュラムポリシー）を定める。 

 

【教育課程の編制方針（カリキュラム・ポリシー）】 

 社会情報大学院大学実務教育研究科は、ディプロマ・ポリシーに示した目標を学生が

達成できるよう、以下の方針に基づき教育課程を編成・実施する。学生自らが実務経験

で身につけた専門的知識と実践的な視野の上に、個別の学生の関心に沿ってより専門的

な学修を深める機会を提供するため、理論的科目と実践的科目を有機的に組み合わせ、

段階的に履修できるような教育課程を編成・実施する。 

 授業科目に設定するのは、ディプロマ・ポリシーに示した到達目標に対応する科目で

あり、具体的にはディプロマ・ポリシーに示した DP1）、DP2）、DP3）に対応する、以

下の 3 つのポリシーに沿って設定される。 

 CP1）自らが携わる実務や組織、産業の領域における固有の知識の社会的布置を社会

動向との関連で理解し、反省的（リフレクシブ）に問い直す理論と方法を学修

するための科目を配置する。 

 CP2）自ら携わる実務や組織、産業の領域における実務経験を基礎とした実践知を言

語化・体系化し、参照・比較可能な形式知へと変換するための理論および方法

を学修するための科目を配置する。 

 CP3）言語化・体系化された実践知を広く社会と共有するための理論および方法を学

修するための科目を配置する。 

 教育課程編成にあたっては、知識・社会・教育をめぐる基本的な概念とその背景を学

ぶ基礎科目、専門科目を履修する前段階にあたる学術領域や実践にかんする基本的な概

念や動向を学ぶ専門基礎科目、実践知の体系化およびその普及・活用において核となる

専門的な学術領域や実践についての理論動向を学ぶ専門科目、個別の学生の実務の領域

における課題に応じた理論の創造や伝達・普及の方法論を検討し、社会に実装可能な構

想を作りあげるための実践的な科目である展開科目という 4 つの科目区分を段階別に

設け、それぞれの科目を配置する。これによって、先に記した人材像に到達するための

総合的かつ専門的な学修を可能にする。 

また、専門科目においては、それぞれの科目を①実践の場での活用と深く結びついた

固有の知識についての理論の創造・社会的位置づけ・理論との融合を中心的に学修する

知識社会領域、②組織における知の収集・体系化・継承を中心的に学修する組織学習領
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域、③社会ニーズを踏まえた次世代の学習理論や学習プログラムの開発や、それを踏ま

えた教育産業・教育事業の運営・マネジメントを中心的に学修する教育構想領域という

3 つの領域に位置づけることで、知識の社会的布置をめぐる分析・評価や、実践と深く

結びついた理論の創造、伝達・普及の実践的な方法論を構想する能力を、各自の実務経

験や職業専門性に応じたかたちで修得することを可能にする（【資料 1】社会情報大学

院大学 実務教育研究科 実務教育専攻 カリキュラムマップ）。 

 さらに、個別の学生の課題に応じた理論の創造や伝達・普及の方法論を検討し、社会

に実装可能な構想を作りあげるための展開科目は、次の 3 種類に分けて考えられる。第

１に、1 年次に研究活動に必要となる基礎的な素養を身につける。第２に、そのうえで

2 年次は、実務領域にかんする教育・人材育成を社会に実装するための調査・研究・構

想能力を身につけ、専門職学位論文の完成を目指す。第３に、同じく 2 年次において、

授業実践・研修実践とその振り返りを通し、効率的・効果的な人材育成を実現するため

の実践を行う。 

なお、専門職学位論文の指導には、担当教員を中心に本研究科のすべての専任教員が

あたり、個別の学生の関心に応じた適切な教員による個別の指導・助言をおこなうほか、

複数回の報告会を設けることで、学生が多面的な観点から指導・助言を受ける機会を設

ける。 

 授業形態は、高度な専門知識や知識の体系化手法を実践的・体系的に学ぶ機会を提供

する講義と、実践と深く結びついた理論の創造とその伝達・普及の効果的な方法を実践

的に身につける演習に大別される。いずれの科目においても、専門職大学院の趣旨に鑑

み、双方向の少人数教育を重視し、ディスカッションに加えて、ケース・スタディ、ワ

ークショップ等の形式での授業を積極的に取り入れる。これによって、体系的かつ実践

的な理解に基づき、自ら携わる実務や組織、産業の領域に関する教育構想を行うための

的確な判断と柔軟な思考の修得機会を提供する。 

 各科目の学修成果は、筆記試験、レポート試験、演習・実習成果等に加え、各科目の

性格に応じて、授業内課題、質疑応答や討論への貢献状況、演習にあっては期間中の調

査・準備の状況に基づいて評価する。成績評価は 100 点満点で行い、80 点以上を優、

70 点から 79 点までを良、60 点から 69 点までを可、59 点以下を不可とし、優・良・可

の評価に対して単位を認定する。成績評価の具体的な方法は、シラバスにおいて授業科

目ごとに明示する。 

 

（科目区分の設定及びその理由） 

 科目区分は、実務領域にかんする教育・人材育成を行う高度専門職業人の養成のため、

教育研究の柱となる社会学や教育学を体系的に学びつつ実践と理論の架橋を行ってい

くにあたって、効果的な学修をうながすための体系性を示すために段階的に設定してお

り、基礎科目・専門基礎科目・専門科目・展開科目からなる。 
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（各科目区分の科目構成とその理由） 

 各科目区分の科目構成と理由は、次のとおりである。 

 基礎科目は、知識・社会・教育をめぐる基本的な概念とその社会的背景を学修するた

めの科目であり、「知の理論」「社会学基礎理論」「教育学基礎理論」「人材育成の基礎」

「現代社会論」から構成される。これらの科目の学修を通じて、実務教育研究科におい

て、現代社会における知識のあり方を理解し、社会に遍在する暗黙知と学術的知見を体

系化し、普及・活用することができる能力を身につけるにあたって前提となる基礎的な

知識の習得をめざす。 

 専門基礎科目は、本研究科の専門科目を履修するための前提または補助となる学術領

域や実践に関連する基礎的な概念と、議論や実践の動向を学修するための科目から構成

される。 

 主として CP1）に対応する科目は、「教育社会学」「産業社会学」「組織論」である。

知識基盤社会における学習・組織の社会的役割と、知識伝達の一場面としての教育現象

の社会学的分析手法を学ぶことで、知識をめぐる社会的布置と動向の理解をはかる。主

として CP2）に対応する科目は、「知識社会学」「インストラクショナル・デザイン」「認

知学習論」「アンドラゴジー」である。知の収集・体系化・継承や実践と深く結びつい

た理論の創造・伝達・普及の実践的な方法論を構想するために必要な実践的な理論や方

法論を学修する。 

 主として CP3）に対応する科目は、具体的な知識の伝達の場面について、主として教

育学の知見に基づき、個人間・組織またはプログラム・政策の各水準における基礎的な

概念を学ぶ「現代教育政策」「グローバル教育実践」「教育相談」と、教育についての最

新動向を学んだうえで、実践に向けた構想をおこなう素養を身につけることをめざす

「教育産業と教育事業」「現代の教育事情」「情報リテラシー」である。 

 専門科目は、実践知の体系化およびその普及・活用において核となる専門的な学術領

域や実践についての理論動向を学修し、知識の社会的布置をめぐる分析・評価や、実践

と深く結びついた理論の創造、伝達・普及の実践的な方法論を構想する能力を、個別の

学生の実務経験や専門性に応じたかたちで修得することをめざす。 

 専門科目には、育成する具体的な人材像に応じたかたちで、3 つの領域を設ける。①

知識社会領域は、専門職業人の育成に携わる実務家教員等に対応し、②組織学習領域は、

組織内人材育成のプロフェッショナルに対応し、③教育構想領域は、効果的な技能習得

プログラムとそれに基づく事業を構想することができる教育産業・教育事業の担い手に

対応する。 

 知識社会領域は、実践の場での活用と深く結びついた固有の知識についての理論の創

造・社会的位置づけ・理論との融合を中心的に学修する観点から、「省察的実践」「実践

と理論の融合」「知識と大学」「プロフェッションとプロフェッショナルスクール」から
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構成する。 

 組織学習領域は、組織における知の収集・体系化・継承を中心的に学修する観点から、

「学習する組織」「学習社会論」「ナレッジ・マネジメント」「人材開発マネジメント」

から構成する。 

 教育構想領域は、社会ニーズを踏まえた次世代の学習理論や学習プログラムの開発や、

それを踏まえた教育産業・教育事業の運営・マネジメントを中心的に学修する観点から、

「ラーニング・イノベーション」「教育コンテンツ開発」「教学マネジメントの理論と実

践」「ICT と教育」から構成する。 

 展開科目は、個別の学生の実務の領域における課題に応じた理論の創造や伝達・普及

の方法論を検討し、社会に実装可能な構想を作りあげるための実践的な科目から構成さ

れる。学生は、展開科目での探究をつうじて、実務の領域における知識と社会学や教育

学等の社会科学の学術理論との融合をはかり、社会に「実装」するための具体的な方法

論を検討する。 

 具体的には、1 年次に配当される科目として「探究基礎演習」を設ける。ここでは、

専門職学位論文の執筆に必要な調査方法・研究方法に関する基礎的な素養を身につける

ことをめざすのであり、具体的には、専門職学位論文のプロット兼調査研究の計画書と

なる「リサーチペーパー」の作成・発表に取り組む。2 年次には、分野別に 8 科目の「探

究演習」と、「実践教育プロジェクト演習」を配当する。「探究演習」は個別の学生の実

務の領域における課題に応じたかたちで、現代社会における知識のあり方を理解し、社

会に遍在する暗黙知と学術的知見を体系化し、普及・活用することができる能力の定着

をはかる観点から、専門職学位論文の完成に向けた指導をおこなう。実務家教員の担当

する演習では、特に社会の発展への貢献を含む、実現可能性や実効性を担保する観点か

ら指導をおこない、研究者教員の担当する演習では、とくに学術的な位置づけや裏づけ

を定める観点から指導をおこなう。なお、専門職学位論文の完成に向けては、学生の課

題に沿って配置される主査１名からの定期的な個人指導と、全教員からの意見を受ける

「中間報告会」「中間審査会」「最終審査会」を通じた段階的な指導をおこなうことで、

個別の学生の実務の領域における課題に応じたかたちで、現代社会における知識のあり

方を理解し、社会に遍在する暗黙知と学術的知見を体系化し、普及・活用することがで

きる能力の完成をめざす。「実践教育プロジェクト演習」は、各学生が個別の実務の領

域に根差した形でそれぞれの教育プロジェクトを策定し、実際にプロジェクトの一部を

授業実践・研修実践として授業内で実施する。これにより実践的な指導スキルを身につ

けることに加え、プロジェクトの立案過程を体験し、また教員や他の学生からのフィー

ドバックを受けることで、効率的・効果的な教育実践の在り方を検討する能力を身につ

ける。 
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（設置の趣旨及び必要性に示された趣旨等を実現するための科目の対応関係） 

 「実務教育研究科設置の趣旨及び必要性」で述べたように、実務教育研究科は、実践

の現場と結びついた理論の形成とその伝達という点に重きをおいている。 

 実務教育研究科の教育課程は、そのような設置の趣旨のもと、上述した教育課程の編

成方針（カリキュラム・ポリシー）にしたがい、科目区分と専門科目の領域区分に応じ

た科目の配置をおこなうことで、個別の学生が携わる実務の領域における固有の知識の

社会的配置を社会動向との関連で見定めたうえで、実践知を言語化・体系化して参照・

比較可能な形式知へと変換し、言語化された実践知を広く社会と共有するための理論や

方法の修得をうながす構成となっている。 

 

（必修科目・選択科目・自由科目の構成とその理由） 

 実務教育研究科の教育課程では、基礎科目の「知の理論」を必修科目としている。こ

れは、実務教育研究科における学修のとくに基盤となる基本的な概念と社会的背景を学

ぶための科目であり、全学生が身につける必要があるために設定されている。また、展

開科目における「探究基礎演習」も、専門職学位論文執筆に必要な調査方法・研究方法

に関する基礎的な素養を全学生が身につける必要があることから、必修科目としている。

同じく展開科目における「実践教育プロジェクト演習」も、実際に実務家教員や各教育・

研修プログラムにおいて教壇に立つことをめざす者、新たな教育コンテンツの策定をめ

ざす者の双方が、効率的・効果的な人材育成を実現するため、実践的な指導スキルとプ

ロジェクト立案の視座を身につける必要があることから、必修科目としている。 

 選択必修科目については、専門基礎科目から 4 単位（2 科目）以上、専門科目から 6

単位（3 科目）以上、展開科目の探究演習から 4 単位（1 科目）以上 8 単位（2 科目）

以下をそれぞれ選択することを求めている。専門基礎科目・専門科目をそれぞれ選択必

修としたのは、個別の学生の課題に応じて、自由に履修する授業科目を選択できるよう

にするためである。ひとつの領域に特化して学修・研究を深める方法と、3 つの領域横

断的な学修・研究を展開する方法の双方を可能にするため、ひとつの領域を選んで選ん

だ領域ごとの必修科目を設ける等の対応はとらない。 

 2 年次展開科目の「探究演習」は、専門職学位論文の完成に向けて、学生の問題関心

に応じた特定の課題を定めて、特定の教員から継続的な指導を受けることを前提とする

が、他方で専門職学位論文の執筆にあたり、多様な教員・学生の観点に触れることを望

む場合は、2 科目を上限とし、複数科目を選択することを妨げない。 

 なお、本教育課程において、自由科目は設定していない。どの科目・領域も相互に実

務教育研究科の学修に関連しており、本研究科の養成する人材像の育成に沿うためであ

る。 
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（履修順序（配当年次）の考え方） 

 履修順序（配当年次）については、次のとおり考えている。 

 1 年次前期においては、必修科目を含む基礎科目と専門基礎科目を中心に履修して、

社会学、教育学の諸要素における基本的な概念と社会的背景、議論や実践の動向を学ぶ

ことを想定している。続く 1 年次後期には、基礎科目のほかに、専門基礎科目・専門科

目を履修する。実践知の体系化およびその普及・活用において核となる専門的な学術領

域や実践についての理論動向を学修し、知識の社会的布置をめぐる分析・評価や、実践

と深く結びついた理論の創造、伝達・普及の実践的な方法論を構想する能力を養う方法

を学ぶことをめざす。なお、1 年次を通じて展開科目の「探究基礎演習」を履修するこ

とで、個別の学生の課題に即したかたちで、現代社会における知識のあり方を理解し、

社会に遍在する暗黙知と学術的知見を体系化し、普及・活用するための基礎的な能力の

醸成をめざす。 

 そのうえで、2 年次には、専門基礎科目・専門科目を中心に履修して、実践知の体系

化およびその普及・活用において核となる専門的な学術領域や実践についての理論動向

の学修をすすめ、知識の社会的布置をめぐる分析・評価や、実践と深く結びついた理論

の創造、伝達・普及の実践的な方法論を構想する能力を養う。併せて、展開科目の「探

究演習」において、1 年次に履修した「探究基礎演習」を基盤とし、個別の学生の課題

に応じたかたちで、現代社会における知識のあり方を理解し、実践の場に遍在する暗黙

知を学術的知見との関係のなかで体系化し、普及・活用するための、実践的な提言を行

う能力の定着をはかり、専門職学位論文の完成・提出をめざす。 

 

（「新時代の大学院教育」を踏まえた課程制大学院制度の趣旨に沿った教育課程と研究

指導であることの説明） 

 中央教育審議会答申「新時代の大学院教育——国際的に魅力ある大学院教育の構築に向

けて——」には、「課程制大学院制度の趣旨に沿って大学院教育の組織的展開の強化を図

る」ため、「専攻分野に関する高度の専門的知識・能力の習得に加え、学修課題を複数

の科目等を通して体系的に履修するコースワークを充実し、関連する分野の基礎的素養

の涵養等を図っていくことが必要」と記されている。 

 実務教育研究科の教育課程と研究指導は、本答申を踏まえて構成されている。具体的

には、基礎科目・専門基礎科目・専門科目・展開科目という 4 つの科目区分を設け、そ

れに連動するかたちで配当年次を設定することで、段階的・体系的に高度の専門的知識・

能力を習得することをうながしている。くわえて、専門科目に学修課題を養成する具体

的な人材像に応じて 3 つの領域「知識社会領域」「組織学習領域」「教育構想領域」を設

定し、そこに複数の科目を配置することで、個別の学生の関心に応じた学習課題を、複

数の科目の履修や研究指導を通じて深められるよう、カリキュラムの充実を図っている。 

ただし、専門科目は、1 つの領域を選択して当該科目群を集中的に履修することを求め
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る構成とはしていない。それは、各領域が相互に他の領域の関連分野を構成しており、

分野横断的な履修が、関連分野の基礎的素養の涵養につながるためである。 

 実務教育研究科は、こうした教育課程と研究指導を通じて、知識の創造・普及・活用

に関する高度な専門的知識と能力を兼ね備えた、実務家教員等の人材や組織内人材育成

のプロフェッショナル、教育産業・教育事業の担い手等の人材育成分野の高度専門職業

人の養成に取り組み、「産業界・実業界等で求められる専門職（プロフェッション）そ

のものの確立を支え、プロフェッショナル集団を強固に形成する上で重要な役割を果た

すことが期待され」る専門職学位課程としての役割を果たす。 

 

（教育研究の柱となる領域（専攻分野）の説明を含む、教育課程の編成の考え方及び特

色（関連分野に関する基礎的素養の涵養への適切な配慮）） 

 実務教育研究科の教育研究の柱となる領域（専攻分野）は、学位の分野としては、社

会学・教育学にあたる。具体的には、知識社会学や高等教育論、学習に関する理論を特

に中心的な学術領域に据え、さらに、従来の教職大学院では必ずしも主題に据えられて

こなかった、私教育や人材開発を含む現代社会における教育事業の動向を把握する科目

を配置した。これが、実務教育研究科の教育課程の編成の特色である。そのうえで、実

務教育分野における高度専門職業人として、社会や実践に深く結びついた理論の創造や

知識の伝達・普及に取り組むにあたっては、育成する具体的な人材像の実践の場面と深

く結びついた理論の創造、伝達・普及の実践的な方法論を構想する能力が求められるこ

とから、育成する具体的な人材像のうち、組織内人材育成のプロフェッショナルや教育

産業・教育事業の育成に対応するかたちで、経営学のうち特に人材育成分野に関する基

礎的な素養を涵養するための科目として、「人材育成の基礎」「組織論」「ナレッジ・マ

ネジメント」「人材開発マネジメント」「情報リテラシー」を配置した。 

 これらの教育課程を通じて、個別の課題に応じたかたちで社会や実践に深く結びつい

た理論の創造や知識の伝達・普及に取り組む、人材育成分野における高度専門職業人を

育成してゆく。 

 

4. 教員組織の編成の考え方及び特色 
教員配置の説明 

 実務教育育研究科は、知識社会学と教育学を中心的な研究分野に据え、社会や実践に

深く結びついた理論（実践の理論）の創造や知識の伝達・普及を実践できる、実務領域

にかんする教育・人材育成を行う高度専門職業人やその研究に取り組む。教員組織の編

成にあたっては、既設「広報・情報研究科」の研究シーズを活用しつつ、新たに上記領

域を専門とする教員を採用し、同領域の教育および研究を高いレベルで維持・発展させ

ることのできる専任教員 9 名（教授 4 名、准教授 4 名、講師 1 名）を配置する。具体的

には、中心的な研究分野に対応するかたちで、専攻分野が知識社会学の教員を研究科長
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に据え、また、教育学の教員を 1 名配置する。くわえて、関連する産業社会学・教育社

会学の教員を各 1 名配置し、さらに、教育に関連する制度論・理論・方法論を専門分野

とする教員を各 1 名、人材育成に関連する制度論や実践的な理論を専門分野とする教員

を各 1 名配置する。 

 実務教育研究科は、教育課程の専門科目において、①実践の場での活用と深く結びつ

いた固有の知識についての理論の創造・社会的位置づけ・理論との融合を中心的に学修

する知識社会領域、②組織における知の収集・体系化・継承を中心的に学修する組織学

習領域、③社会ニーズを踏まえた次世代の学習理論や学習プログラムの開発や、それを

踏まえた教育産業・教育事業の運営・マネジメントを中心的に学修する教育構想領域の

3領域を設ける。それぞれの領域は、本研究科の育成する人材像、すなわち、①専門職

業人の育成に携わる実務家教員等、②組織内人材育成のプロフェッショナル、③教育産

業・教育事業の担い手の育成に対応している。 

 

表 1 実務教育研究科専任教員一覧（令和 3 年度予定） 

領域名  教員名  職位  専攻分野  

知識社会領域   川山 竜二 （研）   研究科長・准教授  知識社会学 

伴野 崇生 （研）   准教授  人間科学 

 廣谷 貴明 （研）  講師  教育学 

組織学習領域   富井 久義 （研）   准教授   社会学  

 坂本 文武 （実）   教授   組織論  

 田原 祐子 （実）  教授   人材育成 

教育構想領域   蔵田 實  （実）   教授   教育制度論  

 廣政 愁一 （実）   教授   学習マネジメント  

 荒木 啓史 （実）   准教授  教育社会学  

 

  

本研究科の教育課程は、「基礎科目」5 科目、「専門基礎科目」13 科目、「専門科目」12

科目、「展開科目」10 科目、合計 40 の授業科目から構成される。 

 「基礎科目」のうち、本研究科における学びの基盤をなす理論的・社会的背景を学修

する「知の理論」は必修科目としており、教育上主要な科目と認められることから、専

任教員を充てる。同科目は、社会学、とりわけ知識社会学を専門とする研究科長が担当

する。研究科長は、同分野において卓越した研究・教育業績を有しており、文部科学省

の専門委員会をはじめとする多様な場で同分野の知見を教授するなど、知識社会につい

てのオピニオンリーダーの役割を担う研究者である。本授業において、研究科長が「知

識にまつわる基本的な概念および周縁知識」について解説することは、本研究科の入学

者における適切な学修の基盤を形成し、本研究科を特徴づける大きな要素のひとつとな
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る。 

 展開科目には 1 年次に通年で履修する必修科目の「探究基礎演習」、2 年次に通年で

履修する選択必修科目の「探究演習」、同じく 2 年次に通年で履修する必修科目の「実

践教育プロジェクト演習」があり、これらは専門職大学院である本学において、自らの

実務にかんする固有の知識について、学術的な観点を踏まえた論理的思考を基盤とし

て持ちつつ、社会実装を提言するという実践的な能力を身につける科目として教育上

主要な科目と認められる。「探究基礎演習」は、研究の方法や研究テーマの見つけ方と

いった指導を通じて、1 年次の 1 年間をかけてリサーチ・クエスチョンを構築する演習

科目であり、専門職大学院の水準にふさわしい問いの立て方や調査の方法論を学修する

観点から、専攻分野を社会学とする専任教授 1 名と専任准教授 2 名が担当する。「探究

演習」は、2 年次の 1 年間をかけて「専門職学位論文」の完成に向けた各自の課題を探

究するための科目であり、専任教員のうち、研究者教員 4 名全員と 4 名の実務家教員

が、それぞれの専門性に応じた内容の授業を開講する。また、「実践教育プロジェクト

演習」は実際に教育プロジェクトの策定や授業実践・研修実践をとおし、実践的な指導

スキルの基礎や実行可能な教育プログラム立案能力の醸成を行う観点から、教育事業運

営に豊富な実務経験を持つ教員 1 名、学習設計の方法論を専門分野とする教員 1 名、教

育学の博士を 1 名合計 3 名の専任教員を配置する。 

 

 

実務家教員配置の説明 

 本研究科は、学際的かつ実践的な分野における研究能力・実践能力の醸成を図るもの

であり、とりわけ、組織論、ナレッジ・マネジメント、人材育成、教育産業、学習マネ

ジメント、教育イノベーションといった領域において、高度な実務能力を有する実務家

教員による指導が必要不可欠である。本研究科に着任予定の藏田實教授、廣政愁一教授、

坂本文武教授、荒木啓史准教授、田原祐子教授はそれぞれ、上記の領域を専門とする実

務家教員である。以下に、各教員の適合性について述べる。 

 藏田教授は、高校教諭としてキャリアをスタートしたのち、海外の高校及び大学での

派遣教員も経験し、教育委員会や教育センターにおけるポストを歴任した後、県立高校

校長、私立大学・短期大学学長を歴任するなど、カリキュラム策定や教育プログラムの

構想、さまざまな学校種の学校経営に関する広範かつ豊富な実績を有する実務家教員が

担当する。さらに、藏田教授は教職課程を有する大学において、文科省の教員審査を経

て教育実習等の科目を担当した経験もあり、指導者養成にかんしても深い造詣を備えて

いることから、本学が育成する人材の指導に適した実務家教員である。同教員は教員研

修や教学マネジメントといった領域における学術論文等の研究業績も有している。 

 廣政教授は、予備校トップ講師を経て、学校内予備校、講師育成事業、家庭教師・予

備校講師派遣事業、幼児教育事業といった多くの教育事業を手がけ、現在はインターネ
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ットを通じた学びを提供する株式会社の代表取締役を務める実務家教員である。最先端

の教育産業に精通するとともに、学習マネジメントの分野でも実績のある廣政教授は、

本研究科において、実現可能かつ持続可能な教育構想のあり方について検討する「教育

構想領域」を主としてカバーし、最先端の知見に触れることが重要となる「教育産業と

教育事業」「教育コンテンツ開発」「探究演習（教育事業と教育産業）」の授業科目を担

当する実務家教員として適任である。 

 坂本教授は、コミュニティ・デザイン教育に取り組む一般社団法人の代表理事を務め

る実務家教員である。既設「広報・情報研究科」の開学当初から本学に所属し、「組織

とガバナンス」、「ソーシャル・コミュニケーション」など、社会課題の解決に取り組む

人と組織のエンパワーメントに関する授業できわめて高い評価を受けている。坂本教授

は、修士（非営利経営学）の学位を有し、単著の書籍を含めた多数の業績を有する実務

家教員であり、本研究科の「組織学習領域」を主としてカバーし、現代社会の実情に即

した組織学習について検討するための授業科目として、「組織論」「探究演習（組織論）」

を担当する。 

 荒木准教授は、シンクタンクの研究員・コンサルタントとして、教育分野での調査研

究やコンサルティングプロジェクトに参画しながら、同社のグローバル化戦略の立案、

ダイバーシティ推進等、従業員代表としての業務に従事した実務家教員である。その際、

社内講師として社会調査や統計分析、社会学的思考に関する研修や、海外の大学におけ

る講師の経験などを通じて、教育指導力を醸成してきた。その後、海外の大学院博士課

程に進学し、教育社会学分野における博士（社会学）の学位を有する。さらに、社会学

分野においてもっとも権威あるジャーナルである American Sociological Review に査

読付き論文を掲載するなど、優れた研究業績を有している。荒木准教授は、国内外にお

いて教育に関連するプロジェクトや研究に多数取り組んできた実績があり、グローバル

な視点から教育や教育事業のあり方について提言できる能力を有している。本研究科の

「教育構想領域」では、社会状況を踏まえた持続可能な教育サービスを構想することを

旨としており、理論と実践の両面から教育について指導できる荒木准教授は、同領域の

教員として適任である。荒木准教授は研究能力ある常勤の教員として、「社会学基礎理

論」「教育社会学」「グローバル教育実践」「ラーニング・イノベーション」「探究基礎演

習」「探究演習（教育社会学）」の授業科目を担当する。 

 田原教授は、人材育成やナレッジ・マネジメントに関連したコンサルティングや実践

指導をおこなう会社の代表取締役を務める実務家教員である。一般企業のみならず、病

院や介護施設、学校等にナレッジ・マネジメントを導入し、経営や人材管理を改善する

など、多様な実績を有している。くわえて、人材育成やナレッジ・マネジメント領域に

おける単著の書籍や学術論文等、研究業績も豊富に有している。「組織学習領域」をカ

バーする教員として、「人材育成の基礎」「ナレッジ・マネジメント」「学習する組織」

といった担当授業科目を通じて、田原教授がこれまで 20 年以上にわたって、1,500 社
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以上のコンサルティングや研修を通じた実践に取り組んできた経験が共有されること

は、学生がレジリエンスを備えた組織を構築するための助けとなる。 

 以上のとおり、本研究科は、専任教員の 9 名中 5 名が実務家教員であり、これは専門

職大学院制度の趣旨に鑑みて適正な人員配置であると考える。また、5 名の実務家教員

のうち 4 名が豊富な研究業績を有し、うち 1 名は博士の学位を有する教員であること

から、本研究科の研究機能は十分に担保されている。 

 

教員組織の年齢構成・継続性 

 教員の年齢構成は、20 代が 1 名（講師 1）、30 代が 3 名（准教授 3）、40 代が 2 名

（教授 1、准教授 1）、50 代が 1 名（教授 1）、60 代が 1 名（教授 1）、70 代が 1 名（教

授 1）であり、すべての教員が継続的に研究科の運営に携わるものである。また、本研

究科における教員の定年は、以下の法人就業規則に則る個別の契約によるものであり、

本研究科の着任予定教員については設けていないことから、完成年度の 3 月 31 日時点

において、本研究科の教育研究水準の維持向上および教育研究の活性化に支障はない。 

 

【資料 2】規程第 2-8 号 学校法人先端教育機構 就業規則より抜粋 

（定年等） 

第 22 条 職員等の定年は、次の各号に定める通りとする。 

（１）教員    個別の契約による 

（２）事務職員及び現業職員  満 60 歳の誕生日の前日とする 

 

２ 定年に達した職員等について、労使協定の定める基準に達する希望者を、定年

退職日の翌日から満 65 歳に達する日（誕生日の前日）を最終終期とする一定期間

ごとの契約を更新することにより継続して雇用する。また、労働条件および更新に

かかわる条件などは、個別に定めるものとする。 

 

３ 再雇用に関わる手続その他必要な事項については、「再雇用規程」の定めると

ころによる。 

 

 なお、専任教員に欠員が生じた場合、直ちに当該教員と同一の領域を受け持つことの

できる教員を補充する。採用に際しては、当該教員が実務家教員である場合は実務能力

および実務の実績を、研究者教員である場合は教育研究の実績を第一条件とする。 

 本研究科の教育研究以外の業務に従事する専任教員は、次に示すとおり 5 名いるが、

教育研究上の支障はない。 

 川山竜二研究科長は、3 つの大学で 1 科目ずつの授業を非常勤講師として担当する

が、いずれも半期のみの授業科目であり、また、うち 2 つの授業科目については同日に
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実施することを予定していることから、実質的には、半期は 1 週あたり 1 日、もう半期

は 1 週あたり半日をこれらの業務にあてることとなる。研究科長は、教員組織を取り仕

切り、本研究科の教育課程の運営を中心的に担う立場にあるが、教育研究上の支障をき

たすほどの業務の量ではなく、じゅうぶんに職責をまっとうすることができる。 

 学習科学にもとづく教育理論を教授する役割を担う伴野崇生准教授は、非常勤講師と

して 2 大学で各 1 科目の授業を担当し、社会福祉法人で難民のための学習支援教室の

担当を担う予定となっている。大学の授業科目のひとつと社会福祉法人での教室担当は

本研究科の休業期間中に実施する予定であり、授業期間中は半期のみ 1 週あたり 1 日

の兼務となる予定であることから、教育研究上の支障はない。 

 廣政愁一教授は、株式会社学びエイドの代表取締役としての業務に週 2 日従事する予

定である。それ以外の週平均 4 日は、実務家専任教員として、教育産業や学習マネジメ

ントにかんする最先端の知見を伝達する授業科目を担当できることから、教育研究上の

支障はない。 

 坂本文武教授は、一般社団法人 Medical Studio 代表理事兼事務局長としての業務に

週 3 日従事し、他に大学の授業科目を 1 科目担当したうえで、本研究科で実務家専任教

員として週 4 日、組織論にかかわる授業科目を担当する。坂本教授は現在、同様の形態

で、既設の広報・情報研究科教授として実務家専任教員を務めていることから、教育研

究上の支障はない。 

 田原祐子教授は、株式会社ベーシックの代表取締役としての業務に週 3 日従事するほ

か、1 法人の代表理事・2 社の社外取締役としての業務に月に数日従事する。田原教授

は、みなし専任教員として年間 6 単位の授業を担当する予定であることから、教育研究

上の支障はない。 

 

5. 教育方法、履修指導方法及び修了要件 
教育方法・履修指導方法 

（授業内容に応じた授業の方法） 

 実務教育研究科は、社会学と教育学を中心的な学術領域に据え、社会や実践に深く結

びついた理論（実践の理論）の創造や知識の伝達・普及を実践できる、実務領域にかん

する教育・人材育成を行う高度専門職業人に取り組む。 

 本研究科は、各学期授業期間の 15 週を、A 週・B 週に分けて隔週で授業科目を入れ

替えて開講し、1 時限につき 90 分の授業を 2 時限続けて行うことを基本とする。各学

期第 1 週目はオリエンテーション期間とし、1 週間のうちに A 週 B 週すべての授業を

1 時限ずつ行う。これにより、1 科目に対し 15 週分の授業時間を確保している。 

 また、社会人が多く在籍する本学の特性に鑑みて、授業は平日夜間（18:30〜20:00、

20:10〜21:40）および土曜日（10:30〜12:00、13:00〜14:30、14:40〜16:10、16:20〜

17:50）に開講する。 
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 本研究科の授業は、授業形態を「講義」とする科目であっても、専門職大学院の趣旨

に則り、講義形式のみならず、ディスカッションやワークショップなど、アクティブ・

ラーニングの方法を積極的に採り入れ、効果的な学修を促す。なお、本研究科の教育課

程は、こうした講義形式とアクティブ・ラーニング形式のどちらに重心が置かれている

かを基準に、授業形態の「講義」と「演習」の分類を定めている。 

 具体的には、科目区分が基礎科目にあたる授業は、研究科の学修の基盤となる基本的

な概念や社会的背景を効果的に学修するため、授業形態を講義とした。専門科目を履修

する前段階の概念や動向を学修する専門基礎科目についても、ディスカッションを多く

取り入れる一部の授業科目は、演習とした。学生みずからの専門性や構想力を深めるこ

とを主眼におく専門科目は、多くの授業科目で授業形態を演習としたが、理論動向につ

いての学修に主眼をおく一部の授業科目については、授業形態を講義とした。展開科目

は、学生が個別の課題を具体的に深めていくため、すべての授業科目を演習とした。 

 

（授業方法に適した学生数の設定） 

 本研究科の授業は、学生の関心が「知識社会領域」、「組織学習領域」、「教育構想領域」

の 3 領域に分散することを踏まえ、全学生が必修科目となる「知の理論」等一部の科目

を除き、基礎科目・専門基礎科目・専門基礎科目のそれぞれで少人数による履修を想定

している。本研究科は、既設「広報・情報研究科」での教育経験上、1 グループ 6 名×

5 の 30 名を、ひとつの科目のなかで適切に指導できる最大人数と捉えており、必修科

目を除き、30名を超えた履修を制限する。また、展開科目は、学生ひとりひとりの課題

に即したきめ細かな指導ができるよう対応する必要があることから、「探究基礎演習」

では指導教員ひとりにつき 10 名の学生を割り当て、「探究演習」は、履修者が 1 科目あ

たり 4 名以上 8 名以下となるよう履修調整をおこなう。「実践教育プロジェクト演習」

は、担当の専任教員がオムニバス形式で授業を進めるが、教育プロジェクト報告及び授

業実践・研修実践の実施時はグループ制とし、30 名の学生を 10 名程度のグループに分

け、担当教員が共同で指導を行う。 

 

（配当年次） 

 実務教育研究科の教育課程は、1 年次前期において、必修科目を含む基礎科目・専門

基礎科目と、展開科目のうち「探究基礎演習」を履修し、本研究科での学びに必要な基

本的な概念と社会的背景、議論や実践の動向、研究の方法論を学ぶことを想定している。

続く 1 年次後期には、一部の基礎科目、専門基礎科目、専門科目のほか、前期から引き

続き「基礎演習」を履修する。後期の探究基礎演習では、個別の学生の課題に即した専

門職学位論文執筆に向けたプロット兼研究計画書となる「リサーチペーパー」の作成を

通じて、実践知の体系化およびその普及・活用において核となる専門的な学術領域や実

践についての理論動向を学修し、知識の社会的布置をめぐる分析・評価や、実践と深く
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結びついた理論の創造、伝達・普及の実践的な方法論を構想する能力を養う。 

 そのうえで、2 年次には、専門基礎科目・専門科目を引き続き履修するほか、展開

科目のうち「探究演習」から 1 科目以上 2 科目以内を履修する。「探究演習」では、専

門職学位論文の完成・提出に向けて、個別の学生の実務の領域における課題に応じた

かたちで、現代社会における知識のあり方を理解し、社会に遍在する暗黙知と学術的

知見を体系化し、普及・活用することができる能力の定着をはかる。また、同じく展

開科目の「実践教育プロジェクト演習」では、効果的、効率的な人材育成を実現する

ため、及び実務家教員として魅力的な授業を実施するための教育実践スキルを習得す

る。 

 

修了要件 

 本研究科の修了要件は、以下の通りである。 

① 休学・停学期間を除いて 2 年以上在学すること 

② 合計 32 単位以上を修得すること 

③ 基礎科目の「知の理論」の単位を修得すること 

④ 専門基礎科目から 4 単位以上、専門科目から 6 単位以上を修得すること 

⑤ 
展開科目の「探究基礎演習」4 単位、「探究演習」から 4 単位以上、「実践教育プ

ロジェクト演習」4 単位を修得すること 

⑥ 専門職学位論文の審査および修了審査に合格すること 

 

 これらは、本研究科のディプロマ・ポリシーを充足するために必要不可欠な要件であ

り、以下にそれぞれの趣旨を説明する。 

 ①および②については、専門職大学院設置基準第 15 条に則り要件を定めるものであ

る。修得単位を 32 単位以上としたのは、③・④・⑤に示したように必修科目・選択科

目を設定したうえで、実務教育研究科の育成する人材像やディプロマ・ポリシーに照ら

して適切な能力を修得するために必要な履修モデルを検討した結果、少なくとも 32 単

位以上の単位の修得が必要だとの判断にいたったためである。 

 ③について、基礎科目 5 科目 10 単位のうち、「知の理論」（2 単位）は、本研究科に

おける学びの前提となる理論的・社会的背景を明らかにする科目であることから、必修

とした。社会人が多く在籍する可能性の高い本研究科において、特定の科目を必修とす

ることは、学生の履修可能性の観点から十分に注意する必要がある。したがって同科目

は、学生が通学しやすい土曜日に開講し、かつ事前の入学説明会、個別相談会等でその

旨を十分に周知することとしている。このほか、本研究科の教育課程の体系の基盤とな

る社会学・教育学・人材育成論・現代社会論をじゅうぶんに学修する機会を設けるため、

選択で 4 科目 8 単位を設けた。 

 ④について、専門基礎科目は、本研究科の専門科目を履修する前提または補助となる
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学術領域や実践に関する基礎的な概念と、議論や実践に関する動向を学修するための科

目から構成される科目区分である。本研究科での学修のための基礎的な理論枠組みや先

進事例を学び、専門科目の履修をするためには、専門基礎科目において最小限でも 2 科

目以上を履修することが望ましいことから、4 単位以上の選択必修とした。なお、専門

基礎科目は全体では 13 科目 25 単位を設けた。本研究科の学修における基礎的な理論

枠組みを提供する「教育社会学」「産業社会学」「知識社会学」や、「グローバル教育実

践」「教育サービスの現状と未来」をはじめとする先進事例を学ぶ科目を配置した。 

 専門科目は、実践知の体系化およびその普及・活用において核となる専門的な学術領

域や実践についての理論動向を学修し、知識の社会的布置をめぐる分析・評価や、実践

と深く結びついた理論の創造、伝達・普及の実践的な方法論を構想する能力を、個別の

学生の実務経験や専門性に応じた形で修得することをめざす科目区分である。専門科目

は本研究科の核にあたり、合計で 12 科目 24 単位を設置する。学生に適切な履修を促

す観点から、「知識社会領域」、「組織学習領域」、「教育構想領域」の 3 領域にそれぞれ

4 科目 8 単位を配置した。ひとつの領域を集中的に学ぶばあいには配置した科目の 3/4

以上、領域横断的な学修をするばあいには各領域 1 科目以上の履修が望ましいことか

ら、専門科目については、6 単位以上の選択必修とした。なお、領域横断的な学びを志

向する学生にも対応する観点から、ひとつの領域を選択することを求めたり、領域ごと

の選択必修単位数を定めたりするなどの制限を設けていない。そのため、専門基礎科目

および専門科目の履修については、ガイダンス・個人面談等で適宜指導する。 

 ⑤について、展開科目は、個別の学生の課題に応じた理論の創造や伝達・普及の方法

論を検討し、実践的なスキルを身につける科目 10 科目 36 単位で構成される。1 年次に

通年で配当され、通年の授業を行う「探究基礎演習」は、本研究科に所属する 3 名の専

任教員が担当し、専門職学位論文の執筆に必要な調査方法・研究方法、アカデミック・

ライティングの方法など、基礎的な素養を身につけることをめざす科目である。本研究

科に所属するすべての学生にとって必要な素養を身につけるとともに、2 年次における

研究を効果的に行うための前提となる科目であることから、1 科目（4 単位）を必修と

した。学生は、3 つの教室で各担当教員がシラバスを同じくして開講する「探究基礎演

習」のいずれかに配属され 1 年間の授業のなかで「リサーチペーパー」を作成し、2 年

次に進級するまでに取り組むべき研究課題を確定する。 

 2 年次に展開科目で配当される「探究演習」は、各教員の専門性に応じた 8 科目が通

年で開講される。これにより、専門職学位論文の完成に向けて、1 年間を通じて学生が

継続的な指導を受ける体制を整える。これは既設「広報・情報研究科」と同様の仕組み

である。それぞれの学生は、自身の研究テーマに応じて、適切な「探究演習」を 1 科目

以上 2 科目以内選択する。実務家教員は、専門職学位論文の実現可能性や実効性を担保

する観点から、研究者教員は、学術的な位置づけや裏づけを定める観点から指導を行う

ことを想定している。同様に 2 年次に展開科目で配当される「実践教育プロジェクト演
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習」（4 単位）は指導スキルの基礎と効率的・効果的なプロジェクト立案の視座を培う科

目であるため、全学生に必修科目として課す。 

 ⑥について、学生が「『修了審査委員会』規程」（【資料 3】規程第 4-2 号 「修了審査

委員会」規程（変更案））に基づく「修了審査委員会」による「修了審査」に合格するこ

とは、本研究科における修了要件のひとつである。修了審査委員会は、研究科長を長と

し、専任教員 3 名以上 5 名以内の委員から構成される。審査にあたっては、事務局より

提出された①成績状況、②履修状況、③出席状況からなる「判定表」を基礎として、す

べての委員が 100 点満点中 60 点以上の評価を下した場合に合格とする。審査にあたっ

ては、判定内容の確認や意見聴取のため、学生との面談を行うことがある。また、合格

点に満たない学生には履修指導を行う。 

 

（履修モデル） 

 本研究科は、「実践知の体系化とその普及・活用」という、実務教育において核とな

る能力を醸成しつつ、科目の履修を通じて、①専門職業人の育成に携わる実務家教員（知

識社会領域）、②組織内人材育成のプロフェッショナル（組織学習領域）、③教育産業・

教育事業の担い手（教育構想領域）のそれぞれに必要な能力を養成する。本研究科は、

これら三者を育成するための科目について、1 年次前期から 2 年次後期までの 2 年間で

体系的に整備する。以下、各領域において育成する人材像に対応するかたちで、履修モ

デル（【資料 4】実務教育研究科履修モデル 1〜3）を示す。 
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【資料 4-1】実務教育研究科履修モデル 1：知識社会領域（実務家教員） 

 

 

 本研究科に入学した学生が、育成する人材像（ア）に対応するかたちで、自らの実務

経験を体系化して既存の学知と社会における布置を定め、その普及のために効果的な学

習プログラムを編成して適切に指導する能力を持った、専門職業人の養成に携わる実務

家教員を志す場合は、資料 4-1（上図）のように科目を履修し、修了要件単位数の 32 単

位を満たすことが望ましい。本履修モデルにおいては、本研究科の専攻分野のなかでも、

知識社会学や学習にかんする理論を中心的に学修することを想定している。 

 実務家教員として自らの実践知を体系化するためには、知識社会学や教育学を中心と

した学術的な知見を修得しつつ、自身の実務経験を俯瞰的に捉え直したうえで、それを

普及・伝達するための適切な教育プログラムを自ら構想することのできるような体系的

な履修を担保することが求められる。 

 1 年次前期には、基礎科目のうち、本研究科の理論的・社会的背景について解説する

必修科目である「知の理論」のほか、社会学や隣接する視座から基礎的な理論や応用可

能性について学ぶ「社会学基礎理論」を履修することで、自らの実務経験を社会状況の

なかで捉え直すための視点を身につける。さらに、知識基盤社会における継続した自己

成長の方法を学ぶ展開科目の「省察的実践」は、学生が自らの経験を俯瞰的に見つめ直

しながら 2 年間の学びを得るための契機ともなるため、1 年次前期を配当年次としてい

る。併せて、展開科目のうち、「探究基礎演習」を通年で履修する。1 年次前期の「探究

基礎演習」では、先行研究・先行事例の探し方等を含む研究の方法や、リサーチ・クエ

スチョンの探し方といった点について指導を受けることになる。 

 1 年次後期には、基礎科目のうち、社会学の視点から現代社会の多様な局面について

現代社会論

知識社会学

プロフェ ッ ショ ンと
プロフェ ッ ショ ナルスクール

実践と理論の融合 知識と大学

探究演習

実践教育プロジェ クト 演習

アンド ラゴジー
専門基礎
科目

専門科目

展開科目

1年次前期 1年次後期 2年次前期 2年次後期

基礎科目

探究基礎演習

知の理論

社会学基礎理論

省察的実践

インスト ラクショ ナル・ デザイン
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分析する「現代社会論」のほか、専門基礎科目のうち、知識社会学の観点から実社会を

分析するとともに、自らの実践知をどのように体系化すべきかを学ぶ「知識社会学」、

効果的な学習や研修のデザインを実現するための方法を学ぶ「インストラクショナル・

デザイン」を履修する。これにより学生は、知識基盤社会において、学術界と産業界を

架橋するために実務家教員が担うべき役割を理解したうえで、自らの実践知を効果的な

方法により伝達するための基礎知識を学修できる。また、1 年次前期に引き続き「探究

基礎演習」を履修し、自らが 2 年次に研究したい課題について、その構造的課題や歴史

的経緯等を調査し、具体的なリサーチ・クエスチョンの形まで落とし込む「リサーチペ

ーパー」の完成に向けた指導を受ける。 

 2 年次前期からは、効率的・効果的な人材育成を実現するため、及び実務家教員とし

て魅力的な授業を実施するための教育実践スキルを習得することを目的とする必修科

目である「実践教育プロジェクト演習」を履修する。同様に、通年で開講される展開科

目の「探究演習」を履修する。学生は各自の研究テーマに応じて選択必修科目である「探

究演習」を選択し、1 年間にわたり指導を受けることにより、充実した「専門職学位論

文」の完成を目指す。2 年次前期の段階で調査に着手する、ないし、必要な調査の整理

が完了していることが望ましく、8 月には「2 年次中間報告会」を実施し、全教員・全

学生に対して経過を報告する。 

同じ時期に、社会人など、成人に対して自らの実践知を伝達する際に求められる視点や

方法を学ぶ専門基礎科目の「アンドラゴジー」や、個人に紐付く経験を言語化・理論化

する方法を学ぶ専門科目の「実践と理論の融合」を履修することで、実務家教員として

自らの知識をより効果的に普及・伝達・研究する能力を養う。こうした科目により、学

生は 1 年次を通じて身につけてきた能力をさらに向上させることができる。 

 2 年次後期には、学修の仕上げとして、教育機関や監督官庁など、多様なアクターと

の関連性のなかで知識を捉え直す「知識と大学」や、現代社会における専門職業人・高

度専門職業人の役割や、その育成方法について考える「プロフェッションとプロフェッ

ショナルスクール」といった専門科目を履修することで、実務家教員としての競争力の

強化を図る。また、2 年次前期に引き続き「探究演習」を履修する。各学生は教員によ

る指導のもと研究を進め、11 月の中間審査会、2 月の最終審査会を経て、専門職学位論

文を完成させることになる。 

 学生は以上の科目を履修することで、知識基盤社会において自らの実務経験を伝達・

普及する主体たる実務家教員として、高度な能力を身につけることができる。 
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【資料 4-2】実務教育研究科履修モデル 2：組織学習領域（組織内人材育成担当者） 

 

 

 本研究科に入学した学生が、育成する人材像（イ）に対応するかたちで、組織に遍在

する知を収集・体系化し、その継承を可能にするよう、組織と人に対して計画的な学習

プログラムや研修制度といった新たな組織内学習システムを考案することで、企業活動

の活性化と持続性を高めることのできる、組織内人材育成のプロフェッショナルを志す

場合は、資料 4-2（上図）のような科目を履修し、修了要件単位数の 32 単位を満たすこ

とが望ましい。本履修モデルにおいては、本研究科の専攻分野のなかでも、学習にかん

する理論や組織論、人材育成にかんする理論を中心的に学修することを想定している。 

 組織内人材育成のプロフェッショナルとして学習システムを考案するためには、知識

社会学や教育学を中心とした学術的な視点を身につける必要がある。さらに、企業等の

組織で教育活動を行ううえでは、組織論やマネジメントといった経営学の知見を補助的

に修得することも求められるのであり、これらの能力を体系的に身につけられるような

科目の履修が求められる。 

 1 年次前期には、基礎科目のうち、本研究科の理論的・社会的背景について解説する

必修科目である「知の理論」のほか、人材育成理論や具体的な育成手法を修得する「人

材育成の基礎」を履修する。加えて、組織の本質への理解を前提とした組織デザインの

あり方について学修する専門基礎科目である「組織論」を履修することで、学生は知識

基盤社会においてレジリエンスを備えた組織を構築するための基礎的能力を身につけ

ることができる。併せて、展開科目のうち、「探究基礎演習」を通年で履修する。1 年次

前期の「探究基礎演習」では、先行研究・先行事例の探し方等を含む研究の方法や、リ

サーチ・クエスチョンの探し方といった点について指導を受けることになる。 

現代社会論

人材開発マネジメ ント

ナレッ ジ・ マネジメ ント 学習社会論

探究演習

実践教育プロジェ クト 演習

産業社会学
専門基礎
科目

専門科目

展開科目

1年次前期 1年次後期 2年次前期 2年次後期

基礎科目

探究基礎演習

知の理論

人材育成の基礎

組織論

学習する組織

インスト ラクショ ナル・ デザイン

情報リ テラシー



36 
 

 1 年次後期には、基礎科目のうち、社会学や隣接する視座から現代社会の多様な局面

について分析する「現代社会論」のほか、効果的な学習や研修のデザインを実現するた

めの方法を学ぶ専門基礎科目である「インストラクショナル・デザイン」と、情報社会

において組織が対応すべき事柄を網羅的に学修する「情報リテラシー」（1 単位）、さら

には、専門科目のうち、知識基盤社会を生き抜く力を組織に実装するための理論につい

て扱う「学習する組織」を履修する。これにより学生は、現代社会において自らの組織

の置かれる社会的状況を正確に理解しつつ、それに対応する形で組織に不断のアップデ

ートを促すための知見を身につけることができる。また、1 年次前期に引き続き「探究

基礎演習」を履修し、自らが 2 年次に研究したい課題について、その構造的課題や歴史

的経緯等を調査し、具体的なリサーチ・クエスチョンの形まで落とし込む「リサーチペ

ーパー」の完成に向けた指導を受ける。 

 2 年次前期からは、効率的・効果的な人材育成を実現するため、及び組織内人材育成

の担当者として、魅力的な研修プログラムを策定・実行するための教育実践スキルを習

得することを目的とする必修科目である「実践教育プロジェクト演習」を履修する。同

様に、通年で開講される展開科目の「探究演習」を履修する。学生は各自の研究テーマ

に応じて選択必修科目である「探究演習」を選択し、1 年間にわたり指導を受けること

により、充実した「専門職学位論文」の完成を目指す。2 年次前期の段階で調査に着手

する、ないし、必要な調査の整理が完了していることが望ましく、8 月には「2 年次中

間報告会」を実施し、全教員・全学生に対して経過を報告する。同じ時期に、産業構造

の変化への企業・労働者の対応について、産業・労働社会学を中心とした理論から分析

する専門基礎科目の「産業社会学」のほか、専門科目のうち、組織における知識の創造・

管理・継承課程を学び、それを組織経営に採り入れるための方法を検討する「ナレッジ・

マネジメント」や、組織に所属する者を適切に育成・管理するための方法を実践的に学

ぶ専門科目「人材開発マネジメント」（1 単位）を履修することも効果的であると考えら

れる。こうした科目により、学生は 1 年次を通じて身につけてきた能力をさらに向上さ

せることができる。 

 2 年次後期には、学修の仕上げとして、組織を超え、生涯にわたって人々が絶えず学

ぶことで発展する社会のあり方を検討する専門科目「学習社会論」を履修することで、

社会の展望を踏まえた組織学習のあり方を構想するための能力を養う。また、2 年次前

期に引き続き「探究演習」を履修する。各学生は教員による指導のもと研究を進め、11

月の中間審査会、2 月の最終審査会を経て、専門職学位論文を完成させることになる。 

 学生は以上の科目を履修することで、知識基盤社会を生き抜くレジリエンスを備えた

組織を実現するための高度な能力を身につけることができる。 
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【資料 4-3】実務教育研究科履修モデル 3：教育構想領域（民間教育事業の担い手） 

 

 

 本研究科に入学した学生が、育成する人材像（ウ）に対応するかたちで、社会の動向

とニーズを踏まえ、今後社会で必要とされる新たな知識を体系化し、効果的な技能習得

プログラムとそれに基づく事業を構想することができる教育産業・教育事業の担い手を

志す場合は、資料 4-3（上図）のような科目を履修し、修了要件単位数の 32 単位を満た

すことが望ましい。本履修モデルにおいては、本研究科の専攻分野のなかでも、教育学

や教育産業にかんする動向を中心的に学修することを想定している。 

 教育産業・教育事業の担い手として新たな教育プログラムを展開するためには、教育

学や知識社会学を中心とした学術的な視点を身につけるとともに、現代社会における教

育サービスの動向や、それを踏まえて教育コンテンツを創り出すための方法論について、

体系的に修得していく必要がある。 

 1 年次前期には、基礎科目のうち、本研究科の理論的・社会的背景について解説する

必修科目である「知の理論」のほか、教育学に関する基礎理論の学修を通じて、現代社

会において求められる教育について考える「教育学基礎理論」を履修することで、社会

状況を踏まえた教育サービスを構想するための基礎知識を身につける。併せて、展開科

目のうち、「探究基礎演習」を通年で履修する。1 年次前期の「探究基礎演習」では、先

行研究・先行事例の探し方等を含む研究の方法や、リサーチ・クエスチョンの探し方と

いった点について指導を受けることになる。 

 1 年次後期には、専門基礎科目のうち、公教育・私教育・教育ビジネス・組織内教育

など、多様な学びの最新動向をゲスト講師からの授業を交えつつ把握する「教育サービ

スの現状と未来」や、グローバルに展開する教育事業の成功要因や課題を分析する「グ

教学マネジメ ント の理論と実践

教育コンテンツ開発 ICTと教育

探究演習

実践教育プロジェ クト 演習

専門基礎
科目

専門科目

展開科目

1年次前期 1年次後期 2年次前期 2年次後期

基礎科目

探究基礎演習

知の理論

教育学基礎理論

グローバル教育実践

ラーニング・ イノ ベーショ ン

現代教育政策教育社会学

教育サービスの現状と未来
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ローバル教育実践」、さらには教育社会学の主要理論の考え方や最先端の研究動向を学

ぶ「教育社会学」を履修する。さらに、学習におけるイノベーションの発生条件と事例

を検証する専門科目である「ラーニング・イノベーション」の学修を通じて、学生が自

ら立ち上げる教育サービスの具体的なイメージを醸成していく。また、1 年次前期に引

き続き「探究基礎演習」を履修し、自らが 2 年次に研究したい課題について、その構造

的課題や歴史的経緯等を調査し、具体的なリサーチ・クエスチョンの形まで落とし込む

「リサーチペーパー」の完成に向けた指導を受ける。 

 2 年次前期からは、効率的・効果的な人材育成を実現するため、及び新たな教育コン

テンツをはじめとする、魅力的な教育サービスを構想・実施するための教育実践スキル

を習得することを目的とする必修科目である「実践教育プロジェクト演習」を履修する。

同様に、通年で開講される展開科目の「探究演習」を履修する。学生は各自の研究テー

マに応じて選択必修科目である「探究演習」を選択し、1 年間にわたり並行して指導を

受けることにより、充実した「専門職学位論文」の完成を目指す。2 年次前期の段階で

調査に着手する、ないし、必要な調査の整理が完了していることが望ましく、8 月には

「2 年次中間報告会」を実施し、全教員・全学生に対して経過を報告する。同じ時期に、

知識を社会へと効果的に普及できる持続可能な教育事業について考える「教育コンテン

ツ開発」を履修し、自らの提供する教育プログラムの質をどのように担保すべきか、と

いう観点から「教学マネジメントの理論と実践」を学修することで、学生の教育構想は

徐々に具体化されていく。こうした科目により、学生は 1 年次を通じて身につけてきた

能力をさらに向上させることができる。 

 2 年次後期には、学修の仕上げとして、教育制度の最新動向を学ぶ専門基礎科目であ

る「現代教育政策」や、ICT を教育に用いることの本質的な意義について考える専門科

目の「ICT と教育」を履修することで、学生は自らの構想する教育サービスや教育プロ

グラムに説得力や実現可能性を付与することができる。また、2 年次前期に引き続き「探

究演習」を履修する。各学生は教員による指導のもと研究を進め、11 月の中間審査会、

2 月の最終審査会を経て、専門職学位論文を完成させることになる。 

 学生は以上の科目を履修することで、知識基盤社会において、効果的・実現可能・持

続可能な教育サービスや教育プログラムを構想するための高度な能力を身につけるこ

とができる。 
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（履修科目の年間登録上限） 

 本研究科における 1 年間の履修上限は 24 単位とする。これは、年間でおよそ 12 科

目、半期でおよそ 6 科目の履修が可能な単位数である。本研究科に在籍する学生の多く

は社会人となり、学習時間は平日夜間や土曜日にとることが想定される。半期で 6 科目

の履修であれば、履修科目の授業時間数と同じかそれ以上の自習時間をとることができ

るのであり、これによって、適切な学習の質を担保する。 

 

（履修指導と研究指導） 

 本研究科の開設年度における授業日程は（【資料 5】令和 3 年度 学年暦）の通りであ

る。本研究科では、毎年 4 月に実施する入学式において、製本した院生便覧およびシラ

バスを配布し、それらの内容について説明する機会を設ける。また、春学期の初めに１

週間の導入集中授業期間を設ける。導入集中授業においては、「大学院における研究と

研究倫理」「Society 5.0 と専門職大学院について」等のテーマで 1 時限（90 分）ずつの

講義を行うほか、「履修ガイダンス」「教務システム説明会」等のガイダンスを行い、大

学院生活を送るにあたって必要な事務事項や、本学の建学・教育理念について解説する

時間を設ける。特に履修ガイダンスは、育成する人材像と 3 つのポリシーの解説と、そ

れらに基づく修了要件や履修モデルについて 1 時限（90 分）説明したのち、教員と教

務担当職員が 1 時限（90 分）の履修相談を受ける時間を設ける。また、履修指導にあ

たっては、すべての専任教員が個別にオフィスアワーを設けるほか、教員各自に割り当

てられるメールアドレスを院生便覧のなかに記載することで、学生からの研究・履修相

談を随時受けることのできる体制を整備する。本研究科は、前期授業と後期授業の最初

の 1 週間をそれぞれオリエンテーション期間とし、A 週・B 週すべての授業を 1 時限ず

つ行う。同期間を履修登録期間とすることで、学生は初回の授業を受講したうえで履修

科目を決定することができる。 

 研究指導については、展開科目において各年次の学生を対象として通年で開講される

演習が主要な役割を担う。学生が 1 年次に通年で履修する「探究基礎演習」は、3 人の

専任教員が担当を受け持つ。「探究基礎演習」では、アカデミック・ライティングや研

究方法など、本研究科での教育・研究活動に取り組むための基礎的素養を醸成するほか、

履修者各自のリサーチ・クエスチョンを練り上げるための指導を行う。 

 2 年次には、「専門職学位論文」を作成するための展開科目として「探究演習」を通年

で開講する。専門職学位論文は、後述するように、学生自身が教育・人材育成の実務の

領域で設定した課題について、知識社会学や教育学等の社会科学的な知見を踏まえたう

えで、社会への具体的な「実装」のありかたを構想する「特定の課題についての研究成

果」である。学生は、8 科目の「探究演習」から、自身の課題に即した 1 科目以上 2 科

目以内を履修する。 



40 
 

 「探究演習」の履修にあたっては、１年次 2 月に希望調査を行ったうえで、「探究基

礎演習」で作成したリサーチペーパーをもとに、学生の設定したテーマと履修科目が合

致しているかどうかを確認し、場合によっては面談を行って決定する。また、適切な指

導を実現する観点から、担当する学生をひとりの教員につき原則 8 名までとする。選択

希望が特定の教員に集中した場合には、領域の妥当性に応じて、学生に対し面談等をつ

うじて適宜変更を促す。なお、上述したように、すべての専任教員は個別にオフィスア

ワーを設け、学生からの研究・履修相談を受けられる体制を整備するため、学生は、履

修する「探究演習」の科目によらず、希望する専任教員から課題を探究するための指導

を授業外の時間で受けることができる。また、履修中の指導教員の変更も可能とし、変

容する社会情勢や社会人である学生の所属や学外での状況の変動に対応し、柔軟な研究

指導体制を確保する。 

 上記「探究基礎演習」と「探究演習」を柱に、実務と理論を架橋する専門職大学院の

趣旨にかなう研究指導体制を整備する。 

 以上の修了要件および指導体制を整備し、修了までのスケジュール（【資料 6】修了ま

でのスケジュール表）に応じた発表の機会を段階的に設定することで、本研究科におけ

る学位の質を担保する。本スケジュールは、既設「広報・情報研究科」において、毎年

の指導実績をもとに改善がなされたものであり、報告会・審査会において付された意見

を専門職学位論文に盛り込むための十分な日程が確保されている。 

 

【資料 6】修了までのスケジュール表 

時期 事項 

１
年
次 

4 月 ・入学式 

・導入集中授業 

・オリエンテーション 

・前期授業開始 

8 月 ・前期授業終了 

10 月 ・オリエンテーション 

・後期授業および「探究基礎演習」開始 

1 月 ・「2 年次ゼミ選択説明会」開催 

2 月 ・後期授業および「探究基礎演習」終了 

・「1 年次中間報告会」開催 

3 月 ・研究指導教員決定 

２
年
次 

4 月 ・オリエンテーション 

・前期授業および「探究演習」開始 

8 月 ・前期授業終了 

・「2 年次中間報告会」開催 
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10 月 ・オリエンテーション 

・後期授業開始 

11 月 ・「2 年次中間審査会」開催 

2 月 ・後期授業および「探究演習」終了 

・「2 年次最終審査会」開催、合格者に「探究演習」の単位認定 

・「修了審査委員会」による合議 

3 月 ・教授会における修了判定の諮問 

・課程修了の認定について、学長に報告 

・修了式（学位授与） 

 

（研究の倫理審査体制） 

 学生の研究が人を対象とした倫理的配慮を要するものである場合においては、研究科

長を長とし、常勤教員、専任教員、事務職員等で構成される「教育研究委員会」で審査

を行う。審査にあたっては、①調査対象者のプライバシーの保護および人権の尊重に問

題がないか、②調査対象者に対するインフォームド・コンセントが徹底されているか、

③資料やデータの管理が徹底されているかといった点を特に重視する。 

 なお本学は、教育活動および学術研究の信頼性と公正性の確保を目的として、教員等

を対象に「教育・研究倫理規程」（【資料 7】規程第 1-5 号 教育・研究倫理規程）および

「研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」（【資料 8】規程第 1-6 号 研究

活動上の不正行為防止及び対応に関する規程）を定めており、学生の取り組む調査・研

究に対しても、本規程を準用する。 

 

6. 特定の課題についての研究成果の審査を行う場合 
（特定課題の内容と課題にかかる教育研究水準の確保） 

 実務教育研究科は、知識社会学と教育学を中心的な学術領域に据え、社会や実践に深

く結びついた理論（実践の理論）の創造や知識の伝達・普及を実践できる、実務領域に

かんする教育・人材育成を行う高度専門職業人育成に取り組む。本研究科は、「特定の

課題についての研究成果」としての「専門職学位論文」の審査に合格することを修了要

件のひとつに据えている。「専門職学位論文」は 1 年次に必修科目として履修する「探

究基礎演習」で作成した「リサーチペーパー」をもとに、2 年次選択必修科目の「探究

演習」における指導を通して完成させる。 

 専門職学位論文で期待されるのは、学生自身が設定した実務の領域における教育・人

材育成の課題について、知識社会学や教育学等の社会科学的な知見を踏まえたうえで、

社会への具体的な「実装」のありかたを構想することである。分量としてはおよそ 4 万

字をめやすとし、調査研究や論理的な記述の手法として学術的な手法を援用することを

推奨するものであるが、社会への具体的な「実装」のありかたの構想にかんする論述に
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とくに力点を置き、その表現の方法としては、学術論文の形式にこだわらず、詳細な授

業計画案や教育・人材研修プログラムの提案書のような形式のものも認めることから、

特定の課題と位置づける。 

 専門職学位論文の執筆に取り組む「探究演習」は、学生が 8 科目のうち１科目以上を

履修する。履修科目は、2 月に調査する学生の希望によることを原則とするが、適切な

指導を実現する観点から、担当する学生をひとりの教員につき原則 8 名までとする。選

択希望が特定の教員に集中した場合には、領域の妥当性に応じて、学生に対し面談等を

つうじて適宜変更を促す。なお、上述したように、すべての専任教員はオフィスアワー

を設け、学生からの研究・履修相談を受けられる体制を整備するため、学生は、実際に

履修する「探究演習」の科目によらず、希望する専任教員から専門職学位論文の課題を

探究するための指導を受けることができる。さらに、届出を行うことによって履修中の

探究演習科目及び演習指導教員の変更も可能とし、変容する社会情勢や社会人である学

生の所属や学外での状況の変動に対応し、柔軟な研究指導体制を確保する。  

 専門職学位論文の指導、審査にあたっては、2 年次中間報告会（8 月）、2 年次中間審

査会（11 月）、最終審査会（2 月）を行う。審査会（報告会）は、学生が履修する「探

究演習」の担当教員を主査（主担当）、ほか 2 名の教員を、テーマに応じて副査（副担

当）として設定し、合計 3 名の教員で審査を行う。これにより、演習科目における演習

担当教員指導に加え、演習担当教員以外からのレビューを受ける機会を設けるとともに、

複眼的な視点で審査を行う体制を整える。 

最終審査会は各教員が①課題設定の明確性・適切性、②論理的整合性、③実務への応

用可能性、④創造性・新規性、⑤手法の適切性の 5 項目について、それぞれ 4 段階で評

価し、個人評価として A（合格）、B（条件付合格）、C（不合格）の判断を行う。その

後、3 名の審査教員による合議により、総合評価として A（合格）、B（条件付合格）、

C（不合格）の判定を行う。総合評価が B（条件付合格）となった場合は、修正報告書

の提出を求め、主査が修正を確認し、合格の水準に達したと認められれば、合格となる。

総合評価が C（不合格）となった場合、専門職学位論文の審査を不合格とするが、学生

から同年次における再審査の要望がある場合、専門職学位論文を修正のうえ提出を求め、

別日にて再審査を行う。審査終了後、主査はその結果を「専門職学位論文審査報告書」

にまとめ、研究科長に報告する（【資料 9】特定の課題についての研究成果の審査と学位

授与までの流れ）。 

 

【資料 9】特定の課題についての研究成果の審査と学位授与までの流れ 

段階 時期 内容 

① 2 年次 8 月 専門職学位論文 2 年次中間報告会 

② 2 年次 11 月 専門職学位論文 2 年次中間審査会 

③ 2 年次 1 月 専門職学位論文提出期限 
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④ 2 年次 2 月 専門職学位論文 2 年次最終審査会 

⑤ 2 年次 2 月 修了審査委員会による合議 

⑥ 2 年次 3 月 課程修了の認定について、教授会における諮問 

⑦ 2 年次 3 月 課程修了の認定について、学長へ報告 

⑧ 2 年次 3 月 実務教育学修士（専門職）の学位記を授与 

 

7. 教育課程連携協議会について 
①  教育課程連携協議会の役割等 

 教育課程連携協議会は、産業界等と連携し教育に関する不断の見直しを行うものとし

て、主に実務教育研究科のカリキュラムの見直しおよび専門職学位論文の質保証の観点

を議論する役割を持つものとし、年 1 回以上開催する。教授会のもとに組織された「教

育研究委員会」により行われるカリキュラム改訂及び研究指導要領を、教育課程連携協

議会で審議する。また、教育課程連携協議会は、カリキュラムの体系的な見直しに対し

て教育研究委員会に是正・改善意見を提案する権限を持つほか、外部講師よるゲストス

ピーチに関して、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーに沿って、育成する

人材像の醸成、強化に必要と思われる講師候補の提案を行う。なお、実務教育研究科の

教育課程連携協議会は、既存の広報・情報研究科の教育課程連携協議会とは別に設ける

ものとし、教育課程連携協議会構成員第２号「職業」構成員は、実務教育研究科の教育

課程に関連する職業に就いている者や団体から協力を頂く。 

 

②  教育課程連携協議会構成員 

実務教育研究科の令和 3 年度教育課程連携協議会構成員は以下の通りである。 

・ 川山竜二（社会情報大学院大学・学監） 

 知識社会学や社会システム論を専攻する研究者教員であり、現在は、文部科学省の

『持続的な産学共同人材育成システム構築事業』の委員も務めている。本学の学監と

して校務を統括する立場であるとともに、本研究科の根幹をなす知の体系化と専門職

教育に関する第一人者として、専門職大学院設置基準第 6 条の 2 第 2 項第 1 号の教

員構成員とする。 

 

・ 小池桃子（社会情報大学院大学・先端教育研究科設置室） 

 本研究科設置に関する事務責任者であり、研究科設置後は当該研究科の事務局員と

して勤務予定である。研究科の事務担当者として、学生・教員への意見調査の実施や、

教育課程連携協議会と教育研究委員会の事務調整を行う者として、専門職大学院設置

基準第 6 条の 2 第 2 項第 1 号の職員構成員とする。 
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・ 小林光俊（学校法人敬心学園理事長） 

 小林光俊氏は東京で複数の専門学校と専門職大学を経営する学校法人敬心学園の

理事長であり、現在全国専修学校各種学校総連合会の顧問を務めるほか、下記団体

の役員を歴任した経験を持つ。 

平成 14 年 東京都私立学校審議会委員 

平成 15 年 社団法人日本社会福祉教育学校連盟 理事 

平成 16 年 全国私立学校審議会連合会 理事・運営 理事 

平成 16 年 特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構 理事 

平成 18 年 財団法人社会福祉研究所 理事 

平成 19 年 社団法人日本介護福祉士養成施設協会 会長 

平成 19 年 日本介護福祉教育学会 会長 

平成 20 年 公益財団法人東京都私学財団 理事 

平成 21 年 日本社会福祉士養成校協会 理事 

平成 24 年 全国専修学校各種学校総連合会 会長 

平成 24 年 全国学校法人立専門学校協会 会長 

平成 24 年 一般財団法人職業教育・キャリア教育財団 評議員 

平成 31 年 全国専修学校各種学校総連合会 顧問（現在に至る） 

 小林氏は専門職業人教育に関する多くの団体において重要な役割を務め、各教育施

設に対し教学上のアドバイスを行ってきた。同時に文部科学省の専修学校の質保証・

向上に関する調査研究に参加するなど、専門職業人の養成に関する豊かな見識と新た

な視野をもつ有識者である。多くの実務家教員の養成、雇用、マネジメントを行い、

教育事業に携わってきた者として、さまざまな種別の専門職業人養成の特性を踏まえ、

教学マネジメントも注視できる者として、専門職大学院設置基準第 6 条の 2 第 2 項

第 2 号、当該職業の実務に関し豊富な経験を有する構成員とする。 

 

・ 香川亮（株式会社ワナビー代表取締役） 

香川亮氏は全国の学習塾や成人に対する学び直し講座などの豊富な講師経験を経

て、現在は株式会社ワナビーの代表取締役として、教育機関への講師派遣などを行う

事業を手掛ける一方、個人でも教育関連書籍の執筆やラジオパーソナリティを務めて

いる。教育産業界に対する深い見識と、全国の複数の教育事業において、講師及びマ

ネジメント双方の立場から協働した経験を持つ。これらにもとづく実践的な視野はも

ちろんのこと、関連する学校教育及び成人教育の現状と課題についても把握している

有識者として、専門職大学院設置基準第 6 条の 2 第 2 項第 2 号、当該職業の実務に

関し豊富な経験を有する構成員とする。 

 

 



45 
 

・ 御堂島隼（株式会社宣伝会議教育事業部担当課長） 

 株式会社宣伝会議は宣伝・広告・環境に関する雑誌、新聞、書籍を出版する出版社

である。一方で、同社はコピーライター養成講座やマーケティング実践講座など社会

的に認知度の高い教育事業も積極的に展開しており、現在は札幌から沖縄まで全国年

間 200 回を超えるプログラムを実施している。御堂氏は平成 18 年度より同社の教育

事業部担当課長として活躍しており、広報部門の専門スキル養成にとどまらず、マー

ケティングや営業研修講座なども展開し、会社組織からの一括研修を請け負うなど、

広く職業人の養成に尽力してきた。以上のことから、組織における人材育成と職業人

の自発的な学習に関するニーズ、加えて教育プログラム策定の見識を備える者として、

専門職大学院設置基準第 6 条の 2 第 2 項第 4 号の当該専門職大学院を置く大学の教

員その他の職員以外の者であって学長等が必要と認める構成員に任命する。 

 

 なお、実務教育研究科、既設の広報・情報研究科のどちらに関しても、現段階では地

域との連携教育が予定されていないため、第 6 条の 2 第 2 項第 3 号に該当する「地方

公共団体の職員，地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者」は配置しな

い。 

 構成員の任期は原則 1 年とし、再任を妨げない。その他各構成員からの申し出を受け

交代する。構成員の更新や変更等の必要が生じたときは、協議会の構成員及び教授会で

協議のうえ、適正な経験のある者を選出し、配置する。 

 

8. 施設・設備などの整備計画 

① 校地・校舎の整備計画（【資料 10】校地・校舎の図面） 

 本学の校地は JR 高田馬場駅から徒歩 3 分、東京メトロ東西線高田馬場駅からは徒歩

1 分の交通至便な場所に位置する。現在、290.59 ㎡の校地にある 11 階建てビル（本棟）

の 4 階から 10 階までの７フロア、計 898.38 ㎡に加え、239.16 ㎡の校地にある 2 階建

てビル（新棟）416.47 ㎡を借用しており、独立大学院として十分な面積を有していると

考えられる。また、実務教育研究科の設置にあたって、現大学院キャンパス（本棟）西

側に隣接するビルの 3 階を借用し、研究室として利用する（表 3「各校舎の構成」）。 

 ・本棟：11 階建のうち 4 階から 10 階 

 ・新棟（令和 2 年 4 月より借用）：3 階建全棟 

 ・別館（令和 2 年 10 月より借用予定）：5 階建てのうち 3 階部分 

 本棟と新棟は 1 階廊下で接続しており、入口には院生証／教職員証カードスキャンに

よる開錠システム（綜合警備保障株式会社：ALSOK と契約）を設けることでセキュリ

ティを確保する。借用箇所はすべて大学院専有とし、教室等は 2 つの研究科および研究

所で共用とするが、研究室は研究科ごとに整備する。 
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表 3 各校舎の構成 

 本棟 新棟 別館 

校舎面積 898.38 ㎡ 416.47 ㎡ 58.14 ㎡ 

大学院 

専有箇所 

4～10 階 

（11 階建て） 

1～3 階 

（3 階建て） 

3 階 

（5 階建て） 

講義室 2 室 9 室 ― 

演習室 3 室 

（内 1 室は講義室兼用） 

8 室 

（内 7 室は講義室兼用） 

― 

研究室 学長室 1 室 

個室 9 室 

共用 1 部屋（6 席） 

― 個室 2 室 

共用 1 部屋（2 席） 

図書室 

収納可能冊数 

8,000 冊 ― ― 

休憩スペース 院生サロン 

兼図書閲覧スペース 

― ロビー 

その他 大学事務局 1 室 

会議室 2 室 

医務室 1 室 

理事長室 1 室 

法人事務局 1 室 

応接室 1 室 

― 

 

― 

契約状況 ～令和 13 年 3 月末日まで借用 

 

 本棟 6 階に休憩スペースとして院生サロンを設ける。サロンには自動販売機や院生ロ

ッカーを配置する。院生サロンは図書室に隣接した配置となっており、サロンで図書室

の本を自由に閲覧することができるほか、院生が集まって交流や意見交換に使えるスペ

ースとなっている。 

 また、本棟の事務局室に接して医務室を設け、開館時間中は常時対応する。（緊急性

が高い症状の場合には、自動車利用で 10 分程度の東京山手メディカルセンターへの搬

送を行う。）医務室には備え付けのベッド、救急セット、AED を配置している。 

 

 

 

 

 



47 
 

② 校舎等施設の整備計画 

 本棟、新棟ともに２つの研究科の共用で利用する。 

(ア) 教室 
 

表 4 各教室の構成 

本棟 新棟 

501 演習室（21 ㎡） 101 講義室（29 ㎡）20 席（演習室兼用） 

701 講義室（61 ㎡）36 席（演習室兼用） 102 講義室（27 ㎡）20 席（演習室兼用） 

702 演習室（22 ㎡） 103 講義室（27 ㎡）20 席（演習室兼用） 

801 講義室（124 ㎡）84 席 104 講義室（25 ㎡）15 席（演習室兼用） 

 201 講義室（24 ㎡）15 席（演習室兼用） 

 202 演習室（23 ㎡） 

 203 講義室（18 ㎡）10 席（演習室兼用） 

 204 講義室（18 ㎡）10 席（演習室兼用） 

 301a 講義室（55 ㎡）40 席 

 301b 講義室（60 ㎡）40 席 

 ※301 講義室（126 ㎡）85 席 

 ※301a 及び b をつなげて大教室として利用可 

 

 本学では教室として講義室と演習室を設けており、301 教室以外の講義室は演習室を

兼ねる。講義室の机と椅子はすべてひとり掛けの稼働式で、履修者数や講義・演習など、

授業の方法に合わせて自由に形をかえることができる。また、すべての講義室には録画

機器、プロジェクター、ホワイトボードなどの設備が整っており、学内のどこからでも

無線 LAN に接続できるため、各学生の所有するパソコンから課題発表を行ったり、ホワ

イトボードを用いてグループワークやディスカッションを行ったりなど、多様で活発な

議論が引き出せる環境となっている。授業科目は講義・演習など授業の方法にかかわら

ず、すべてこれらの講義室で行うことを基本とし、専用演習室は主に個別指導や、授業

時間外の自主ゼミなどに用いる。 

講義室は本棟には最大 84 名収容の大教室（801）1 つ、36 名収容の教室（701）の 2

室、新棟には、40 名収容の教室（301a・301b）2 室、20 名収容の教室（101・102・

103）3 室、15 名収容の教室（104・201）2 室、10 名収容の小教室（203・204）2 室

の合計 9 室が整備されている。また、301a・301b 教室は中央の間仕切りを外して１フ

ロア全体で使うことができ、85 名収容の大教室として、式典やセミナー等に利用する

（表 4「各教室の構成」）。 

令和元年度広報・情報研究科は収容定員 70 名（平成 31 年度入学定員 10 名減）だが、

最も履修者の多かった授業科目は 27 名、平均は 11 名だった。実務教育研究科は第 5 章
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において記述したとおり、必修科目を除いて 30 名を超える履修を制限する。教室は授

業科目の方法（講義・演習）にかかわらず、履修人数に対応する講義室を割り当てる。 

 当大学院は学期ごとに１週間ずつ A 週 B 週という設定を設け、隔週で授業科目を入

れ替えて開講し、1 日に 1 講義 90 分を 2 コマ続けて行う（【資料 5】令和 3 年度 学年

暦）。1 日の授業は 1 研究科 3 科目までと設定しているため、両研究科を併せて１日の

最大同時開講科目数は 6 科目となり、教室利用には十分な余裕がある（【資料 11】社会

情報大学院大学 時間割）。 

 演習室は、本棟では 10 人収容の専用演習室（501・702）2 室と、前述の 36 人収容

の講義室兼用演習室の、計 3 室が利用できる。新棟には、10 人収容の専用演習室（202）

1 室のほか、1 階・2 階の講義室計 7 室を講義室兼用演習室として使用し、あわせて 11

の個別指導や面談を同時に行うことができる。本学では、授業時間外の学生への個別指

導にも研究室ではなく演習室を活用することを基本としている。演習室利用時は事務局

へ申請のうえ予約する。令和元年度の演習室予約は年間予約数を開講日で平均して１日

に0.7室であり、実務教育研究科設置後も収容定員の規模から考えて十分な余裕がある。 

 

(イ) 研究室 
 

表 5 各研究室の構成 

 本棟 新棟 別館 

学長室 18 ㎡×1 ― ― 

個室研究室 7 ㎡×2、8 ㎡×6 

10 ㎡×1 

― 8 ㎡×2 

共用研究室 36 ㎡×1（6 席） ― 10 ㎡×1（2 席） 

 

 実務教育研究科の専任教員は 9 名である。専任教員の内訳は実務家専任教員 3 名、み

なし実務家専任教員 1 名、研究者専任教員 5 名（うち教授 2 名、准教授 2 名、講師 1

名）である。 

 研究室は本棟の 10 階研究室（個室 3 室、共用研究室 1 室の合計 9 席）を広報・情報

研究科の専任教員用とし、4 階及び 5 階の個室研究室 6 室、別館 3 階の個室研究室 2 室

を実務教育研究科専任教員用研究室とする。また別館 3 階には 2 席分の共用研究室が

整備されており、みなし専任教員及び兼任教員が自由に使える席とする。共用研究室は

席を 2 つに区切り、壁に設置した鍵付きの大容量キャビネットにみなし専任教員用の鍵

付き収納スペースを確保する（表 5「各研究室の構成」）。 

 なお、研究室は、基本的には教員の研究活動や授業準備等をおこなうための執務スペ

ースと位置づけており、そのためのじゅうぶんな広さを備えている。学生相談や個別指

導等の学生指導については、前述の通り、ハラスメントに配慮する観点から、研究室で
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はなく演習室を用いることを基本としている。講義室・演習室・会議室はすべて学内の

LMS（learning management system）上のカレンダーから利用状況を管理しており、

専任教員は自分のアカウントで空き部屋を予約できるほか、学生は教室利用願いを事務

局に届け出ることで、事務局を通して教室利用の予約ができる。 

 

(ウ) 学長室 
 学長室（18 ㎡）は、本棟の 10 階に整備し、学長研究室と兼用とする。 

 

(エ) 会議室 
 会議室は 4 階及び 10 階の会議室のほか、演習室を利用する。教授会も同様にこれら

の会議室を利用するが、10 名を越える会議・FD 研修会等の場合には、十分な余裕があ

る講義室を使用することもできる。部屋の利用は前述の通りすべて LMS を通して予約

したうえで利用する。 

 

(オ) 医務室 
 医務室（3 ㎡）は本棟 4 階事務局室・会議室に接して設け、ベッドのほか一般備品、

救急処置・疾病の予防処置用品、車いす、AED を備える。事務局室に近く、開校時間

中は常時対応が可能である。なお、緊急性が高い症状の場合には、自動車利用で 10 分

程度の東京山手メディカルセンターへの搬送を行う。 

 

(カ) 学生サロン 
 学生の休憩あるいは交流の場として、本棟 6 階に 61 ㎡の学生サロンを整備する。学

生サロンには希望者に対し 2 年間貸し出すことができる個人用ロッカー、コーヒーメー

カーやウォーターサーバーを設置する。サロンは図書室に隣接しており、図書室の閲覧

席のほか、この場所では貸出手続きを経ずに図書閲覧を可能とする。 

 

(キ) 事務局（本棟） 
 事務局は、本棟 4 階に設ける。各種申請書の提出や証明書の発行申請など、教務事務

の窓口受付はどちらの研究科も本棟事務局で受けつける。 

 

③ ICT 設備の整備 

 本棟・新棟ともすべての教室に、プロジェクター、AV 音響機器一式、PC（Windows

または Mac）を設置している。教員は講義・演習において、資料をプロジェクターで投

影するほか、ブルーレイ、DVD や CD、その他ネット上の動画等を映すことができる。

学生は、各教室、研究室等に備え付けられている上記 PC を利用できるほか、個人の PC

やタブレット端末等を学内のどこからでも無線 LAN でアクセスできる。 
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 本棟・新棟の全ての講義室には講義録画システムが導入されており、講義の様子は本

棟事務局室においてリアルタイムで確認し、録画を行っている。講義録画は翌日には講

義視聴システムにアップロードされ、履修者が視聴することができる。 

 また、現在既に使用している本棟 8 階 801 教室に加え、令和 2 年 4 月より新棟 104、

203、204、301a、301b 教室に、新たにリアルタイムの中継が可能なオンライン会議室

システムを導入する。万が一不測の事態により学生の登校等が制限される状況となった

場合でも、学生と大学間で双方向のやり取りによる授業の継続が可能であり、平時にお

いても同法人の事業構想大学院大学（東京・名古屋・大阪・福岡）におけるセミナー等

の受講に役立てることができる。 

 

（写真：講義室イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

④ 図書室の整備状況及び事業構想大学院大学図書室との協力体制 

(ア) 図書等の整備 
 本学では開設準備年度より実務教育研究科の教育及び研究に必要な図書及び学術雑

誌を計画的に整備し、その活用を図る。 

令和元年度現在、本学の図書室には約 7,400 冊が所蔵されている。実務教育研究科で

はこのうち社会学・教育学の和書約 1,800 冊を利用する。また、電子ジャーナル２種

（「【資料 12】JSTOR タイトル一覧」、「【資料 13】NETLibrary タイトル一覧」）、デジ

タルデータベース 2 種（「日経バリューサーチ」、「政策リサーチ」）の契約があり、学内

の無線 LAN または VPN 接続により 24 時間閲覧が可能である。これらに加え、今回の

研究科設置にあたり図書等を一層充実させるため、開設準備年度設置経費として 4,500

万円の予算を講じる（【資料 14】図書新規購入見積もり）。 

プロジェクター 

スクリーン兼ホ

ワイトボード 

ＡＶ機器 

無線ＬＡＮ 
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本研究科では上記予算から図書資料等として 1,500 冊程度の和書、７種の雑誌等を新

たに整備する。図書は本研究科の主軸となる社会学・教育学の入門書をはじめ、現代社

会学諸分野（主に知識社会学、教育社会学）の学術図書、職業教育や高等教育のケース

メソッドに資する最新の事例研究など、高度な学術図書等を幅広く整備し、新設研究科

の開設にあたり充実した授業内容に対応する。学術誌・雑誌等の新規整備は社会学評論

（日本社会学会）」「教育学研究（日本教育学会）」「教育社会学研究（日本教育社会学会）」

「IDE 現代の高等教育」「内外教育」「企業と人材」「教職研修」「ラーニングデザイン」

「月刊 先端教育」「私塾界」「私教育新聞」の 10 種である。今後も授業で参照された

図書、学生や教員の要望に応じた整備はもちろんのこと、学術界の動向や社会状況の変

化に応じ、一層の図書館資料の充実に努める。 

 また、事業構想大学院大学（地方サテライトキャンパス）を含め図書館間相互貸借を

行っており、学生は社会情報大学院大学事務局への申請を通して、事業構想大学院大学

からの図書貸出サービスを受けることができる。 

 

(イ) 施設の整備 
 本学の図書室は本棟 6 階に位置し、64 ㎡（収納可能冊数 8,000 冊）で閲覧席 10 席を

有している。図書室にある閲覧席のほか、隣接する学生サロンでも貸出処理を経ずに図

書を閲覧できる。集中して閲覧したい場合や自習をする場合には図書室内の閲覧席を利

用し、学生サロンは院生同士、あるいは教員を含んでのディスカッションなど、アクテ

ィブ・ラーニングエリアとしても利用する。 

 蔵書管理や図書の貸出は現在契約している図書管理システム（LibMax）を引き続き

用いる。図書室に設置された PC から図書管理システムを用いて、本学図書室及び事業

構想大学院大学の蔵書を横断的に検索することができ、その場で予約も可能である。事

業構想大学院大学の蔵書を予約した場合は、事務局が取り寄せて事務局（本棟 4 階）窓

口にて貸出を行う。 

 貸出カードは院生証にデータを紐づけて利用する。貸出は原則 2 週間とし、延滞して

いる院生には事務局から返却を促す連絡をメールで行う。 

開館は平日 10 時から夜 22 時まで、土曜日は 10 時から 20 時まで開室している。ま

た、夏季・冬季休業期間中は平日 10 時 30 分から夜 19 時 30 分まで、土曜日 10 時 30 分

から 18 時まで開室し、貸出・レファレンス業務はそれぞれ閉室 30 分前まで行う。 

図書の整備及び貸出・レファレンス業務は図書室専任職員のほか、事務局に常駐する職

員が担う。 

 

 

(ウ) 管理運営 
 図書の管理運営には専任職員 1 名を配置する。図書専任職員は図書管理システム
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（LibMax）を用いた日常的な貸借手続、レファレンスサービスのほか、大学図書館コ

ンソーシアム連合（JUSTICE）との提携、図書の充実計画の策定を行う。図書充実計

画にあたっては、各研究科の教員と相談のうえで策定し、定期的に蔵書の見直しを行っ

ていく。 

 

9. 入学者選抜の概要 

① 受け入れる学生像（アドミッション・ポリシー） 

 実務教育研究科は、実務領域にかんする教育・人材育成の領域で、自らが持つ実践知

やこれからの社会が必要とする知を俯瞰し、既存の学知や周辺知との布置を定め体系化

することで、既存の知識体系を超えた先にある新たな知を創り出すとともに、それを適

切な方法で普及・活用できるプログラムを自ら開発する能力を備えた人材を育成する。 

 本研究科は、こうした教育理念に共鳴し、意欲を持って主体的に勉学に取り組み、実

践知を教育・人材育成分野に還元することのできる高度専門職業人として社会に貢献し

たいと考える、優れた資質を有する幅広い人材を受け入れる。以上のことから、受け入

れることが望ましい学生像は、概ね 5 年以上の実務経験を持つ、次のような者である。 

 1）現代社会の動向に関連する幅広い教養を有し、実務の領域における課題について、

社会学や教育学等の社会科学的な観点から考察する能力を有していること。 

 2）実務の領域にかんする教育・人材育成の経験を有し、又はそれに強い関心を有し、

その実務の領域において知識が果たす現代的役割について、理論と実践の両面か

ら主体的に考える強い意欲を有していること。 

 3）実務領域にかんする教育・人材育成を行う高度専門職業人の育成を目的とした専

門職学位課程の教育プログラムに対して、旺盛な知的意欲と社会的役割意識をも

って参加し、相互に切磋琢磨できる資質があること。 

 

② 入学者選抜の実施計画 

(ア) 入学者選抜方法 
 入学者選抜の方法としては、社会人としての勤務経験を有し、実務にかんする知識を

社会に還元する意欲を有する学生を受け入れるため、一般選抜のほか、企業派遣推薦型

選抜をもちいる。 

 選抜にあたっては、アドミッション・ポリシーを具現化するため、書類審査、筆記試

験、面接審査を用い、多角的な観点から評価をおこなう。評価の配点は、書類審査 20%、

筆記試験 20%、面接 60%とし、面接を重視した評価をおこなう。 

1．書類審査 

 自らが携わる実務や組織、産業の領域における課題認識と今後のキャリアプラン

および研究したいテーマ等を記述した研究計画書の提出を求めることで、学生自ら

が携わる実務や組織、産業の領域にかんする問題意識を評価する。また、志望動機
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についての記述から、本研究科の提供する教育プログラムへの参加意欲や適合度を

確認する。 

2．筆記試験 

 現代社会の動向や教育・人材育成、知識の社会的役割にかんする論述問題を課す。

多面的・総合的に物事を捉える力や批判的思考力が備わっているか、専門職大学院

における研究に耐えうる論理的思考力・文章力を備えているかを評価する。対象と

する受験者の職務領域が多岐に渡ることを勘案し、試験問題は複数出題し、受験者

の選択回答制とする。 

3．面接試験 

 複数の教員が面接官となり、提出された研究計画書にもとづいた質疑応答をおこ

なうことで、受験者が有する知識・技能、研究に対する意欲・問題理解・論理的思

考力と、新たな教育プログラムを開発するための構想力、それらを他者に正しく伝

達するためのコミュニケーション能力を総合的に評価する。 

 なお、企業派遣推薦型選抜では、筆記試験を課さず、代わって、受験者の所属する組

織の長の推薦状の提出を求める。推薦状は、受験者が有する知識・技能、研究に対する

意欲・問題理解・思考力に加えて、受験者の教育プログラムへの参加意欲にかんする記

述を求め、書類審査および面接試験とあわせて学生の能力を総合的に評価する。 

 

(イ) 出願資格と募集定員 
 募集定員は 30 名で、開設 1 年目は秋期～春期（11 月中旬・12 月中旬・1 月下旬・2

月中旬・3 月中旬）の 5 回募集を行い、2 年目以降は早期日程（8 月末）を入れて 6 回

の募集を行う。なお、企業派遣推薦型選抜はこの限りでなく、随時受験を受け付ける。 

 本研究科の学びは社会学・教育学を基礎とするが、アドミッション・ポリシーとそこ

から想定される入学希望者の具体的な想定、高度専門職業人を育成する専門職大学院で

ある本学の社会的使命を踏まえて、入学資格は特定の分野の学士号所有者に限定せず、

意欲的な社会人に対して門戸を広げることとする。一方で、本学での学びは実務の経験

にもとづく知識の創造とその活用・普及にあることから、アドミッション・ポリシーで

示したとおり、相応の実務経験を持つことを前提とする。 

 よって、出願資格は概ね 5 年以上の実務経験を有することを証明したうえで、次の各

項のいずれかに該当する者とする。 

1. 日本国内の大学を卒業した者及び当該入学者選抜試験年度の前年度末に卒業見込

みの者 

2. 大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者及び当該入学者選抜試験年

度の前年度末に授与される見込み者 

3. 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者及び当該入学者選抜試験

年度の前年度末に修了見込みの者 
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4. 文部科学大臣の指定した者 

5. 実務経験 5 年以上を有し、本学の個別の入学資格審査において、適切な学力と経験

を有すると認められた者 

 5．の入学資格審査においては、学歴及び職歴、これまでの研究歴の記入を求

める出願資格申請書を提出させ、個別に入学資格の審査を行い、審査通過者の本

出願を受け付ける。 

 

(ウ) 科目等履修生の受け入れについて 
 概ね 5 年の実務経験を持つ者のうち、学士の学位を有する者、またはそれと同等以上

の学力がある者を対象に書類審査により選考を実施する。出願時期は、3 月上旬（前期

授業開始前）または 7 月中旬（後期授業開始前）の 2 回設け、募集人員は各授業科目と

も若干名とし、原則として全授業科目で受け入れる。 

 

10. 「大学院設置基準」第 14 条による教育方法の実施 

 本研究科は前述の通り、出願資格として実務経験を持つことを求めることから、働き

ながら学びたいという希望が大半を占めると見込まれる。そのため、大学院設置基準第

14 条による教育方法を実施し、平日夜間及び土曜日の開講を行う。 

 

① 修業年限 

 実務教育研究科の修業年限は 2 年とする。ただし、長期履修を希望する者であって、

研究科長が許可した場には、3 年とすることができる。修了には、定めた年数以上を在

学し、所要科目を履修して 32 単位以上を修得し、必要な演習（指導）を受け、かつ、

修了認定委員会の審査に合格しなければならない。 

 

② 既取得単位の認定及び修業年限の通算 

 入学前に本学や他の大学院で修得した単位（科目等履修生、特別の課程における学修

で、単位授与大学において大学院教育に相当する水準を有すると認めたものにより修得

した単位を含む）を、実務教育研究科の修了に必要な単位として、15 単位を上限に認

定することがある。希望者は既取得単位認定申請書、従前在籍した大学院等で発行した

成績（単位修得）証明書、退学証明書（従前在籍した大学院等を退学した場合）、単位

修得時の履修要項等（講義名および講義内容が確認できるもの）などを提出のうえ、個

別に審査を受ける必要がある（【資料 15】規程第 7-2 号_入学前の既修得単位等の認定

に関する規則）。 

 また、本学の学生以外の者が、本学の科目等履修生及び特別の課程の履修生として本

学において一定の単位を修得した後に入学する場合において、当該単位の修得により本

学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、入学後に修得したとみなすことの
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できる当該単位数その他の事項を勘案して、修業年限の 2 分の 1 を上限に通算する。 

 

③ 授業の実施計画と履修上の配慮 

 大学院設置基準第 14 条による教育方法の特例によって、授業や演習、演習・指導等

は、平日の夕方から夜間、土曜日の昼間に行う。授業の時間帯は表 6「授業時間」の通

りである。 

 

表 6 授業時間 

時限 開始～終了時間 休憩時間 

第 1 時限 10:30～12:00 12:00～13:00 

第 2 時限 13:00～14:30 14:30～14:40 

第 3 時限 14:40～16:10 16:10～16:20 

第 4 時限 16:20～17:50 17:50～18:30 

第 5 時限 18:30～20:00 20:00～20:10 

第 6 時限 20:10～21:40  

 

 当大学院の学年暦は学期ごとに A 週と B 週を交互に設定し、隔週で科目を配置する

（【資料 5】令和 3 年度学年暦、【資料 11】社会情報大学院大学時間割）。授業は１時限

90 分で、10 分の休憩を挟み 2 時限連続で行う。月曜日から金曜日の授業は第 5-6 時限、

土曜日は第 1-2 時限、第 3-4 限に行うことを基本とする。一度の来校・出席で通常より

多く授業を進めることができるため、社会人であっても十分な予習・復習の時間を取る

ことができる。 

 また、学内の LMS を通じて、事前に配布資料等をオンラインで履修者に共有してい

るほか、提出物も同システムを通じて教員・事務局に提出することができ、当日講義の

動画も翌日にはアップロードされるなど、多忙のなか来校の手間なく予習・復習を進め

ることや教職員へのコンタクトを取ることが可能になっている。 

 

④ 履修指導及び研究指導の方法 

 春学期の初めに 1 週間の導入集中授業期間を設け、春学期及び秋学期の各授業１週目

をオリエンテーション期間とする。導入集中授業においては、1 日ずつ「「大学院におけ

る研究と研究倫理」「履修ガイダンス」「Society 5.0 と専門職大学院について」等のテー

マで講義及びガイダンスを行い、大学院生活を送るにあたって必要な事務事項や、本学

の建学・教育理念について解説する時間を設ける。また、オリエンテーション期間はす

べての授業を 1 時限 1 講（90 分）ずつ開講し、1 週間で A 週・B 週におけるすべての

授業（集中講義を除く）を配置する。学生にはオリエンテーション期間に興味・関心の

ある授業を受講のうえで、履修登録を行う。なお、この期間の授業に関しても、通常授
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業日と同じくすべての授業を翌日には LMS にアップロードし、社会人院生が多忙のな

かにあっても無理なく授業を選べる体制を整える。 

 研究指導に関しては、すべての教員から各学生が指導を受けられるよう、オフィスア

ワーを設ける。また、外部に兼務先を持つ教員を含め、前述の通り LMS を通じて連絡・

質問ができる体制を構築している。 

 1 年次必修科目の「探究基礎演習」では、修了審査の要件となる「専門職学位論文」

につながる、「リサーチペーパー」の執筆を行う。これにかんして、1 年次の終わりには

中間報告会を設け、各々の研究テーマと進捗状況について、探究基礎演習の担当教員の

ほか複数名の教員から指導を受ける機会を設ける。2 年次の「探究演習」では、主に「リ

サーチペーパー」に基づき専門職学位論文の完成を目標として取り組む。2 年次は夏季

に専門職学位論文の中間報告会を行うほか、11 月には中間審査会を行うことで段階的

に学生の執筆進捗を確認し、状況に応じてフォローを行えるようにする。最終審査会は

2 月中旬に行う。 

 

⑤ 教員の負担の程度 

 実務教育研究科は平日夕方～夜間および土曜日を中心に授業を行うが、教員はすべて

裁量労働制で採用しており、授業の開講時間に合わせて勤務することが可能である（職

員は 10 時～19 時、13 時～22 時のシフト制としており、教員の出勤もこれを目安とす

る）。 

 また、兼務先のある実務家教員の負担を軽減するため、会議システムを用いてオンラ

インで校務や会議に参加することも可能としている。実務家教員による指導を受ける学

生が不利にならないよう、来校できない日は前述の通り院生対応についてもオンライン

での連絡を可能とするよう全教員から承諾を得ている。 

 

⑥ 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配置 

(ア) 図書室 
 図書室は平日朝 10 時から夜 22 時、土曜日は朝 10 時から夜 20 時まで開館し、教務

課および図書専任事務局員が交代で貸出業務を担当し、図書専任事務局員がレファレン

スを対応する。授業時間は平日夕方～夜間及び土曜日に設定しているが、図書室は土曜

日も含め、社会人学生を含む大学院学生が利用しやすい時間帯に開館し、学習を支援す

る体制を整える。また、令和 2 年より広報・情報研究科は隔週で日曜授業を行っており、

学生の施設利用意向を調査しつつ、今後は図書室の日曜開館を検討する。 

(イ) 学生の厚生に関する配慮 
 毎年 1 回健康診断を行う。また、学内には医務室が設けられているため、必要な際は

相談ができる環境とする。緊急性が高い症状の場合には、自動車利用で 10 分程度の東

京山手メディカルセンター（夜 23 時まで診療受付可能）への搬送を行う。 
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 ハラスメント等への対応に当たる職員は、男女それぞれに定め、学生の求めに応じ対

応する。 

(ウ) 交通機関 
 前述の通り、本学は JR 高田馬場駅徒歩 5 分、東京メトロ東西線高田馬場駅徒歩 3 分

の距離にあり、どちらの路線も深夜まで運行しているため、夜間開講に際しての不便は

ない。 

 

⑦ e ラーニングやネットワークを活用した教育サポート体制 

 本学は授業録画装置を各講義室に設置し、すべての授業をビデオ収録している。録画

した授業動画は翌日には学内 LMS（learning management system）にアップされるた

め、欠席した履修者はビデオ聴講のうえでミニットペーパーを提出するなど教員の指導

を受けるようにする。また、教育の一助として同 LMS により講義資料の事前データ配

布などを行っているほか、レポート課題の提出等もこれを通じて管理している。 

 新設される実務教育研究科も同じく授業欠席者は LMS を通じて翌日にはビデオ聴講

が可能である。前述の通り講義資料の事前配布、課題提出、事務局や教員からの連絡も

すべてビデオ聴講と同じ LMS を通して行うことが出来る。 

 また、令和 2 年度 4 月より現在の 801 教室にくわえ、新棟の 301a および 301b 教

室に会議室システムを導入する。現在は主にセミナー・説明会等の実施や不測の事態に

備えた設備計画であるが、将来的には本格的な双方向型の e ラーニング学習が行えるよ

う準備を進めていく予定である。多忙な社会人が主な対象となる本学においても、円滑

な教育研究ができるよう、より一層の ICT 教育環境の整備に取り組んでいく。 

 

11. 管理運営 

① 大学院大学の組織体系と管理運営体制 

【資料 17】社会情報大学院大学教学運営体制 

 社会情報大学院大学管理運営組織については上記の添付資料の赤枠内を基本とする。

広報・情報研究科及び実務教育研究科は、それぞれの運営を掌る組織として、学校教育

法第 93 条に従い、教育研究に関する重要事項を協議、審議する教授会を設ける。教授

会は研究科ごとに独立して設けるが、その下に設ける委員会は必要に応じて一部大学院

共通とする。 

 実務教育研究科教授会は、みなし専任実務家教員を含む実務教育研究科の専任教員で

構成され、原則として毎月１回開催（ただし、研究科長が必要と認めたときは、臨時に

会議を招集することができる。）し、構成員全員の参加を義務づける。やむを得ない事

情により欠席の場合は事前に議事次第と当日資料を確認のうえ、委任状の提出を求める。 

 教授会では主に以下の事項について審議する。 

（1）授業・指導、及び担当者に関する事項 
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（2）入学・休学・退学等、学生の身分に関する事項 

（3）研究の成果、修了の審査に関する事項 

（4）学生の指導、及び賞罰に関する事項 

（5）上記に付随する事項 

 なお、教授会は設置者である学校法人がその運営についての責任を負う。 

 学校法人においては、理事会が最終的な意思決定機関として位置づけられており、理

事会は設置する大学の教育研究状況を適切に把握した上で、必要な支援を行うとともに、

予算編成、教職員や学生の定数管理、組織の再編における工夫等、学内資源の効果的な

配分に努め、設置する大学が、特色ある教育研究機能を最大限に発揮できるように担保

していく責任を負う。したがって、大学の予算編成・配分、教職員や学生の定員管理、

組織の再編等に関することについては、学長や教授会の意向を十分に聴取しつつ、その

権限と責任において理事会が最終決定する。そのため、経営事項と教学事項を調整する

ための仕組みとして、学長が理事として理事会に参加するのは当然のこととし、それに

加えて理事会と大学執行部（学長、研究科長等）が月 1 回程度運営会議を開くことで、

双方が密に協力的な体制を築けるような仕組みとする。 

 また、教授会の下には、表 7「各種委員会の構成」に示すとおり、各種委員会を組織

する。 

 

表 7 各種委員会の構成 

 

 FD 実施委員会はすべての専任教授で組織し、教員の教育研究能力向上と研究科の教

育水準向上のため、効果的なファカルティ・ディベロップメントを実行する。なお、フ

ァカルティ・ディベロップメントの具体的な施策については、第 15 章①『計画的な FD』

にて後述する。 

 教育研究委員会は、研究科長より委託を受けた専任職員と事務局長で構成され、本学

のカリキュラムの精査・改訂や指導体制の見直しを月に 1 度議論する。ディプロマ・ポ

リシー、カリキュラム・ポリシーを前提とし、専門職大学院にふさわしく最新の実践の

場の知見を取り入れたカリキュラムや指導体制となっているかを検討し、次年度のカリ

キュラムを策定することが主な役割である。教育研究委員会が策定したカリキュラムは、

教育課程連携協議会で審議され、協議会の意見内容を踏まえたうえで、最終的に教授会

名称 主な所掌事務 

FD 実施委員会 FD の企画運営 

教育研究委員会 カリキュラムの精査・改訂、指導体制の見直し 

総務委員会 制度整備、内部評価、広報・企画 

自己点検・評価委員会 自己評価の実施及び改善活動、外部評価 

修了審査委員会 専門職学位論文の審査及び修了判定 
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が決定する。 

 総務委員会は学長が指名した委員をもって構成し、本学の制度・規定の整備や学外機

関との連絡・調整、内部評価などに関して審議する。月に 1 度開催する。 

 自己点検・評価委員会は学長を委員長とし、各研究科長ほか広報・情報研究科、実務

教育研究科の両研究科から任命された教員及び研究科長が指名した職員で構成し、大学

全体で自己点検・評価に取り組む。自己点検・評価の詳細については、第 12 章「自己

点検・評価』にて後述する。 

 修了審査委員会は研究科長を長とし、研究科の専任教員から 3 名以上 5 名以内をも

って構成する。修了審査委員会は研究審査会（第 5 章参照）における専門職学位論文の

評価と、成績・履修・出席状況から作られた判定表をもとに学生の修了審査を行う。詳

細は 5 章「教育方法、履修方法及び卒業要件」に記載。 

 

② 研究科における教育・管理運営体制 

(ア) 研究科長の選出及び掌理内容 
 研究科の教学運営業務を掌理するとともに、教員の指揮監督を行う長として、また、

運営会議を通し理事会への意見伝達や経営事項と教学事項の調整を行う役割を持つ者

として、研究科に研究科長を配する。研究科長は教授又はその予定者のなかから、推薦

その他の方法で選び、理事長が学長に諮問のうえで、理事会の決議を経て任命する。 

 実務教育研究科においては、研究科長の管理運営の下に、本研究科の教育・研究の目

的や内容に対応した事業展開とその管理運営体制を整備していく。 

(イ) 事務体制 
 令和 3 年の社会情報大学院大学は、両研究科共通の学生対応及び授業支援等を担当す

る教務課事務職員 4 名、広報及び学生募集・入学試験等を担当するアドミッション課事

務職員 3 名、企画管理及び教育研究支援等を担当する学事課事務職員 2 名、図書の管

理・選書を行う図書室専任職員 1 名、大学院施設と研究環境の保全計画、整備計画等を

担う技術職員 2 名の職員で本学の運営事務を配置し、合計 12 名で事務組織を構成する

予定である（表 8「事務組織の構成」）。 

 実務教育研究科事務局職員は、本学の目的と理念を理解しつつ、教員とよく連携をと

りながら主に以下の業務を遂行していく。 

 

表 8 事務組織の構成 

名称 主な所掌事務 

教務課 授業支援、学生対応等 

アドミッション課 広報、学生募集・入学試験 

学事課 企画管理、教育研究支援 

図書室 図書管理、選書、レファレンス業務 
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 教授会を中心とした教員組織、事務局による事務組織は、研究科開設後協力体制を築

き、緊密な関係を構築していく。より適切な教育体制を築くために、教員組織と事務組

織の連携は必要不可欠である。 

 事務組織については、特色ある専門職大学院大学の事務に特化したノウハウを蓄積し、

安定した人事計画の策定を図っていくため、同一法人が設置する事業構想大学院大学と

連携し、SD（スタッフ・ディベロップメント）実施委員会を組織する。SD 実施委員会

は 2 大学集合研修を独自に行うほか、他大学や企業が行う大学職員向けの公開研修会や

勉強会への積極的な参加を促す。研修は ICT 教育やハラスメントなど、学生の学習・

生活上の補助となる知識や技能を身につけるものに加えて、本研究科が実践知の体系化

とその伝達を教育目標としてかかげるものであることから、研究科の専任教員の協力を

得て、本専門職大学院の教育現場における暗黙知を形式知化し、伝達可能な枠組みを作

り上げることを目標とし、グループワークを含む活発な研修を行う。なお、SD の具体

的な施策については、第 15 章②『計画的な SD』にて後述する。 

(ウ) いわゆる「みなし専任教員」の管理運営の関与の仕方 
 教授会規程第 2 条において、「教授会は、研究科の専任教員をもって組織する。」と

定めており、いわゆる「みなし専任教員」についても、この規程に則り、毎回の教授会

および学内委員会に出席し、意思統一を図るものとする。また、みなし専任教員は教授

会や FD 研修とは別に、年 2 回学期の始まりに研究科長との面談を行うこととし、育成

する人材像や本研究科のポリシーや大学運営の方向性を確実に共有する。 

 

12. 自己点検・評価 

 本学は学則第 1 条にて、「広い視野に立って精深な学識を授け、研究教授を通して高

度情報社会の課題解決力と価値創造力を有する高度な専門的職業人の育成を目的とす

る。」としている。また、第 3 条にて、「本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、

大学院の目的及び社会的使命を達成するため、大学院における教育研究活動等の状況に

ついて自ら点検及び評価を行う。」としている。これらの学則に基づき、適切な教育研

究活動が行われているか、定期的に自己点検・評価を行う。 

 

① 実施方法・体制 

 本学では現在、学長を委員長とし研究科長等で構成する「社会情報大学院大学自己点

検・評価委員会」を組織している。実務教育研究科が設置された後は、両研究科長及び、

各々の教授会で任命された教員、研究科長が指名した職員によって大学全体を包括する

実施体制とする。委員会は「教育研究目標の設定」「自己評価項目の設定及び点検」「自

己評価の実施」「教育研究活動等の改善及び将来計画の策定」などを目標に掲げ、両研

教育 IT 推進室 施設・研究環境の保全・整備 
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究科で協力し、自己点検・評価に取り組む。 

委員会は以下の調査対象項目について研究科単位で現状分析や点検・評価などを行い、

その結果を「自己点検・評価報告書」にまとめたうえで各教授会・理事会で報告する。 

・ 研究科の教育・研究の理念と目的 

・ 教育研究組織 

・ 教育課程 

・ 学生への学習支援体制 

・ 教育研究活動 

・ 社会連携 

 

② 外部評価・第三者評価の実施 

 本学の教育研究の水準向上を進め、より発展していくために、自己点検・評価をより

充実、推進していくと同時に、5 年ごとに公益財団法人大学基準協会に評価を委託する。 

 また、より広く社会のニーズに応え続けていくため、企業の経営幹部 6～10 名程度で

構成する諮問機関を設置する。学内視察、役員、学長、教員との面談、自己点検・評価

報告書の検証を通じて、本学の教育内容や指導方法が企業経営者のニーズに合致してい

るか、修了した学生が社会で優れて活躍できる実力を習得しているかなど、第三者によ

る評価を完成年度の翌年以降年 1 回実施していく。 

 

② 結果の活用・公表 

 自己点検・評価委員会で取りまとめた結果は、前述のとおり外部評価・第三者評価を

経て理事会に提出のうえ、懸念事項の検討・改善に役立てる。理事会での検討のあと、

組織に属する評価は当該組織の責任者へ、個人に属するものは個人へのフィードバック

を行い、教員・職員ともに各々改善策を検討し、次期目標設定に反映させる。 

 なお、自己点検・評価報告書は社会情報大学院大学 HP 内の公開資料ページ

（https://www.mics.ac.jp/about/documents/）に掲載し広く社会に公表するほか、印刷

物として冊子を作成し、事業構想大学院大学と共有する。よりよい自己点検・評価の実

現を目指すため、実施体制と方法、対象項目、結果の活用などについては定期的に見直

し、改善方策を打ち出すとともに実行へとつなげる体制を構築する。 

 

13. 認証評価 

 認証評価については、当法人が設置する事業構想大学院大学が平成 28 年度に認証評

価を受審し、広報・情報研究科が令和 3 年度に受審予定の公益財団法人大学基準協会に

委託する予定で協議を進めている。 
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① 認証評価を受ける計画等の全体像 

令和 2 年 9 月 公益財団法人大学基準協会と認証評価機関としての認定に向けた具

体的協議開始 

令和 3 年 4 月 学内検討チーム（自己点検・評価委員会）の設置 

令和 4 年 10 月 公益財団法人大学基準協会との認証評価事前事務打ち合わせ 

令和 5 年 4 月 調書（点検・評価報告書および基礎データ）作成開始 

令和 5 年 12 月 調書（点検・評価報告書および基礎データ）を大学基準協会へ提出 

令和 6 年 4 月 認証評価の申請 

 

② 認証評価を受けるための準備状況 

 学内検討チームは学長を総責任者とし、メンバーは自己点検・評価委員会の委員から

選出し、研究科ごとに組織する。認証評価機関は、公益財団法人大学基準協会である。

大学基準協会には同法人の設置する事業構想大学院大学の認証評価を平成 28 年度に受

審した。また、社会情報大学院大学は大学基準協会事務局長との協議の場を設け、認証

評価機関としての認定が得られるように取り組みたいと回答を得ており、令和 2 年認証

評価の申請に向け、事務期間との打ち合わせを重ねている。 

 なお、既設の事業構想大学院大学の清成忠男顧問は同協会の元会長でもあることを申

し添える。 

 

14. 情報公開 

 人材の養成はもとより、学術文化や科学技術の振興、産業や地域社会の発展、生涯学

習の推進など、今日の高等教育機関に求められる社会的使命は重く、また、極めて高い

公共性を有している。本学では、大学が適正な運営や効果的な教育研究活動を行い、そ

の結果を広く公表し情報提供していくということは、単に大学内部の問題ではなく社会

的責務であると考えており、以下のとおり社会に対して広く情報を提供していくもので

ある。 

① 情報公開の理念 

 本学では、次の 3 点を情報公開に関する基本的な理念とする。 

I. 学生、教職員に対してはもちろん、地域社会、産業経済界等に対しても開かれた大

学院大学として、本学の運営及び教育研究に関する情報を積極的に公開、提供する

こと。 

II. 教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表すること。 

III. その結果について第三者機関による透明性の高い客観的評価を導入すること。 

 

② 情報公開の方法 

 本学における情報公開の手法は次のものが挙げられる。 
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1. 学校法人案内の発刊（年 1 回） 

2. 社会情報大学院大学大学案内の発刊（年 1 回） 

3. 各研究科ガイドブックの発刊（年 1 回） 

4. 研究所事業案内の発刊（年 1 回） 

5. 各研究科募集要項の発刊（年 1 回） 

6. 院生便覧の発刊（年 1 回） 

7. 学校法人広報誌の発行（年 1 回） 

8. 大学ホームページの公開（https://www.mics.ac.jp/） 

― 情報公開はトップ＞公開資料に掲載 

（https://www.mics.ac.jp/about/documents/） 

9. 学校法人ホームページの公開（https://www.sentankyo.ac.jp/） 

― 情報公開はトップ＞法人案内＞情報公開に掲載 

（https://www.mics.ac.jp/about/documents/） 

 

③ 情報公開の内容 

 本研究科における情報公表の内容は、次のとおりである。 

1. 大学の教育研究上の目的に関すること 

 以下の内容を大学案内、研究科ガイドブック、募集要項、および大学ホームページに

おいて公表する。 

(ア) 育成する人材像 

(イ) ディプロマ・ポリシー 

(ウ) カリキュラム・ポリシー 

(エ) アドミッション・ポリシー 

 

2. 教育研究上の基本組織に関すること 

 以下の内容を年度始めに学生に配布する院生便覧において公表する。 

(ア) 大学組織図 

 以下の内容を大学案内、大学ホームページにおいて公表する。 

(ア) 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

 

3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

 大学案内並びに大学ホームページにおいて公表する。 

 

4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は

修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関する

こと 
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 以下の内容を大学案内、研究科ガイドブック、募集要項、大学ホームページにおいて

公表する。 

(ア) 入学者に関する受入方針 

(イ) 入学者の数、収容定員および在学する学生の数 

 以下の内容を大学案内、大学ホームページならびに募集要項において公表する。 

(ア) 卒業又は修了した者の数並びに修了後の活動状況について 

 

5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

 以下の内容について大学ホームページ並びに院生便覧において公表する。 

(ア) 学年暦 

(イ) 科目一覧 

(ウ) シラバス 

 以下の内容について大学案内において公表する。 

(ア) 科目一覧 

 

6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

 大学案内、大学ホームページ並びに院生便覧において公表する。 

 

7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

 以下の内容について大学案内、大学ホームページ並びに院生便覧において公表する。 

(ア) 校舎平面図 

(イ) 設備の利用時間並びに利用方法、利用細則 

 

8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

 研究科ガイドブック、大学ホームページ並びに募集要項において公表する。 

 

9. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

 大学ホームページ並びに院生便覧において公表する。 

 

10. その他  

 以下の内容は学内に掲示することで公表する。 

(ア) 設置認可申請書、設置届出書 

(イ) 設置計画履行状況等報告書 

(ウ) 授業評価アンケートの結果 

 以下の内容は大学ホームページ並びに学内掲示において公表する。 

(ア) 認証評価の結果 
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(イ) 学則・学位規則 

(ウ) 事業報告書、決算報告書、監査報告書 

(エ) 自己点検・評価報告書 

 

④ 今後の計画 

 入学・就職をはじめとする大学の運営状況、教育活動の状況、編入学などの生涯学習

支援状況等の内容を広く公開するために、②情報公開方法 1～6 について、継続的な発

刊と年度ごとの見直しを行う。 

 また、大学ホームページにおいては、基本的な情報公開はもとより、研究活動や産学

連携情報、公開講座、セミナーの最新情報を随時更新することで、社会との連携を深め、

生涯学習の拠点としての本学の役割を広める。大学ホームページは令和元年度にリニュ

ーアルしており、大学組織や教育組織全体の公開情報とその視認性・可読性を見直し、

教職員・学生・入学希望者はもとより広く社会に対し、本学の教育研究活動の理念と実

態に関する理解を広めることを目標とする。 

 

15. 教育内容等の改善を図るための組織的な研修 

 本研究科では、設置計画を履行していくとともに、研究科が掲げる教育・研究上の目

的を達成できるように、教員一人ひとりが切磋琢磨しながら、教育内容や教育技法の改

善について取り組んでいく。また、教育研究水準向上のため、大学全体の体制として下

記の取組を行う。 

① 計画的な FD（ファカルティ・ディベロップメント）活動の実施 

 FD 実施委員会は全学的な組織として、教授会の下に両研究科すべての専任教員が所

属する FD 実施委員会を設置し、年 5 回を基準に FD 研修を行うほか、他大学や外部機

関が行う FD 研修の紹介や積極的な参加を促す（表 9「令和元年度 FD 研修実績」）。 

 本学の FD 研修では、授業内 ICT 活用やシラバス執筆規定の策定など、教育研究活

動のための基礎的知識・技能向上のための研修を行っている。また、学期終わりには学

生による授業アンケートの結果分析を資料に、専門職大学院にふさわしい授業の内容及

び方法や研究指導の改善を討議する。ほかに、専門職大学院としての専門性を生かす考

えから、毎年度 2 回目の FD 研修は、指名された専任教員が自らの専門分野に係る研修

及び参加型のセッションを行っている（表 9 では、第 2 回「リスク・マネジメント」が

該当する）。実務教育研究科設置以降は両研究科合同の FD 実施委員会となることから、

各研究科の専門分野に関する知見を交換・統合することにより、教育研究能力の向上は

もちろんのこと、各教員が所属外の研究科にかんする理解を深め、大学院運営に対する

積極的姿勢を涵養する機会とする。実務教育研究科開設年度となる令和 3 年度において

は、新研究科専任教員が講師となり、教学マネジメントにかんする FD 研修を行うこと

を予定する。大学を取りまく環境を改めて見つめなおし、高等教育の場で行われつつあ
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る教学面での改善・改革を知ることで、本学の内部質保証体制の確立に向けて各教員に

より一層の努力を促す研修としたい。 

 なお、5 回のうちの 1 回は新任教員向けの研修を含み、本研究科の教育理念、育成す

る人材像、教育課程の特色、学修支援や教育課題について共有し、本研究科の教育目標

に対し教員間で相違が生まれないよう、意識の共有をはかるものとする。 

 

表 9 令和元年度 FD 研修実績 

 日時 内容 

第１回 5 月 18 日 教育・研究環境について、ICT の活用 

第２回 7 月 27 日 リスク・マネジメント 

第３回 9 月 28 日 研究成果報告書・指導方針、シラバス執筆規定 

第４回 2 月 22 日 専門職大学院にふさわしい授業とは何か 

第５回 3 月 7 日 専門職大学院としての研究指導 

 

② 計画的な SD（スタッフ・ディベロップメント）活動の実施 

 学校法人先端教育機構の 2 大学（社会情報大学院大学および事業構想大学院大学）合

同で SD 実施委員会を設け、年 5 回を基準に SD 研修を行う。SD 研修では、大学アド

ミニストレーターとしての専門性を高めるため、科目ナンバリング・カリキュラムツリ

ーの考え方や法律にかんする研修のほか、業務管理能力向上のための ICT 活用と情報

セキュリティ、ハラスメント研修などを行っている（表 10「令和元年度 SD 研修実績」）。 

 なお、5 回のうちの 1 回は新任教員向けの研修を含み、本研究科の教育理念、育成す

る人材像、教育課程の特色、学修支援や教育課題について共有し、本研究科の教育目標

に対し教員間で相違が生まれないよう、意識の共有をはかるものとする。 

 

表 10 令和元年度 SD 研修実績 

  内容 

第１回 5 月 18 日 大学院大学の概要 

第２回 7 月 9 日 ハラスメント研修 

第３回 9 月 17 日 大学を取りまく法律 

第４回 12 月 17 日 ICT 活用と情報セキュリティ 

第５回 2 月 4 日 科目ナンバリングとカリキュラムツリー 

 

③ 学生による授業アンケートの実施 

 すべての科目で学期末に「学生による授業アンケート」を実施する。評価の方法は、

記名の WEB アンケート方式とし、質問項目は以下の通りである。 

・ 各授業における学生の理解度と自己評価 
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・ 教員の授業運営評価 

・ 自由記述 

 評価結果については、科目ごとに集計した評価票を授業担当教員にフィードバックす

るほか、前述の FD 実施委員会でもこれを資料として専門職大学院にふさわしい授業・

研究指導にかんする討議の場を設けることで、学生の授業への取り組みや教員の授業運

営及び教授法の改善などに活用する。 



社会情報大学院大学　実務教育研究科　実務教育専攻　カリキュラムマップ

養成する具体的な人材像

　知識社会では、みずからの実務の経験と理論の融合をはかって他者に伝達可能な新たな知識を確立し、どのよ
うに社会に「実装」して活かしていくのかを考え、さらにその伝達・継承をする能力が、社会のあらゆる領域に
おいて求められている。こうした社会においては、新たな知識の創造・伝達・活用を担う高度専門職業人たる
「実践知のプロフェッショナル」の養成が急務である。とりわけ、実務教育研究科が着眼するのは、自らの実務
の領域における実践知を再構成することで実践の理論を創造し、社会に即した伝達のありかたを考えることので
きる知のプロフェッショナル、すなわち、実務領域にかんする教育・人材育成を行う高度専門職業人の養成であ
る。みずからが実務領域のプロフェッショナルとなるのみならず、その有する実務経験を理論にもとづき新たな
知の体系へと昇華させ、効果的な伝達方法をもって後続のプロフェッショナルを養成することのできる能力をあ
わせもつ人材を、高度専門職業人として輩出していくことが、今後の知識社会を支える基盤となる。
　実務領域にかんする教育・人材育成を行う高度専門職業人たる実践知のプロフェッショナルとして具体的に想
定されるのは、つぎのような人材である。

（ア）自らの実務経験を体系化して既存の学知と社会における布置を定め、その普及のために効果的な学習プロ
グラムを編成して適切に指導する能力をもった、専門職大学・専門学校の分野で専門職業人の養成に携わる、実
務家教員等。
（イ）組織に遍在する固有の知を収集・体系化し、その継承を可能にするよう、組織と人に対して計画的な学習
プログラムや研修制度といった新たな組織内学習システムを考案することで、企業活動の活性化と持続性を高め
ることのできる、組織内人材育成のプロフェッショナル。
（ウ）社会の動向とニーズを踏まえて今後必要とされる新たな知識を見定め、散在する実践知を体系化し、効果
的な技能習得プログラムとそれに基づく事業を構想することができる民間教育産業・教育事業の担い手。

　社会情報大学院大学実務教育研究科は、ディプロマ・ポリシーに示した目標を学生が達成できるよう、以下の
方針に基づき教育課程を編成・実施する。学生自らが実務経験で身につけた専門的知識と実践的な視野の上に、
個別の学生の関心に沿ってより専門的な学修を深める機会を提供するため、理論的科目と実践的科目を有機的に
組み合わせ、段階的に履修できるような教育課程を編成・実施する。
　授業科目に設定するのは、ディプロマ・ポリシーに示した到達目標に対応する科目であり、具体的にはディプ
ロマ・ポリシーに示したDP1）、DP2）、DP3）に対応する、以下の3つのポリシーに沿って設定される。
　CP1）自らが携わる実務や組織、産業の領域における固有の知識の社会的布置を社会動向との関連で理解し、反
省的（リフレクシブ）に問い直す理論と方法を学修するための科目を配置する。
　CP2）自ら携わる実務や組織、産業の領域における実務経験を基礎とした実践知を言語化・体系化し、参照・比
較可能な形式知へと変換するための理論および方法を学修するための科目を配置する。
　CP3）言語化・体系化された実践知を広く社会と共有するための理論および方法を学修するための科目を配置す
る。

ディプロマ・ポリシー（DP）
（修了要件・学位授与の方針）

実務領域にかんする教育・人材育成を行う高度専門職業人たる実践知のプロフェッショナルとなるにあたって、
学生に修得することが求められるのは、「実践の理論」の創造や利活用に向けて、1）みずから携わる領域におけ
る固有の知識の社会的布置を見定める能力や、2）経験や暗黙知を言語化・体系化して実践の場での活用と深く結
びついた固有の理論をつくりだす能力、そして、3）創造した知識を効果的に伝達するための教育プログラムを構
想・実現する能力である。そのため、実務教育研究科では、つぎのとおりディプロマ・ポリシー（学位授与の方
針）を定める。

　実務教育研究科は、本研究科の理念・目的及び教育目標に基づき、所定の単位を修得し、専門職学位論文の審
査に合格し、学修成果が次の到達目標に達した学生を、実務教育分野における卓越した能力をもつ高度専門職業
人と認め、実務教育学修士（専門職）の学位を授与する。
　DP1）自ら携わる実務や組織、産業の領域における固有の知識の社会的布置を、経験的な調査に基づき、社会の
動向との関連で理解し、反省的（リフレクシブ）に問い直すことができる（問題を発見し、実証的調査を行う能
力）。
　DP2）自ら携わる実務や組織、産業の領域における経験や暗黙知を、社会学や教育学の理論に基づいて、論理的
に言語化・体系化することで人類共通の知識として参照・比較可能な形式知に変換し、実践の場での活用と深く
結びついた固有の理論を創造できる（理論的に思考する能力）。
　DP3）自ら携わる実務や組織、産業の領域における実践と深く結びついた固有の理論を効果的に伝達・普及する
ための実行可能なプログラムを構想できる（社会を構想し提言する能力）。

　教育課程編成にあたっては、知識・社会・教育をめぐる基本的な概念とその背景を学ぶ基礎科目、専門科目を
履修する前段階にあたる学術領域や実践にかんする基本的な概念や動向を学ぶ専門基礎科目、実践知の体系化お
よびその普及・活用において核となる専門的な学術領域や実践についての理論動向を学ぶ専門科目、個別の学生
の実務の領域における課題に応じた理論の創造や伝達・普及の方法論を検討し、社会に実装可能な構想を作りあ
げるための実践的な科目である展開科目という4つの科目区分を段階別に設け、それぞれの科目を配置する。これ
によって、先に記した人材像に到達するための総合的かつ専門的な学修を可能にする。
また、専門科目においては、それぞれの科目を①実践の場での活用と深く結びついた固有の知識についての理論
の創造・社会的位置づけ・理論との融合を中心的に学修する知識社会領域、②組織における知の収集・体系化・
継承を中心的に学修する組織学習領域、③社会ニーズを踏まえた次世代の学習理論や学習プログラムの開発や、
それを踏まえた教育産業・教育事業の運営・マネジメントを中心的に学修する教育構想領域という3つの領域に位
置づけることで、知識の社会的布置をめぐる分析・評価や、実践と深く結びついた理論の創造、伝達・普及の実
践的な方法論を構想する能力を、各自の実務経験や職業専門性に応じたかたちで修得することを可能にする
（【資料1】社会情報大学院大学 実務教育研究科 実務教育専攻 カリキュラムマップ）。
　さらに、個別の学生の課題に応じた理論の創造や伝達・普及の方法論を検討し、社会に実装可能な構想を作り
あげるための展開科目は、次の3種類に分けて考えられる。第１に、1年次に研究活動に必要となる基礎的な素養
を身につける。第２に、そのうえで2年次は、実務領域にかんする教育・人材育成を社会に実装するための調査・
研究・構想能力を身につけ、専門職学位論文の完成を目指す。第３に、同じく2年次において、授業実践・研修実
践とその振り返りを通し、効率的・効果的な人材育成を実現するための実践を行う。
なお、専門職学位論文の指導には、担当教員を中心に本研究科のすべての専任教員があたり、個別の学生の関心
に応じた適切な教員による個別の指導・助言をおこなうほか、複数回の報告会を設けることで、学生が多面的な
観点から指導・助言を受ける機会を設ける。
　授業形態は、高度な専門知識や知識の体系化手法を実践的・体系的に学ぶ機会を提供する講義と、実践と深く
結びついた理論の創造とその伝達・普及の効果的な方法を実践的に身につける演習に大別される。いずれの科目
においても、専門職大学院の趣旨に鑑み、双方向の少人数教育を重視し、ディスカッションに加えて、ケース・
スタディ、ワークショップ等の形式での授業を積極的に取り入れる。これによって、体系的かつ実践的な理解に
基づき、自ら携わる実務や組織、産業の領域に関する教育構想を行うための的確な判断と柔軟な思考の修得機会
を提供する。
　各科目の学修成果は、筆記試験、レポート試験、演習・実習成果等に加え、各科目の性格に応じて、授業内課
題、質疑応答や討論への貢献状況、演習にあっては期間中の調査・準備の状況に基づいて評価する。成績評価は
100点満点で行い、80点以上を優、70点から79点までを良、60点から69点までを可、59点以下を不可とし、優・
良・可の評価に対して単位を認定する。成績評価の具体的な方法は、シラバスにおいて授業科目ごとに明示す
る。

カリキュラム・ポリシー（CP）
（教育課程編成・実施の方針）

資料１

1



1 2 3

知の理論 1前 ○ ◎

社会学基礎理論 1前 ◎ ○

教育学基礎理論 1前 ◎ ○

人材育成の基礎 1前 ◎ ○

現代社会論 1後 ◎ ○

教育社会学 1後 ◎ ○

産業社会学 2前 ◎ ○

組織論 1前 ◎ ○

知識社会学 1後 ○ ◎

インストラクショナル・デザイン 1後 ◎ ○

認知学習論 2後 ◎ ○

アンドラゴジー 2前 ◎

現代教育政策 2後 ◎

グローバル教育実践 1後 ◎

教育相談 2前 ◎

教育産業と教育事業 1後 ○ ◎

現代の教育事情＿教育サービスの現状と未来 1後 ◎

情報リテラシー 1後 ○ ◎

省察的実践 1前 ○ ◎

実践と理論の融合 2前 ◎

知識と大学 2後 ◎ ○

プロフェッションとプロフェッショナルスクー
ル 2後 ◎ ○

学習する組織 1後 ◎ ○

学習社会論 2後 ◎

ナレッジ・マネジメント 2前 ◎ ○

人材開発マネジメント 2前 ◎

ラーニング・イノベーション 1後 ◎ ○

教育コンテンツ開発 2前 ◎

教学マネジメントの理論と実践 2前 ○ ◎

ICTと教育 2後 ◎

探究基礎演習 1通年 ○ ◎ 〇

探究演習（知識社会学） 2通年 ○ ○ ◎

探究演習（学校経営） 2通年 ○ ○ ◎

探究演習（インストラクショナル・デ
ザイン）

2通年 ○ ○ ◎

探究演習（産業社会学） 2通年 ○ ○ ◎

探究演習（教育学） 2通年 ○ ○ ◎

探究演習（教育事業と教育産業） 2通年 ○ ○ ◎

探究演習（組織論） 2通年 ○ ○ ◎

探究演習（教育社会学） 2通年 ○ ○ ◎

実践教育プロジェクト演習 2通年 ○ ○ ◎

本研究科の専門科目を履修する前提または補助
となる基礎的な内容について学修する。

実践の場での活用と深く結びついた固有の知識
についての理論の創造・社会的位置づけ・理論
との融合を中心的に学修する。

◎：科目が当該CPに直結しており、関連が強い　　○：科目が当該CPにかんする能力形成に関与する

組織における知の収集・体系化・継承を中心的
に学修する。

社会ニーズを踏まえた次世代の学習理論や学習
プログラムの開発や、それを踏まえた教育産
業・教育事業の運営・マネジメントを中心的に
学修する。

専門
科目

6単位以上。

展開科目

個別の学生の課題に応じて、理論の創造や伝
達・普及の方法論について検討し、本研究科の
ディプロマ・ポリシーで求める能力の定着を図
る。

基礎科目

専門基礎
科目

知識
社会
領域

組織
学習
領域

教育
構想
領域

「知の理論」は必修。

4単位以上。

「探究基礎演習」は必修。
「探究演習」から4単位以上8
単位以内。
「実践教育プロジェクト演
習」は必修

対応する ＤＰ

本研究科における学びの前提となる理論的・社
会的背景について学修する。

科目区分 授業科目の名称 配当年次 教育課程の概要 必要単位数

2
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就 業 規 則 
 

第１章 総 則 
 

 

（目的） 

第 1条  この就業規則（以下「本規則」という）は、学校法人先端教育機構（以下「本学」

という）の職員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものであ

る。 

 

 

（職員の定義） 

第 2条  本規則において職員とは、採用に関する手続きを経て本学に雇用された教育職員、

事務職員及び現業職員をいう。 

 

２  本規則において契約職員とは、期間を定め正規職員以外の者として雇入れられた

者をいう。 

 

３   契約職員は、各部署における基幹的業務または専門的業務の職責を担うととも

に、重要業務への参画や一定の責任、権限、または役割を付与される者とする。 

 

４  定年後に再雇用した者（以下「再雇用者」という）については、別段の定めがある

場合を除き、前項の契約職員として取扱うものとする。 

 

５  本規則においてパートタイマーとは、期間を定めて雇入れられた者で、その名称

に関らず短時間もしくは少日数でパートタイム勤務（フルタイムでない勤務）をす

る者をいう。 

   

６  パートタイマーは補助的または支援的業務に従事し、その責任・権限･役割･達成

責任等を制限し基幹的業務は担当させず、または補助的範囲の職責のみを担当さ

せるものとする。ただし、パートタイマーであっても、高度専門職など特別または

別段の必要性がある場合は、この限りではない。 

 

７  本規則において管理職とは、管理監督者として位置づけられる者（部長、課長、

課長代理）をいう。また管理監督者に位置づけられる管理職は、これに同意するも

のとし、不同意もしくは異議ある場合は申し出により職位等級の降格を含む役職

解除を受け、一般職としての処遇を受けるものとする。なお、機密の事務取扱者（秘

書、経理など）についても、各規定の適用にあたっては管理職と同様とする。 

 

 

（適用範囲） 

第 3条  本規則は、その性質に反しない限り、前条に定めるすべての職員（以下「職員等」

という）に適用する。ただし、契約職員、再雇用者、パートタイマー及び期間を定

めて雇用する職員（以下、これらを合わせて「契約職員等」という）について、別
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段の定めをしたときは、その部分について本規則は適用しない。 

 

 

（労働条件の変更・各種届出手続） 

第 4 条  本学は、経営環境の変化等業務上必要がある場合は、本規則を改定することができ

る。 

 

２  本規則に定められた各種届出は特段の理由のない限り職員等本人が行なうものとし、

これに違反した場合、または手続を怠った場合は本規則に定めた取扱いを受けること

ができないことがある。 

 

 

（規則遵守の義務） 

第 5条  職員等は、各々誠実に本規則および本規則の付属規程類を遵守し、秩序を維持し、

共に協力して本法人の発展に努めなければならない。 
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第 2 章 人 事 
 

第 1 節 採 用 

 

 

（採用） 

第 6条  職員等の採用は、面接又は第 7条の選考によるものとする。 

 

 

（選考） 

第 7 条  職員等として入職を希望する者は次の書類を提出し、本学は、書類選考、面接試

験を行ない、内定者を決定する。ただし、本学が認めた場合は、提出書類の一部を省

略することがある。 

 

（１） 履歴書、職務経歴書および写真（最近 3ヶ月以内に撮影したもの） 

（２） 卒業（見込）証明書その他卒業が確認できる書類 

（３） 職務に関連する資格に関する書類 

（４） その他、本学が必要とする書類 

 

 

（内定） 

第 8 条  内定者は、就労開始日までに次の各書類を提出しなければならない。ただし、本

学が認めた場合は、提出書類の一部を省略することがある。 

 

（１） 入職誓約書（本学指定のもの） 

（２） 身元保証書（本学指定のもの） 

（３） 職員等に関する個人情報の取扱いについての同意書（本学指定のもの） 

（４） 雇用契約書（本学指定のもの） 

（５） その他、本学が必要とする書類 

 

３  身元保証人は、経済的に独立した者で、本学が適当と認めた者 2 名とし、原則と

して 2名のうち 1名は親権者または４親等までの親族とする。 

 

４  身元保証の期間は 5 年間とし、本学が特に必要と認めた場合、その身元保証の期

間の更新を求めることがある。 

 

５  内定者で、次の各号に該当する場合は、内定を取り消しし採用しない。 

 

（１） 卒業、免許の取得等、採用にあたっての条件が成就しなかったとき 

（２） 疾病または負傷等により就労開始日時点において通常の勤務に服することが

できないとき（健康診断の結果、労務に適さないと認められたときを含む） 

（３） 重要な経歴を偽っていたとき 

（４） 犯罪、破廉恥行為、反社会的団体またはその構成員との関係その他社会的に

不名誉な事実が発覚したとき 
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（５） 内定通知時には予想できなかった、本学の経営環境の悪化、運営・カリキュ

ラムの見直しなどの事情が生じたとき 

（６） 内定通知時までに本学が認識していなかった内定者に関する重要な事実が判

明したとき 

（７） その他上記に準じるまたはやむをえない事由があるとき 

 

 

（入職後の提出書類） 

第 9 条  職員等として採用された者は、入職後速やかに次の書類を提出しなければならな

い。ただし、本学が認めた場合は、提出書類の一部を省略することがある。 

 

（１） 住民票記載事項証明書 

（２） 給与所得者の扶養控除申告書 

（３） 所得税源泉徴収票（採用された年に給与所得があった者） 

（４） 年金手帳および雇用保険被保険者証 

（５） 公的資格を有する者は、登録証または免許証の写し 

（６） 諸手当申請書 

（７） その他本学が必要とする書類 

 

２  職員等は、前項の提出書類の記載事項に変更を生じた場合、刑事事件に関し起訴

された場合、その他身上に異動のあった場合は、速やかに書面で本学にこれを届け

出なければならない。 

 

 

（労働条件の明示） 

第 10 条  本学は、期限付雇用職員の採用に際しては、教育職員については雇用契約書を、

事務職員及び現業職員に対しては労働条件通知書を作成し、採用時の労働条件を

明示するものとする。 

 

 

（試用期間） 

第 11 条  職員等として採用された者は、就労開始日より 6 ヶ月間（個別に 6 ヶ月以内の期

間を定めた場合はその期間）を試用期間とする。 

 

２   試用期間満了時点で職員等の能力、適格性等について疑問があり、本採用の有無

を決定することが適当でないと認められた場合等には、理事長は通算して１年を

限度として試用期間を延長することがある。 

 

３   理事長は、前 2項の試用期間中または試用期間満了時点で、職員等が次の各号の

いずれかの事由に該当し、理事長がこの者につき職員等として不適格と認めた場

合は、解雇又は本採用を拒否するものとする。 

 

（１） 出勤状況が悪い（遅刻・早退、欠勤が多い、休みがちであるなど） 

（２） 勤務態度が悪い（上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、やる気

がない、反抗・反論的である、親切丁寧さに欠けるなど） 

（３） 能力の不足（必要とされる能力に不足がある、またすぐに向上する見込み
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も薄いなど） 

（４） 重要な経歴を偽っていた、申告していなかった 

（５） 重要な必要書類を提出しない 

（６） 健康状態が悪い、もしくは業務に十分必要な精神・身体的体力を有しない 

（７） 服務規律および本規則に違反する場合、または解雇事由に該当する場合 

（８） 本学の職員等としてふさわしくないと認められる場合 

（９） その他上記に準じる場合 

 

 4  試用期間は、勤続年数に通算する。 

 

 

（職員・契約への登用） 

第 12 条  本学は、1年以上の勤続期間を有する契約職員について、所属長（法人本部につい

ては事務局長、設置大学院については学長）が適性および高度専門能力の具備を認

めて推薦をした者で、さらに本人の希望もある場合、筆記または面接試験の結果に

より、職員へ登用することがある。 

 

２  本学は、パートタイマーで希望する者について、前項と同様の手続を経て、契約

職員へ登用することがある。 

 

 

第 2 節 異 動 

 

 

（異動） 

第 13 条  職員の配置は、本学の業務上の必要及び本人の適性を考慮して行う。 

 

２  理事長は、業務上必要がある場合は、職員等に対して、配置転換、転勤、職種変

更、出向、転籍、海外転勤または海外出向等（以下「異動等」という）を命ずるこ

とがある。職員等は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。 

 

３  パートタイマーは、原則として前項の異動等は行わない。ただし、同様の職務で

ごく近隣の事業所への異動の場合や、組織再編、人員整理、経営状況の悪化、解雇

回避等、特別の事情がある場合はこの限りではない。 

 

 

（出張） 

第 14 条  理事長は、業務上必要がある場合、職員等に対し出張または海外出張を命ずるこ

とがある。職員等は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。 

 

２  出張中は、特に命じた場合以外は、所定労働時間を勤務したものとみなす。ただ

し、出張に要する列車などの乗車時間は、原則労働時間として扱わない。 

 

３  職員等は、出張の最終日の所定労働時間内に帰着した場合は、終業時刻まで勤務

しなければならない。 
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（昇進） 

第 15 条  理事長は、業務上の必要性がある場合、職員の成績、責任度、能力、態度、役割、

意欲および本学業績、経営状況等を考慮して、職員の職位または資格等級を引上げ

て昇進を命じることがある。職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができ

ない。 

 

 

（降格） 

第 16 条  理事長は、職員等に次の各号の一に該当する事由があるときは、職位、資格等級、

または給与レベルを引下げて降格することがある。 

（１）当該の職位または資格等級にある職員等に必要な能力の水準、求められる成

果、または必要とされる役割・意欲・態度等の水準を満たしていないと本学が認

めたとき 

（２）心身の故障その他の事由により、当該の職位または資格等級にある職員等に

必要な水準の業務を遂行できないと本学が認めたとき 

 

２  降格された職員等に対しては、降格後の職位、資格等級、または給与レベルに応

じて降給する。 

 

 

（業務引継ぎ・赴任） 

第 17 条  昇進、降格または異動等を命じられた職員等は、本学の指示に従い速やかに且つ

確実に業務の引継ぎを完了するとともに、指定された日までに着任しなければな

らない。 

 

２  退職、解雇等により離職する職員等は、本学の指示に従い速やかに且つ確実に業

務の引継ぎを完了しなければならない。 

 

 

第 3 節 休 職 

 

 

（休職） 

第 18 条  職員が、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、休職を命ずることがある。

ただし、勤続 1年未満の職員、およびすべての契約職員等に関しては適用しない。 

 

（１） 業務外の傷病による欠勤が継続または断続して 4週間以上に及ぶと認められ

るとき 

（２） 精神または身体上の疾患により労務提供が不完全なとき 

（３） 本学の命令により、本学の職員のまま関係会社または関係団体の業務に従事

するとき 

（４） 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合 

（５） 学校、研究所その他本学の認める公共的施設において、その職員等の職務に
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関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する

場合 

（６） その他休職させることを適当と本学が認めたとき 

 

 

 

（休職期間） 

第 19 条  前条の休職期間は、次の範囲内で本学が都度定める。ただし、復職の可能性が低

いと本学が判断した場合は、その休職を認めずまたは期間を短縮することがある。 

 

（１） 前条第 1項第 1号および 2号のとき ＝勤続３年未満  ２ヶ月 

                          勤続５年未満  ３ヶ月 

                          勤続１０年未満 ６ヶ月 

                          勤続１０年以上 １年 

（２） 前条第 1項第 3号のとき      ＝必要と認められる期間 

（３） 前条第 1項第 4号のとき      ＝その事件が裁判所に係属する期間 

（４） 前条第 1項第 5号のとき      ＝必要に応じ、3年を超えない期間 

（５） 前条第 1項第 6号のとき      ＝必要と認められる期間 

 

２ 休職期間中は原則として無給とする。 

 

 

（復職） 

第 20 条 第 18 条第 1 項第 3 号ないし同第 6 号に定める事由により休職を発令された職員に

ついては、前条の休職期間が満了したとき、または満了するまでに休職事由が消滅

したと認める場合に、復職を命じる。 

 

  ２  第 18条第 1項第 1号または第 2号に定める事由により休職を発令された職員が復

職を希望する場合には、所定の手続きにより本学に願い出なければならない。 

 

  ３  第 18 条第 1 項第 1 号または第 2 号に定める事由により休職を発令された職員が、

休職事由が消滅したとして復職を申し出る場合には、通常勤務に服することが可

能であることを証する医師の診断書を提出するものとする。 

 

  ４  第 18 条第 1 項第 1 号または第 2 号に定める事由により休職を発令された職員につい

ては、休職期間満了時までに治癒したと本学が認めた場合に復職させることとする。 

 

  ５  前項の復職の判断にあたり、本学が診断書を作成した医師に対して面談または情

報提供を求めた場合には、職員はこれに協力するものとする。 

 

  ６  本人が診断書を提出した場合であっても、本学は必要があると認めた場合には、

本学が指定する医師への検診を命じる場合があり、職員がこれを拒否したときは、

本学は本人が提出した当該診断書を治癒の有無、休職事由消滅の有無等の判断材

料として採用しないことがある。 

 

  ７  休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は、当然退職とする。 
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  ８  職員が復職後 1 年以内に同一、類似、または関連する事由により欠勤ないし通常

の労務提供をできない状況に至ったときは、復職を取り消し、直ちに休職させる。

この場合の休職期間は、復職前の休職期間の残存休職期間とする。 

 

 

（復帰による休職の中断） 

第 21 条  傷病による休職において、再度の休職の可能性がある場合、復職の可否を判断す

る必要性があると認められる場合、その他必要がある場合には、理事長は前条によ

る復職はさせずに一時復帰として職務に従事させることがある。 

 

  ２  一時復帰期間は 1年以内とし、一時復帰期間中は休職期間は中断するものとし、また

勤続年数に通算するものとする。 

 

  ３  復帰期間中に、復職困難または治癒不十分と認められた場合は、残存休職期間内で再

休職を命じる。ただし、残存休職期間がない場合や残存休職期間内での十分な治癒の

見込みが低いと本学が判断したときは、退職とする。 

 

 

第 4 節 退 職 

 

 

（定年等） 

第 22 条  職員等の定年は、次の各号に定める通りとする。 

（１） 教員           個別の契約による 

（２） 事務職員及び現業職員  満 60歳の誕生日の前日とする 

 

２  定年に達した職員等について、労使協定の定める基準に達する希望者を、定年退職日

の翌日から満 65 歳に達する日（誕生日の前日）を最終終期とする一定期間ごとの契約

を更新することにより継続して雇用する。また、労働条件および更新にかかわる条件

などは、個別に定めるものとする。 

 

３  再雇用に関わる手続その他必要な事項については、「再雇用規程」の定めるところ

による。 

 

 

（退職） 

第 23 条  職員等が、次の各号の一に該当するに至ったときは退職とし、各々下記の日を退

職の日とする。 

 

（１）職員等が死亡したとき 

…死亡した日 

（２）職員等が定年に達したとき 

…前条第 1項に規定する日 

（３）契約職員等の雇用期間が満了したとき 
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…期間満了の日 

（４）職員等の都合により退職を願い出て本学が承認したとき 

…本学が承認して指定した日 

（５）職員等が役員に就任したとき（兼務役員を除く） 

…役員就任日の前日 

（６）無届または正当な理由のない欠勤が１ヶ月以上継続したとき 

… 欠勤開始後 1ヶ月が経過した日 

（７）休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しないとき 

…期間満了の日 

（８）その他、退職につき労使双方合意したとき 

…合意で決定した日 

 

 

（自己都合による退職手続き） 

第 24 条  前条第 4 号により職員等が自己の都合により退職しようとするときは、2 ヶ月以

上前までに、退職願を提出しなければならない。 

 

  ２  退職願を提出した職員等は、本学の指示に従い退職の日まで誠実に業務に従事す

るものとする。 

 

  ３  退職願を提出した職員等は、本学の指示に従い退職までの間に業務の引継ぎを完

了するものとする。 

 

４  前項の業務の引継を怠りまたはこれが不十分であると認められるときは、退職手

続き後といえども懲戒処分を科すことがある。 

 

 

（契約の更新） 

第 25 条  本学が契約職員等と次期の雇用契約について更新または再契約する場合は、次の

基準のすべてについて判断を行った上で期間満了前にその旨通知するものとする。

通知がない場合または期間満了後の新たな労働条件が合意に達しない場合は、期

間満了により自動的に終了するものとする。 

 

（１）契約満了時点の業務の有無または業務量 

（２）従前の期間における目標・期待・成果・役割の達成状況、勤務態度・意欲、

職務能力、就労成績、健康状態、解雇の規定に定める事由等 

（３）本学の経営状態、経営悪化または担当業務消滅等 

（４）次期の新たな条件への合意の有無 

（５）その他上記に準じるまたは上記以外の事項 

 

（退職および解雇時の処理） 

第 26 条  退職または解雇された職員等は、本学から貸与された物品その他本学に属するも

のを直ちに返還し、本学に債務があるときは退職または解雇の日までに精算しな

ければならない。また、返還ができないものについては、相当額を弁済しなければ

ならない。 
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  ２  退職または解雇された職員等は、その在職中に業務上作成、使用、管理等した書

類、個人情報、データ、資料、ＦＤ等の磁気メディア、ハードディスク上のデータ

等は、すべて本学に帰属し、原本、写しの別なく本学の許可なく持ち出したり、破

棄・消去したり、複写・転送したりしてはならない。また、アクセス制限等の設定

されたデータについても、後任の者にパスワードを引き継ぐ等して本学が利用で

きる状態を確保しなくてはならない。 

 

  ３  退職または解雇された職員等は、退職または解雇後も、本学で知り得た秘密、個

人情報、その他の情報を秘密として保持しなければならない。 

 

  ４  退職または解雇された職員等は、離職後といえども、その在職中に担当した職務

もしくは行為についての責任および前項の守秘義務を負うものとし、これらの責

任または義務に違反したことにより本学に損害を与えたときには、退職または解

雇後といえどもその損害を賠償しなければならない。 

 

 

（競業避止義務） 

第 27 条  職員等は、在職中は勿論、退職または解雇された場合であっても離職後 6 ヶ月間

（もしくは別途個別に期間を定めた場合は当該期間）は、本学の承諾なく、同一の

地域内において本学と競合する業務（競業企業、学校法人の所有、経営、運営、合

流、支配、参画、出資、または競業企業、学校法人への就職、助言もしくは役務提

供等をいう）を行なってはならない。また、職員等は、本学の承諾なく、離職後１

年間は本学在職中に知り得た取引先等と自ら取引をしてはならない。 

 

  ２  職員は、入職時または離職時において、前項の競業避止に係る合意書の締結また

は誓約書の提出を求められた場合は、これに応じるものとする。 

 

   

 

（誓約書） 

第 28 条  職員等は、入職時、離職時において、本学から求められた場合は、秘密保持その

他に関わる誓約書を提出しなければならない。この誓約書を提出しない場合また

はこれに違反した場合は、解雇、降職もしくは降格処分に付することがある。 

 

 

 

 

第 5 節 解 雇 

 

 

（解雇） 

第 29 条  職員等が次の各号の一に該当する場合は解雇とする。 

 

（１） 精神または身体に故障があるか、または虚弱、傷病、その他の理由により業

務に耐えられない、または労務提供が不完全であると認められるとき 
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（２） 協調性が不十分で注意・指導しても改善の見込みがないと認められるとき 

（３） 職務の遂行に必要な能力を欠くとき、または不十分であると認められるとき 

（４） 勤務意欲が低いとき、または勤務成績、勤務態度、業務能率などが不良で業

務に適さないと認められるとき 

（５） 欠勤、遅刻、早退または本規則に定める要件もしくは手続きを満たさない休

暇申請等が多く、勤怠が不良であると認められるとき 

（６） 特定の地位、職種、専門能力、または一定の役割を条件として雇入れられた

者で、その能力、適性が欠けると認められるとき 

（７） 求められる期待、成果、役割などが果たせず、改善の見込みがないと認めら

れるとき 

（８） 天災事変その他事由により、事業の継続が不可能となり、雇用を維持するこ

とができなくなったとき 

（９） 本学の職員等としての適格性がないと認められるとき 

（１０） 学生数の減少、職制の改廃、予算額の減少その他の事情によって業

務を縮小する必要があって、過員を生じる場合 

（１１） その他前号に準ずるやむを得ない事由があるとき 

 

 

（解雇予告） 

第 30 条  本学は、次に掲げる者を除き、前条により職員等を解雇する場合は、少なくとも 30

日前に予告をするか、または労働基準法に規定する平均賃金の 30日分に相当する予告

手当を支給して行う。 

 

    （１） 日々雇い入れられる者で 1ヶ月を超えない者 

    （２） 2箇月以内の期間を定めて雇用した者  

    （３） 試用期間中であって入職後 14日以内の者 

    （４） 本人の責めに帰すべき事由によって解雇する場合で、労働基準監督署長の

認定を受けた者 

（５） 天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場

合で、労働基準監督署長の認定を受けた者 

 

  ２  職員等が禁錮以上の刑に処せられたとき、及び免許状等の失効したときは、即時

解雇する。職員等が本学に雇用される際提出した書類に虚偽の記載があったときも

同様とする。 

 

  ３  前項の場合において、労働基準監督署長の認定を得たときは、予告手当てを支給

しない。 

 

  ４  本条第 1 項の予告の日数は、予告手当を支払った日数分を短縮することができる。 

 

 

（解雇制限） 

第 31 条  本学は、次に揚げる期間については解雇しないものとする。 

 

（１） 業務上の傷病による療養のための休業期間およびその後 30日間 

（２） 産前産後休業期間中およびその後 30日間 
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２   天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になった場合、また業務

上の傷病により 3 年を経過しても治癒しない職員等に打切補償を行なった場合（法律

上、打切補償を行なったとみなされる場合を含む）は前項の規定に関わらず解雇する

ことがある。 
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第 3 章  服務規律 
 

第 1 節 服務規律 

 

 

（服務の基本原則） 

第 32 条  職員等は、本学が社会的存在であることに鑑み、その一員たる社会人として、社

会的ルールおよびマナーを当然守らなければならない。 

 

２ 職員等は、本規則およびその他諸規程を遵守し、業務上の指揮命令に従い、自己

の業務に専念し、業績向上に努めるとともに、本学と協力して職場の秩序を維持し

なければならない。 

 

 

（服務心得） 

第 33条  職員等は職場の秩序を保持し、業務の正常な運営を図るため、勤務にあた

り次のような姿勢で臨まなければならない。 

（１） 常に健康に留意し、積極的な態度をもって勤務すること 

（２） 本学の車両、機材、器具その他の備品を大切にし、消耗品等の節約に努め、

書類は丁寧に扱いその保管を厳にすること 

（３） 職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること 

（４） 業務の安全や清潔感に留意した服装、頭髪、身だしなみをすること 

（５） 他の職員等または学生、利用者との間で、非協力的、非協調的、独善的な行

為、態度をとってはならず、適正良好な人間関係を維持すること 

（６） 業務に関する知識と技術の向上に努め、顧客、取引先、特に利用者に対し、

親切・丁寧を旨とし、常に相手の立場を理解尊重して、言葉遣いには細心の

注意を払い、サービス利用者の安心と信頼を得るよう努めること 

（７） 顧客、利用者の個人情報および秘密を守り、情報漏えい、紛失、毀損等の防

止に万全を期すること 

 

２ 職員等は職場の秩序を保持し、業務の正常な運営を図るため、勤務にあたり次の

事項を遵守しなければならない。 

（１） 本学施設内で、賭博その他これに類似する行為を行なわないこと 

（２） 業務を妨害し、または職場の風紀秩序をみださないこと 

（３） 職務上の権限を濫用せず、また就業環境を悪化させないこと 

（４） 酒気をおびて勤務しないこと 

（５） 薬物の影響の残る状態で業務に従事しないこと 

（６） 住所、家庭関係、経歴、健康状態などの本学に申告すべき事項、および各種

届出事項等について虚偽の申告を行なわないこと 

（７） 職務の権限を超えて専断的なことを行なわないこと 

（８） 職務上外を問わず、常に品位を保ち、本学の名誉を害し信用を傷つけるよう

な言動をしないこと 

（９） 本学内外を問わず、在職中または退職後においても、本学、取引先等の機密、

機密性のある情報、ノウハウ、データ、ID、パスワード、あるいはソフトウ
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ェア、業務上の情報、個人情報・個人データおよび本学の不利益となる事項

を他に開示、漏えい、提供しないこと、また無断でコピー等をして学外に持

ち出さないこと 

（１０） あらかじめ本学の許可を受けることなく、本学の業務の範囲に属す

る事項について、著作、講演、インターネット上での表現などを行なわない

こと 

（１１） 本学名や職名を私事に使用しないこと 

（１２） 許可なく職務外の目的で本学の施設、物品等を使用しないこと 

（１３） 職務に関し、私的に不当な金品の授受または経済上の利益を受けな

いこと 

（１４） 本学と利害関係のある取引先から、事前に上司の許可なく飲食など

のもてなしを受けないこと 

（１５） 勤務時間中は職務に専念し、みだりに職場を離れたり、私用電話や

私的行動をとらないこと 

（１６） 勤務時間を遵守し、職場を離れる場合は所在を明らかにしておくこ

と 

（１７） 本学から与えられた電子メールアドレス、アカウント、その他情報

システム上の使用権限等を業務外の目的のために使用しないこと、また本学

の物品やデータ等を許可なく持ち出したりしないこと 

（１８） 本学の許可なく、本学施設内でまたは同僚や関係者に対し、政治活

動、宗教活動、販売・勧誘活動、その他集会、演説、貼紙、放送、募金、署

名、文書配布など、業務に関係のない活動を行なわないこと 

（１９） 名目上のものであるか否かを問わず、本学の承諾なく、他の本学の

役員に就任し、請負契約を締結し、もしくは職員として労働契約を結び、そ

の他営利を目的とする業務を行なったりしないこと 

（２０） 所定の場所以外で、喫煙をしないこと。また、火器を許可なく使用

しないこと 

（２１） 本学、他の職員等および関係取引先の誹謗・中傷、その他社会的評

価を低下させるような言動、噂話などの流布などを行なわないこと 

（２２） 他の職員等を教唆して本規則に反するような行為、秩序を乱すよう

な行為をしないこと 

（２３） 他の職員等と金銭貸借をしないこと 

（２４） 本学の許可なく、自動車、自動二輪車にて通勤しないこと 

（２５） 本学の許可を得ない職員等は、業務上車両を使用、運転しないこと 

（２６） 業務外においても、本学の名誉や信用、品位、その他社会的評価の

低下につながる行動（各種法令・条例に反する行為、他人に迷惑をかける行

為、飲酒運転等）を行なわないこと 

（２７） その他、本学の命令、注意、通知事項を遵守すること 

 

 

（セクシャルハラスメント） 

第 34 条  セクシャルハラスメントは、同じ職場に働く職員等およびその他関係者の働く意

欲を阻害し、職場の秩序を乱し、職場の環境を悪化させるものであり、職員等はい

かなる形でもセクシャルハラスメントに該当するか、該当すると疑われるような

行為を行なってはならない。 
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  ２  セクシャルハラスメントとは、相手方の意に反する性的言動で、それによって仕

事を遂行する上で、一定の不利益を与えるものまたは就業環境を悪化させるもの

をいう。職員等はセクシャルハラスメントに該当するか、該当すると思われる次の

ような言動を行なってはならない。（なお、これらは例示であってこれらに限定す

るものではない。） 

（１） 人格を傷つけかねない、あるいは品位をけがすような言葉遣いをすること 

（２） 性的な関心の表現を業務遂行に混交させること 

（３） 業務外の猥褻な写真・絵画類等を見ることの強要や配布・掲示等をすること 

（４） 相手が返答を窮するような性的な冗談やからかい等をすること 

（５） 執拗な誘い、性的な噂、性的な経験談を相手の意に反して話したり、聞いたり

すること 

（６） 性的関係の強要、不必要な身体への接触、強制猥褻行為等を行なうこと 

（７） その他相手方の望まない性的言動により、円滑な職務の遂行を妨げると判断

されるもの 

 

  ３  職員等は、他の職員等の性的な言動に起因する問題により被害を受けた場合、所

属長、人事部、または役員に対して相談ないし苦情処理を申し立てることができる。

これらを受けた者は、すみやかにその旨の報告、事実関係の調査に着手するととも

に、申立後も被害者がさらなる性的被害を受けないように、また新たな被害が拡大

しないように処置しなければならない。 

 

 

（ほう・れん・そうの義務） 

第 35 条  職務に関連するすべての事項について、職員等は所属長に報告・連絡・相談（ほ

う・れん・そう）し、また他の職員等に対してもあいさつなどを徹底しなければな

らない。 

 

 

第 2 節 出退勤 

 

 

（出退勤） 

第 36 条  職員等は、出勤および退勤に際しては、次の事項を守ること。 

 

（１） 始業時刻には、業務を開始できるように余裕を持って出勤し、終業後は特別

な用務がない限り遅滞なく退勤すること 

（２） 退勤するときは、個人情報およびその他あらゆる情報資産の安全確保を施し、

機械、器具および書類等を整理整頓し、安全火気を確認すること 

（３） 出退勤の際は、所定の勤務表を記録し、出退勤の事実を明示すること。また期

日までに所定の方法により報告すること 

（４） 8時間（または指定された時刻）を超える時間外、休日および深夜に勤務する

場合は、上長または所属長の許可を得ること 

 

   ２  職員等が、日常携帯品以外の品物（特にデータ記録媒体など）を持ち込むときは、

上長または所属長の許可を受けること。また個人情報、機密情報、その他の情報が
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含まれる書類、媒体、機器等を持ち出す場合は、上長または所属長の許可を受けた

上で、その損壊、紛失、盗難等の防止に細心の注意を図り厳重な管理を行なうこと。 

 

 

（入場禁止および退場） 

第 37 条  職員等が、次の各号の一に該当する場合は、職場への入場を禁止し、または退場

を命ずることがある。 

 

（１） 職場内の秩序、風紀を乱すと認められた場合 

（２） 火器、凶器、毒物、薬物等、その他業務に必要のない危険物を携帯している

場合 

（３） 酒気を帯びまたは酒類を携帯する場合 

（４） 精神病、伝染病や感染性の高い疾病（家族が罹患した者も含む）または就業

のため病勢悪化する恐れのある疾病にかかり就業に適しないと認められる

場合 

（５） 業務を妨害し、またはその恐れがあると認められた場合 

（６） 出勤停止懲戒処分を受けている場合 

（７） その他本学が、職場への入場禁止が必要と認めた場合 

 

 

（検査・調査） 

第 38 条  本学は必要に応じて、その理由を明示の上、所持品の検査を行なうことがある。

この場合職員等はこれに応じるものとする。 

 

  ２  職員等の担当・取扱業務の性質、その他業務上の必要性により、本学は必要に応じて、

その理由を明示の上、職員等の信用または身元調査を行なうことがある。この場合職

員等はこれに協力するものとする。 

 

  ３  業務監査またはその他の必要に応じ、本学はあらかじめ本人に通知することなく

職員等のメール、システム使用状況、アクセスログ、その他業務に関する記録等に

ついて、モニタリングまたは調査を行なうことがある。 

 

 

（遅刻、早退、欠勤等） 

第 39 条  職員等が、やむを得ない事由で、遅刻、早退、私用外出または欠勤する場合は、

予め上長または所属長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、事前に承

認を受けることができない緊急の場合は、遅滞なく連絡の上、承認を受けなければ

ならない。 

 

  ２  病気欠勤の場合は、本学はその日数にかかわらず、医師の証明書または診断書等の提

出を求めることがある。 

 

  ３  前項の欠勤をした場合、本人からの申出により本学が必要と認めた場合は、残余

有給休暇、その他の休暇への振替を認めることがある。 
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（無断欠勤） 

第 40 条  理由の有無を問わず、事前の届出をせず、また当日中に連絡せず欠勤したときは、

無断欠勤とする。 

 

  ２  前項の欠勤をした場合、残余有給休暇への振替は認めない。ただし、事情により

本学が承認した場合は、残余有給休暇等への振替を認めることがある。 

 

 

（直行・直帰） 

第 41 条  職員等が出張により、直行または直帰する場合は、事前に上司の承認を受けるも

のとする。 

 

  ２  前項の手続きを取ることが困難である場合には、事後速やかに上司に報告してそ

の承認を受けるものとする。正当な理由のない直行または直帰であると判断され

た場合には、遅刻、早退等とみなし、懲戒処分の対象となり得るものとする。 
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第 4 章  勤 務 
 

第 1 節 就業時間・休憩・休日 

 

 

（労働時間） 

第 42 条  所定労働時間は、1 週間については 40 時間、1 日については 8 時間とする。ただ

し、パートタイマーに関しては、1 週 40 時間、1 日 8 時間の範囲内で個別に定め

る。 

 

  ２  教育職員の始業・終業時刻および休憩時間は次のとおりとするほか、業務の実態に

応じ別に定める始業・就業時刻とすることがある。 

 

始業・終業時刻 休憩時間 

平日 

始業 １３ 時 ００分 

終業 ２２ 時 ００分 

土曜日 

始業  ９ 時 ００分 

就業 １８ 時 ００分 

 

１時間 

※ただし、業務上の必要性がある場合、その他特別の事情により業務上差支

えないと所属長が認めた場合は、上記の定めに関わらず、始業・終業時刻及

び休憩時間を変更することがある。 

 

 

３  事務職員及び現業職員の始業・終業時刻および休憩時間は次のとおりとする。た

だし、パートタイマーに関しては、1 週 40 時間、1 日 8 時間の範囲内で個別に定

める（契約職員についても別途個別に定めた場合はその定めによる）。また、事業

所ごとまたは部署・職種ごとに別に定めた場合は、その定めるところによるものと

する。 

始業・終業時刻 休憩時間 

 

①始業  ９ 時 ００分 

終業 １８ 時 ００分 

または 

②始業 １３ 時 ００分 

就業 ２２ 時 ００分 

の交代制 

 

１時間 

※ただし、業務上の必要性がある場合、その他特別の事情により業務上差支

えないと所属長が認めた場合は、上記の定めに関わらず、始業・終業時刻及

び休憩時間を変更することがある。 
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  ４  職員等は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出する場合は、所

属長に対し、行き先や戻り時刻等その所在に関する連絡を行なわなければならない。

また、自由に利用できるといえども、服務規律に反する行為、職場秩序や風紀を乱

す行為、施設管理を妨げる行為などを行なってはならない。 

 

 

（始業、終業時刻等の変更） 

第 43 条  業務上の必要がある場合または交通ストその他やむを得ない事情がある場合は、

所属長の指示により、全部または一部職員等について、始業、終業の時刻および休

憩の時刻を変更することがある。 

 

 

（休日） 

第 44 条  休日は次の通りとする。ただし、パートタイマーに関しては個別に定める。 

 

（１） 日曜日 

（２） 国民の祝日 

（３） 年末年始（原則として 12月 30日より 1月 3日まで） 

（４） 夏期休暇（毎年 8月の本学がその都度定める 3日間） 

（５） その他、毎年 3月 31日までに年間カレンダーで指定した日 

（６） その他本学が臨時に定めた日 

 

 

（振替休日） 

第 45 条  理事長は、業務の都合上やむを得ない場合には、事前に予告して、前条に定める

所定の休日を他の日に振替えて出勤を命ずることがある。職員等が正当な理由な

くその日に就業しないときは欠勤とする。 

 

 

（事業場外の労働） 

第 46 条  第 42条の規定に関わらず、事業場外での勤務を主とする（直行または直帰を含む

場合など）職員等については、所定労働時間勤務したものとみなす。 

 

２  教育職員が勤務時間の全部又は一部について勤務地以外で業務に従事した場合におい

て、勤務時間を算定し難いときは、所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、

当該業務を遂行するために所定の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合に

おいては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。 

 

 

（専門業務型裁量労働制） 

第 47 条  理事長は業務上の必要がある部門および担当者について、業務遂行の手段および

時間配分などを原則として職員等の裁量に委ねる専門業務型裁量労働制により勤

務させることがある。なお、理事長は必要に応じて企画業務型裁量労働制を適用す

る場合もあり、その場合の取り扱いについては、労使委員会による決議、また別に

定めて行なうものとする。 
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 ２ 前項の専門業務型裁量労働制が適用される職員等は、労使協定で定める。 

 

 ３ 裁量労働制が適用される職員等の始業・終業時刻および休憩時間は、現行の所定始業・

終業時刻、所定休憩時間を基本とする。ただし、業務遂行上の必要による始業・終業時

刻、休憩時間の変更は弾力的に運用するものとし、その時間は適用される職員等の裁

量により設定するものとする。 

 

 ４ 裁量労働制が適用される職員等は、その職務の性質上深夜時間帯の勤務もあるた

め、このような場合は、深夜勤務（午後 10時～午前 5時、以下同じ。）があっても始

業・終業時刻および休憩時間は、繰上げまたは繰り下げして所定労働時間数あるいは

労使協定で定めた時間数勤務したとみなすこととする。 

 

 ５ 裁量労働制が適用される職員等が、指定時刻以降の勤務をする場合は、事前に所属

長に報告し、深夜勤務、または休日勤務をする場合には、事前に所属長の許可を得な

ければならない。 

 

 ６ 前項により許可を受けて、法定外休日に勤務して法定労働時間を超えた場合は時間外

勤務手当を、法定休日に勤務した場合は休日勤務手当を、深夜に勤務した場合は深夜

勤務手当を、賃金規程の定めるところにより支払うものとする。 

 

 ７ 裁量労働制が適用される職員等は、所定の時間までに所属長に出勤予定時刻、そ

の他所在確認等の報告をしなければならない。 

 

 ８ 所属長または指定された者は、裁量労働制が適用される職員等に対して定期的に健

康状態についてヒアリングを行ない、必要に応じて本学に報告しなければならない。

その他の取扱いについては労使協定において定めることとする。 

 

 ９ 育児または介護短時間勤務者、勤怠状況や自己管理に問題があると認められる者、ス

ケジュールや予定の連絡・報告が不十分な者、その他これらに準じて裁量労働に適さ

ない者など、一定の者について理事長はその者の裁量労働制の適用を除外することが

ある。 

 

 １０ その他の取扱いについては労使協定において定めることとする。 

 

 

（時間外労働） 

第 48 条  理事長は、業務の都合により、第 42 条の所定労働時間を超えて、または第 44 条

の所定休日に勤務させることがある。これについては、理事長はあらかじめ職員等

の過半数を代表する者と書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出

るものとする。職員等は、正当な理由なく、時間外または休日労働命令を拒否でき

ない。また、職員等は 8時間を超える時間外、休日および深夜勤務を行う場合は、

事前に上長または所属長の許可を得なければならない。本学の許可なく時間外、休

日または深夜勤務を行った場合、これに対する賃金は支払わない。 

     

２  妊産婦の職員等から請求があった場合は、前項による時間外もしくは休日または
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午後 10時から午前 5時までの間に勤務させない。 

 

 

（非常時災害の時間外労働） 

第 49 条  災害その他避けることのできない事由によって臨時に必要がある場合は、労働基

準法第 33条の定めにより、その必要の限度において法定労働時間を延長し、また

は休日に勤務させることがある。 

 

 

（適用除外） 

第 50 条 管理職（機密の事務取扱者を含む）については、第 45条（振替休日）および第 48

条（時間外労働）に関する規定は適用しない。ただし、管理職は管理監督者として

出退勤の自由は有しているものの、これは勤務しない権利があるわけではなく本

来的に職務専念義務および部下管理責任者としての責務が存在しているものであ

ることに留意する必要がある。 

 

 

第 2 節 休 暇 

 

 

（年次有給休暇） 

第 51 条  所定労働日の 8 割以上出勤した職員等に対しては、次の表のとおり勤続年数に応

じた日数の年次有給休暇を与える。ただし、パートタイマーについては法定どおり

の比例付与とする。 

 

勤続年数 0.5年 1.5年 2.5

年 

3.5

年 

4.5

年 

5.5

年 

6.5 年 以降 1年

経過ごと 

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 20日 

 

  ２  前項の出勤率の算定にあたり、次の各号の期間は労働日に算入し、出勤とみなし

て取り扱う。 

 

（１） 業務上の傷病による休業期間  

（２） 女性職員等の産前産後の休業期間 

（３） 育児・介護休業法に基づく休業期間 

（４） 年次有給休暇を取得した日数（その他の休暇および休職期間は労働日に参入

するが、出勤とはみなさない） 

     また、次の各号の期間は労働日から除外する。 

（１） 本学の都合および不可抗力による休業期間 

（２） ストライキ期間 

 

  ３  職員等が年次有給休暇を行使するときは、原則 2 週間前までに所定の手続きによ

り、所属長に届け出なければならない。ただし、突発的な傷病その他やむを得ない

事由により欠勤した場合で、あらかじめ申請することが困難であったと本学が承

認した場合には、事後のすみやかな届出により当該欠勤を年次有給休暇に振替る
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ことができる。 

 

  ４  年次有給休暇は本人から請求があった時季に与えるものとする。ただし、業務の

都合によりやむを得ない場合、他の時季に変更させることがある。 

 

  ５  年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労働基準法第 39条の規定によ

り、行使する時季を指定することがある。（年次有給休暇の計画的付与） 

 

  ６  当該年度に付与された年次有給休暇でその年度内に行使できなかった場合は、次

年度に限り繰り越すことができる。 

 

  ７  年次有給休暇は当該年度分から使用することとする。 

 

 

（産前産後休業） 

第 52 条  出産予定の女性職員等から請求があった場合は、産前 6 週間以内（多胎妊娠の場

合は 14週間以内）の休暇を与える。なお、職員等は、妊娠の事実や出産予定日等、

判明した都度速やかに本学に届出なければならない。 

 

  ２  産後は請求の有無にかかわらず、出産日の翌日から 8 週間の休暇を与える。ただ

し、産後 6週間を経過し、本人から請求があった場合、医師が支障ないと認めた業

務へ就業させることがある。 

 

  ３  産前産後の休暇は無給扱いとする。 

 

 

（母性健康管理のための休暇等） 

第 53 条  妊娠中または産後１年を経過しない女性職員等から、所定労働時間内に、母子保

健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために、通院休暇の請求があった

場合は、次の範囲で休暇を与える。ただし、この休暇は無給扱いとする。 

 

    （１）産前の場合 

       妊娠 23週まで        ＝４週に１回 

       妊娠 24週から 35週まで    ＝２週に１回 

       妊娠 36週から出産まで    ＝１週に１回 

       ただし、医師等がこれと異なる指示をしたときはその指示により必要な時間 

    （２）産後（１年以内）の場合 

       医師等の指示により必要な時間 

 

２  妊娠中または産後１年を経過しない女性職員等から、保健指導または健康診査に

基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨の申し出があった場合は、次

の措置を講ずることとする。ただし、実際に勤務しなかった時間に対する部分は無

給扱いとする。 

 

    （１）通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、妊娠中の通勤の緩和措置１時

間以内の時差出勤  
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（２）休憩時間について指導された場合は、妊娠中の休憩措置（休憩回数の増加、休

憩時間の延長等）  

（３）妊娠中、出産後の諸症状の発生またはその恐れがあると指導された場合は、

妊娠中、出産後の諸症状に対応する措置（勤務時間の短縮、休業等） 

 

 

（生理日の措置） 

第 54 条  生理日の就業が著しく困難な女性職員等から請求があった場合は、生理休暇を与

える。 

 

２  生理休暇は無給扱いとする。 

 

 

（育児時間） 

第 55 条  生後 1 年未満の子を養育する女性職員等から請求があった場合は、休憩時間の他

に 1日 2回、各々30分の育児時間を与える。 

 

２  育児時間は無給扱いとする。 

 

 

（育児休業等） 

第 56 条  子を養育する職員等から請求があった場合は、育児休業等を与える。 

 

  ２  育児休業等を受けることができる職員等の範囲その他必要な事項については、「育

児・介護休業規程」の定めるところによる。 

 

  ３  育児休業期間は無給扱いとする。 

 

 

（介護休業および介護短時間勤務） 

第 57 条  職員等のうち必要のある者は、本学に請求して介護休業等の適用を受けることがで

きる。 

 

  ２  介護休業等を受けることができる職員等の範囲その他必要な事項については、「育

児・介護休業規程」の定めるところによる。 

 

  ３  介護休業期間は無給扱いとする。 

 

 

（公民権行使の時間） 

第 58 条  選挙その他公民としての権利を行使するため職員等が請求した場合は、公民権行

使の時間を与える。ただし、業務の都合により、時刻を変更する場合がある。 

 

  ２  公民権行使の時間中は無給扱いとする。 
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（裁判員休暇） 

第 59 条  次のいずれかに該当する職員等から事前に届け出があった場合は裁判員休暇を与

える。また、裁判員休暇は原則無給扱いとする。 

 

    （１）裁判員候補者として裁判所に出頭するとき 

（２）裁判員または補充裁判員として裁判審理に参加するとき 

 

  ２  裁判員休暇期間中は有給とする。ただし契約職員等は無給休暇とする。 

 

  ３  裁判員休暇を取得するときは、裁判所からの、裁判員候補者としての出頭日の通

知または裁判員もしくは補充裁判員としての裁判審理参加日の通知から、１週間

以内に、所定の手続により届け出なければならない。事後の届出は受理しないもの

とする。 

 

  ４  裁判員候補者として出頭または裁判員もしくは補充裁判員として裁判審理に参加

した職員等は、休暇期間満了後すみやかに、裁判所が発行する証明書等を提出しな

ければならない。 

 

  ５  本学は、裁判員または補充裁判員の辞退を希望する職員等が、その従事する業務

内容等についての証明を求めた場合は、真正かつ正確な事実を証明する文書の作

成等について協力するものとする。 

 

 

（特別休暇） 

第 60 条  職員が次の各号に該当し所定の様式により所属長に申し出たときは次の日数の範

囲内で有給の特別休暇を与える。なお、特別休暇は原則として続けてとるものとす

る。また、契約職員等には適用しない。 

 

    （１） 本人が結婚するとき（原則、入籍後 3ヶ月以内）    ５日以内 

    （２） 妻が出産するとき                  ２日以内 

    （３） 配偶者、実養父母、または子が死亡したとき      ５日以内 

    （４） 本人の二親等の親族（血族）が死亡したとき      ３日以内 

    （５） 本人の伯父母、配偶者父母または兄弟姉妹が死亡したとき ２日以内 

    （６） その他前各号に準じ、かつ本学が認めたとき     必要と認めた期間 

 

 

（転勤休暇） 

第 61 条 職員等が転勤を命ぜられ、そのため、住居を移転するときは次の区分により転勤休

暇を与える。 

① 世帯主の場合（世帯ごと転居する場合）２日以内 

② 単身者の場合（単身で転居する場合） １日以内 
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第５章 給 与 等 
 

 

（給与） 

第 62 条  賃金に関する事項については、「給与規程」に定める。 
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第６章  安全衛生・災害補償 
 

第 1 節 安全衛生 

 

 

（安全衛生管理基本事項） 

第 63 条  本学は、法令の定めるところにより、職場の安全衛生管理にあたらせるために、

必要な管理者の選任を行なう。 

 

  ２  職員等は、次の事項を遵守するほか、職場の安全衛生のために本学が行なう指示

に従わなければならない。 

 

（１） 電気、水道、ガス等を使用したものは、その後始末を確認すること 

（２） 喫煙は、所定の場所以外で行わないこと 

（３） 通路、階段、避難口等に物品を置かないこと 

（４） 服装は、業務に適したものにすること 

（５） 事故発生時の緊急連絡方法、応急措置等を熟知しておくこと 

 

  ３  本学は、安全衛生管理のために必要と認められる場合には、本規則とは別に規程

を定めることがある。 

 

 

（安全管理） 

第 64 条  職員等は、法令等で定められた安全保全に関する事項を厳守し、職場の災害事故

防止に努めるものとする。 

 

 

（衛生管理） 

第 65 条  職員等は、法令等で定められた衛生に関する事項を厳守し、職場の衛生に努める

ものとする。 

 

 

（火災予防） 

第 66 条  職員等は、火災予防について日常責任をもって次の各号を厳守しなければならな

い。 

 

    （１）火気および引火源に注意し、火災予防に努めること 

    （２）所定の場所以外で喫煙、たき火、火気の取扱いをしないこと 

    （３）通路、非常口並びに防火設備のある場所を熟知し、障害物となる物品を置か

ないこと 

    （４）油脂またはこれに類する可燃物品は慎重に取扱うこと 

 

 

（設備機材の点検、取扱い） 
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第 67 条  職員等は、設備機材等を就業前後に必ず点検し、異常を発見したときは速やかに

管理責任者、所属長に報告しなければならない。 

 

 

（災害発生時の処置） 

第 68 条  職員等は、火災その他非常災害の発生を発見し、またはその危険があることを知

ったときは、臨機の処置をとるとともに直ちにその旨を管理責任者、所属長、その

他居合わせた者に連絡し、その被害を最小限に止めるよう努めなければならない。 

 

 

（健康診断） 

第 69 条  本学は、常時雇用する職員等に対し毎年 1 回（深夜労働その他労働安全衛生規則

13 条 1 項 2 号に定める業務に従事する者については、6 ヶ月に 1 回）健康診断を

行なう。また、必要と認められる場合には、全部または一部の職員等に対して臨時

に行なうことがある。 

 

  ２  職員等は、正当な理由なく、前項の健康診断を拒むことはできない。ただし、自

己の費用により他の医師の診断を受け、その結果を証する書面を提出したものに

ついては、この限りではない。 

 

  ３  第１項の健康診断の結果、要注意者として診断を受けた職員等については、時間

外および休日労働の禁止、就業禁止の措置を講ずることがある。 

 

 

（指定医健診） 

第 70 条  職員等が次の各号のいずれかに該当する場合、本学は職員等に対し、本学の指定

する医師の健康診断または面接を受けさせることがある。なお、これは業務上の必

要性に基づくものであるため、職員等は正当な理由なくこれを拒むことはできな

い。 

 

（１） 傷病欠勤が連続 4日を超える場合 

（２） 長期の傷病欠勤後出勤を開始しようとする場合 

（３） 傷病を理由にたびたび遅刻・早退・欠勤・休暇行使する場合 

（４） 傷病を理由に就業時間短縮または休暇、職種もしくは職場の変更を希望する

場合 

（５） 業務の能率、勤務態度等により、身体または精神上の疾患に罹患しているこ

とが疑われる場合 

（６） 海外で勤務する職員等で、必要があると認めた場合 

（７） 一定の期間内の、時間外、休日、深夜勤務が長時間になった場合 

（８） その他、本学が必要と認めた場合 

 

 

（労務提供受領拒否） 

第 71 条  職員等が次の疾病に罹患した場合（職員等と同居する家族等が罹患した場合を含

む）、本学は当該職員等の労務提供の受領を拒否することができる。 

 



就業規則                        学校法人先端教育機構 

28 

 

（１） 法定伝染病、感染性の高い疾病 

（２） 精神病または精神疾患、そううつ病 

（３） 勤務により症状悪化のおそれのある疾患、他の職員等の健康に影響を与える

疾患 

 

 

（自己保健義務） 

第 72 条  職員等は、日頃から自らの健康の維持・増進・傷病予防に努め、健康に何らかの

問題を感じた場合は、進んで医師の診療を受けるなどの措置を講じ、本学に申し出

てその回復のための療養に努めなければならない。 

 

 

（健康確保措置） 

第 73 条  本学は、職員等の健康および福祉を確保するために、代休行使の指示、年次有給

休暇の行使勧奨、労働時間短縮の指示、その他必要な措置、調査等を講じることが

できる。職員等は本学の措置に協力し、また従わなければならない。   

 

 

第 2 節 災害補償 

 

 

（災害補償） 

第 74 条  職員等が業務上において負傷、疾病、障害（以下「業務上傷病」という）または

死亡したときは、労働基準法の定めるところにより災害補償を行なう。 

 

 

（打切補償） 

第 75 条  業務上傷病により前条の補償を受ける職員等が、療養開始後 3 年を経過しても、

負傷または疾病が治癒しない場合は、法の定めるところにより、打切補償（労災法

による同等とみなされる補償を受けた場合も含む）を行ない、その後の補償は行な

わない。 

 

 

（災害補償と法令） 

第 76 条  職員等が同一の事由について、労働者災害補償保険法その他法令による給付を受

ける場合は、その金額を限度として、本学は本節の規定に基づく補償を行なわない。 

 

 

（上積補償等） 

第 77 条  職員等が労災上積保険、弔慰金、見舞金その他名称を問わず、業務上の災害によ

り、本学から労災保険以外の給付を受ける場合は、その金額の範囲の民事損害賠償

請求権を放棄したものとする。また、この上積補償を受ける権利は、譲渡または担

保に供してはならない。 
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第７章  福利厚生・教育研修 
 

第 1 節 福利厚生 

 

 

（福利厚生制度） 

第 78 条  本学は職員等の福利厚生に関して、サークル活動援助、貸付金制度、職員用住宅

または寮、その他について措置を講じることがある。ただし、本学はその裁量によ

り適宜これらに関する制度等を改廃でき、職員等にこれらの維持・存続または改廃

等の具体的な権利が生じるものではない。 

 

 

（慶弔金） 

第 79 条  職員の慶事および弔事に対して、本学はその裁量により慶弔金を支給することが

ある。ただし、契約職員等には適用しない。 

 

 

第 2 節 教育研修 

 

 

（教育研修） 

第 80 条  本学は、職員等に対して、業務に関する知識を高め、スキルの向上を図るために

必要な教育を行なう。 

 

  ２  職員等は、本学から教育の受講を命じられたときは、正当な理由なくこれを拒む

ことはできない。 

 

 

（自己啓発義務） 

第 81 条  職員等は、自ら進んで自己啓発に努め、自己研鑽および自己の職業能力開発・向

上に積極的に取り組まなければならない。 
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第８章  表彰および懲戒 
 

第 1 節 表彰 

 

 

（表彰） 

第 82 条  理事長は、職員等が次の各号の一に該当する場合には、その都度審査の上表彰す

る。 

 

（１） 業務上有益となる発明、考案または検索をしたとき。 

（２） 本学の災害を未然に防止し、または災害に際して本学の損害を軽減して抜群

の働きをしたとき。 

（３） 業務熟達または技術優秀であり抜群の勤務成績を上げ、品行方正かつ誠実で

他の規範と認められたとき。 

（４） 社会的に本学の名誉となるような善行をしたとき。 

 

 

（勤続表彰） 

第 83 条 職員が永年勤続し成績良好である場合は、審査の上表彰を行うとともに、次のリフ

レッシュ休暇を与える。なおリフレッシュ休暇は有給とする。 

 

（１） １０年勤続    １０日間 

（２） １５年勤続    ２０日間 

（３） ２０年勤続    ４０日間 

（４） ２５年勤続    ６０日間 

 

 

（表彰の方法） 

第 84 条 表彰は、賞状のほか記念品または賞金を授与してこれを行う。 

 

 

第 2 節 懲戒 

 

 

（懲戒の種類、程度） 

第 85 条  懲戒の種類は、その情状により次のとおりとする。 

 

    （１）戒告   書面で将来を戒める。 

    （２）減給   1回につき平均給与の 1日分の半額、総額においては一給与支払期

の給与総額の 10分の 1を超えない範囲で減給する。 

    （３）出勤停止 10日以内の出勤を停止する。その期間の給与は支払わない。 

    （４）降格   役職を解任し、または賃金等級もしくはレベルを引き下げる。 

    （５）諭旨解雇 懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められるとき
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は退職願を提出するように勧告して解雇する。ただし、勧告に従わ

ないときは懲戒解雇とする。 

    （６）懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において、所

轄労働準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない。 

 

 

（懲戒の事由） 

第 86 条  職員等が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、戒告、減給、出勤停止ま

たは降格とする。 

（１） 無届または正当と認められる理由なく、欠勤をしたとき 

（２） 正当と認められる理由なく、しばしば遅刻、早退、あるいはみだりに任務を離

れるなど誠実に勤務しないとき 

（３） 過失により本学に損害を与えたとき 

（４） 虚偽の申告、報告、または届出を行なったとき 

（５） 報告事項を疎かにした、もしくは虚偽報告を行なった場合 

（６） 職務上の指揮命令に従わないとき 

（７） 素行不良で、本学の秩序または風紀を乱したとき（他の職員等との協調性が

低い場合、セクシャルハラスメントによるものを含む） 

（８） 暴行、脅迫、傷害、暴言またはこれに類する行為や、その他本学の職員等また

は学生、顧客、関係取引先に権利侵害となる行為（セクシャルハラスメントに

よるものを含む）をしたとき 

（９） 業務上外において、本学または本学の職員等としての名誉や信用、品位、その

他社会的評価を低下させるような行為（各種法令・条例に反する行為、他人に

迷惑をかける行為、飲酒運転など）があったとき 

（１０） 本学のコンピューター、電話（携帯電話を含む）、ファクシミリ、イ

ンターネット、電子メール等を無断で私的に使用したとき 

（１１） 過失により本学の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状

態等にしたとき、無断で持ち去ったとき、または各種メディア、ハードディス

ク等の情報を消去または使用不能の状態にしたとき 

（１２） 本学および本学の職員等、または顧客、関係取引先を誹謗・中傷し、

または虚偽の風説を流布・宣伝したとき 

（１３） 本学および本学の職員等、または顧客、関係取引先の秘密、個人情

報、その他の情報を破壊、滅失、紛失、漏えい、第三者提供等をしたとき、あ

るいは行なおうとしたとき 

（１４） 職務に対する熱意・誠意がなく、怠慢と認められるとき 

（１５） 職務の怠慢または監督不行届きのため、災害、傷病、その他事故を

発生させたとき 

（１６） 職務権限を越えて重要な契約を行なったとき 

（１７） 信用限度を超えて取引を行なったとき 

（１８） 偽装、架空、未記帳の取引または処理等を行なったとき 

（１９） 部下に対して、必要な指示・注意・指導を怠ったとき 

（２０） 部下の、懲戒に該当する行為に対し、監督責任があるとき 

（２１） 引継ぎ義務またはほう・れん・そうの義務を怠ったとき 

（２２） 第 3 章（服務規律）第１節（服務心得）、同第 2 節（出退勤）に違

反したとき 

（２３） 本学の倫理行動規範その他行動指針に定める諸要件の不履行・不遵
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守があるとき 

（２４） その他本規則、諸規程、その他誓約書等に違反し、または前各号に

準ずる不都合、危険な行為、不正な行為、過失があったとき 

 

  ２  職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、諭旨解雇または懲戒解雇に処す

るものとする。ただし、情状により減給または出勤停止とすることがある。 

 

（１） 事前届出および正当と認められる理由なく、欠勤が 7 日以上（連続していな

い場合も含む）におよび、出勤の督促に応じないまたは連絡が取れないとき 

この際、行方が知れず懲戒解雇処分の通知が本人に対してできない場合は、家族

や届出住所への郵送により懲戒解雇の通知が到達したものとみなす 

（２） 正当と認められる理由なく、しばしば遅刻、早退、欠勤を繰り返し、再三の注

意を受けても改めないとき 

（３） 故意または重大な過失により、本学に重大な損害を与えたとき 

（４） 重要な経歴を偽り採用されたとき、および重大な虚偽の届出・申告を行なっ

たとき 

（５） 重要な報告を疎かにし、もしくは虚偽報告を行なった場合 

（６） 正当な理由なく、配転・出向命令などの職務命令に従わないとき 

（７） 素行不良で、著しく本学内の秩序または風紀を乱したとき（他の職員等との

協調性がない場合、セクシャルハラスメントによるものを含む） 

（８） 暴行、脅迫、傷害、暴言等の犯罪行為その他本学の職員等または顧客、関係取

引先に重大な権利侵害となる行為（セクシャルハラスメントによるものを含

む）をしたとき 

（９） 業務上外において、本学または本学の職員等としての名誉や信用、品位、その

他社会的評価を低下させるような重大な行為（法令に反する行為、他人に多

大な迷惑をかける行為、飲酒運転による事故）があったとき 

（１０） 本学に属するコンピューターによりインターネット、電子メール等を無断で

私的に使用して猥褻物等を送受信し、あるいは他人に対する嫌がらせ、セク

シャルハラスメント等反社会的行為をしたとき 

（１１） 故意または重大な過失によって本学の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使

用不能の状態等にしたとき、重要な物品を無断で持ち去ったとき、または各

種メディア、ハードディスク等の本学にとって重要な情報を消去または使用

不能の状態にしたとき 

（１２） 本学および本学の職員等、または顧客、関係取引先を誹謗・中傷し、または

虚偽の風説を流布・宣伝し、本学業務に重大な支障を与えたとき 

（１３） 本学および顧客または関係取引先の重大な秘密、個人情報、その他の情報を

破壊、滅失、紛失、漏えい、第三者提供等をしたとき、あるいは行なおうと

したとき 

（１４） 再三の注意・指導にもかかわらず、職務に対する熱意・誠意がなく、怠慢で

業務に支障がおよぶと認められるとき 

（１５） 職務の怠慢または監督不行届きのため、重大な災害、傷病、その他事故を発

生させたとき 

（１６） 職務権限を越えて重要な契約を行ない、本学に損害を与えたとき 

（１７） 信用限度を超えて取引を行ない、本学に損害を与えたとき 

（１８） 偽装、架空の取引または処理等を行ない、本学に損害を与えまたは本学の信

用を害したとき 
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（１９） 本学内における窃盗、横領、背任、傷害等刑法等の犯罪に該当する行為があ

ったとき 

（２０） 刑罰法規の適用を受け、または刑罰法規の適用を受けることが明らかとなり、

本学の信用を害したとき 

（２１） 会計、経理、決算、契約にかかわる不正行為または不正と認められる行為な

ど、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行ない、本学の信用

を害すると認められるとき 

（２２） 引継ぎ義務またはほう・れん・そうの義務を怠り、本学に損害を及ぼしたと

き、または業務に重大な支障を及ぼしたとき 

（２３） 前項の懲戒を受けたにもかかわらず、あるいは再三の注意・指導にもかかわ

らず改悛または向上の見込みがないとき 

（２４） 第 3章（服務規律）第１節（服務規律）、同第 2節（出退勤）に違反する重

大な行為があったとき 

（２５） 本学の倫理行動規範その他行動指針に定める重要な諸要件の不履行・不遵守

があるとき 

（２６） 反社会的団体またはその構成員と不適切な関係を持っていることが判明し、

本学が当該関係を断つよう指示したにも拘らずこれに従わないとき。 

（２７） その他本規則、諸規程、その他誓約書等に違反し、または前各号に準ずる行

為があったとき 

 

 

（損害賠償） 

第 87 条  職員等が、故意、または過失によって、本学に損害を与えた場合はその全部また

は一部を賠償させることがある。ただし、これによって懲戒を免れるものではない。

また、退職後といえどもその在職中の行為に起因する損害についても同様とする。 

 

 

（自宅待機・就業拒否） 

第 88 条  本規則に違反する行為があった場合またはあったと疑われる場合、もしくは職場

秩序の維持など業務上必要があると認められる場合には、職員等に対し自宅待機

を命ずることがある。自宅待機を命じられた職員等は、勤務時間中、自宅に待機し、

出勤を求められれば直ちにこれに応じられる態勢をとるものとし、正当な理由な

くこれを拒否することはできない。 

 

   ２ 前項に拘わらず、職員等の行為が懲戒解雇事由に該当ないしその恐れがある場合、

不正行為の再発の恐れがある場合、証拠隠滅の恐れがある場合などは、調査・審議

決定するまでの間、就業を拒否することがある。この場合、その期間中は給与を支

給しない。 

 

 

（顛末書） 

第 89 条 理事長は、懲戒処分とともにまたはこれに先立ち顛末書の提出を命じることがあ

り、顛末書の提出を命じられた職員はこれに誠実に応じるものとする。 
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第９章  雑 則 
 

 

（特許、発明、考案等の取扱い） 

第 90 条  職員等が本学における自己の現在または過去における職務に関連して発明、考案

等をした場合で本学の要求があれば、特許法、実用新案法、意匠法等により特許、

登録を受ける権利を、またはその他の権利を、その価値の有無に関わらず、本学に

譲渡、継承するものとする。 

   

２  職員等が職務上作成・公表した著作物およびプログラム著作物は、職務著作とし

てその権利は本学に帰属するものとする。また、職員等は求めに応じ、本学と「著

作権保護契約書」を締結しなければならない。 

 

 

（その他の自宅待機命令） 

第 91条  第 88条の自宅待機に関する定めの他に､経営上または業務上必要がある場合には、

労働日において自宅待機・一時帰休（休業）を命ずることがある。自宅待機・一時

帰休を命じられた職員等は、勤務時間中、自宅に待機し、出勤を求められれば直ち

にこれに応じられる態勢をとるものとし、正当な理由なくこれを拒否することは

できない。また、自宅待機中は、60％の休業手当または通常の給与を支払うものと

する。なお、労働日以外の日については、ここでいう休業とはならない。 

 

 

（個人情報の取扱いについて） 

第 92 条  職員等は、個人情報の保護に関する法律で規定された個人情報の扱いについては、

細心の注意を払い同法および本学の個人情報保護に関する規定に準拠して、漏え

い・目的外利用等を行ってはならず、これらに違反した場合は懲戒処分を行うこと

がある。 

 

 

（営業秘密の取扱いについて） 

第 93 条  職員等が退職後に同業他社へ就職する場合、本学が指定し、また不正競争防止法

で規定される営業秘密、およびこれに準ずる情報について、故意、または過失によ

り、取得、開示、利用した場合は、損害賠償請求を行なうことがある。 

 

 

（身分証明証および職員章） 

第 94 条  本学は職員、および必要に応じて契約職員等に所定の身分証明証および職員章を

交付する。 

 

２  前項の交付を受けた職員等は常にこの身分証明証および職員章を所持着用しなけ

ればならない。 

 

３  職員等がこれらを紛失したときは、事由を具し再交付願いを提出し、再交付を受

けなければならない。この場合職員章についてはその代金を徴収する。 
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４  職員等がその資格を喪失したときは、速やかに身分証明証および職員章を返納し

なければならない。 

 

５  身分証明証は、毎年４月１日をもって新年度版として再交付する。その際、職員

等は、1ヶ月以内に撮影した写真を提出しなければならない。 
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附    則 

 

 

（１） 本規則は平成 24年 4月 1日から施行する。 

（２） 本規則は、業務上の必要性、経営状態や社会経済情勢等の変化に伴い、随時改廃

する。 

 

 

 

 

 

 



1 

資料 3 

「修了審査委員会」規程（変更案） 

規程第 4-2 号 

本規程は、学則第 26 条に示した「修了要件」ならびに「修了審査」について定めるも

のである。 

第１項 各研究科の２年の課程を修了しようとするものは、「修了審査委員会」（以下、委員会）に

よる「修了審査」を受けなければならない。「委員会」は当該学生２年次の後期（おおむね

１月）に開催する。 

第２項 委員会は、各研究科長を長とし、研究科専任教員３名以上５名以内をもって構成する。う

ち、広報・情報研究科においては当該学生が「演習・指導科目」を履修する教員１名以

上、実務教育研究科においては「展開科目」を担当する教員１名以上の参加を要する。

（演習・指導教員は院生の履修状況により２名の場合もある）。 

第３項 修了審査にあたっては、学生の申し出により、事務局によって「判定表」個表を作成し、こ

れを審査資料として「委員会」に提出にしなければならない。 

第４項 「判定表」は、①成績状況（科目評価、レポート評価、演習評価）、②履修状況（取得単位

数、履修科目）、③出席状況（授業出席、討論参加）の三分野からなり、事務局が学生と

教員の双方からの資料をもとに作成する。 

第５項 委員会は、この「判定表」をもとに意見交換し、それぞれ採点して修了の合否を決定する。

合否ラインは、すべての委員が 100 点満点中 60 点以上の評価とする。 

第６項 審査にあたっては、判定内容の確認や意見聴取のため学生との面談をおこなうこともあ

る。また、合格点に満たない学生には履修指導を行なう。 

この規程の定めにないこと、または規程の改変は「教授会」の議を経て研究科長が決定する。 

附                       則 

１ 本付随規程は平成２９年４月１日から施行する 

２ 本規程は学則の付随規定から除し「修了審査委員会」規程として令和２年４月１日か

ら一部改正施行する 

３ 本規程は学則令和３年４月１日から施行する 
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【資料4-2】 実務教育研究科履修モデル２：組織学習領域
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４ 月 ５ 月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1

A

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

入学式 憲法記念日 みどり の日 こどもの日

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

昭和の日

A

30 31

B

6月 7月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

海の日

A

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

8月 9月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

A A

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

山の日 みなし 水曜 2年次中間報告会

水B

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

休館 休館 休館 休館 休館

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

敬老の日 秋分の日

29 30 31 26 27 28 29 30

前
期
・
夏
季
集
中

夏
季
集
中
・
後
期

A

前
期

前
期

A

B

B

オリ エンテーショ ン（ A・ B）

前
期

前
期

令和3年度　 学年暦

B

導
入
集
中 導入集中授業 A

B

A

A

B

オリ エンテーショ ン（ A・ B）

B

A

B

B B

A
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10月 11月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

文化の日 2年次中間審査会

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

スポーツの日

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

勤労感謝の日

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

A

12月 1月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1

元日

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

成人の日

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

B

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

休館 休館 休館 休館 休館

A A

30 31

B

2月 3月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

建国記念日

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

天皇誕生日 1年次中間報告会 春分の日

27 28 27 28 29 30 31

A

A・ B

A B

A

A B

B

A

A

B

A

B

B（ ご注意く ださ い）

A

後
期

後
期

後
期
・
春
季
集
中

春
季
集
中

最終審査会

最終審査会予備日

後
期

後
期

B

A

A

2
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【資料 6】修了までのスケジュール表 

時期 事項 

１
年
次 

4 月 ・入学式

・導入集中授業

・オリエンテーション

・前期授業開始

8 月 ・前期授業終了

10 月 ・オリエンテーション

・後期授業および「探究基礎演習」開始

1 月 ・「2 年次ゼミ選択説明会」開催 

2 月 ・後期授業および「探究基礎演習」終了 

・「1 年次中間報告会」開催

3 月 ・研究指導教員決定

２
年
次 

4 月 ・オリエンテーション

・前期授業および「探究演習」開始

8 月 ・前期授業終了

・「2 年次中間報告会」開催

10 月 ・オリエンテーション

・後期授業開始

11 月 ・「2 年次中間審査会」開催

2 月 ・後期授業および「探究演習」終了

・「2 年次最終研究審査会」開催、合格者に「探究演習」の単位認定 

・「修了審査委員会」による合議

3 月 ・教授会における修了判定の諮問

・課程修了の認定について、学⾧に報告

・修了式（学位授与）
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教育・研究倫理規程 
学校法人先端教育機構 

規程第 1－5 号 
（目的） 

第１条 この規程は、本法人が設置する大学（以下「本学」という。）における教育活動

および学術研究の信頼性と公正性が確保されることを目的として、本学教員が遵

守すべき事項を定める。 

   

（対象） 

第 2 条 本規程の対象は、本学の専任教員および兼任教員（以下、「教員」という）を対

象とする。 

 

（教員の責務） 

第 3 条 教員は、自身の専門分野と社会連携及び貢献を意識し研究活動を行い、たえず自

己研鑽に努めなければならない。 

2 教員は、その研究活動において、文化、慣習、伝統、規範の多様性の理解と尊重に努

めなければならない。また、同活動において、性別、人種、出自、地位、思想、宗教の

多様性の理解と尊重に努めなければならない。 

3 教員は、他の研究者の人格並びに学問的立場を尊重しなければならない。 

4 教員は、自身の研究活動の計画、内容、進捗状況等を簡潔に説明できるよう努めなけ

ればならない。 

5  教員は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他

者による不正行為の防止に努めなければならない。 

6 教員は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講しなけれ

ばならない。 

7 教員は、研究成果の公表並びに社会への還元に努めなければならない。 

8 教員は、研究成果及び研究の進捗状況等に関して、自己点検を行い、研究活動の達成

状況等の報告に努めなければならない。 

 

（研究費の取扱） 

第 4 条 教員は、研究費ごとに定められた規則に従い、研究費の適正な使用に努めなけれ

ばならない。 
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（公的資金を用いた研究活動の不正行為の防止） 

第５条 教員は、公的資金を用いた研究活動においては、研究活動上の不正行為の防止及

び対応に関する規程に従い、不正行為の防止に努めなければならない。 

 

（研究成果の発表） 

第 6 条 教員は、研究の成果を社会に還元し、社会貢献に寄与するため、研究成果を公表

するよう努めなければならない。 

 

（教育活動の原則） 

第 7 条 教員は、たえず教育内容の充実を図り、教育力の向上に努めなければならない。 

2 教員は、本学が実施する FD 活動等に積極的に参加するものとする。 

3 教員は、授業評価アンケート等の授業評価を真摯に受け止め、授業の改善に努めるも

のとする。 

4 教員は、院生の構想する事業に対しては第三者として関与することを原則とし、学長

の許可なく、院生が所属または経営する企業・団体等の役員・顧問等に就任することや、

投融資、保証人の引き受けを行ってはならない。 

5 教員は、院生から個人的に報酬や金品を受け取ってはならない。 

6 本規程のほか、ハラスメント防止に関する規程、就業規則、特任教授服務規程、客員

教授服務規程を遵守するものとする。 

 

（利益相反） 

第 8 条 教員は、関連する個人及び組織等の利害関係に注意を払い、利益相反が発生する

場合、適切に対応しなければならない。 

 

（規程の改廃） 

第９条 本規程の改廃は、理事会の議決を経なければならない。 

 

附則 

本規程は、2019 年 8 月 28 日より施行する。 
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資料 8 

研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程 

 

学校法人先端教育機構 

規程第 1-6号 

 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、本法人が設置する大学（以下、「本学」という）における公的資金を用

いた研究活動において、研究活動上の不正行為の防止及び不正行為が生じた場合にお

ける適正な対応について必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 研究活動上の不正行為 

① 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、

捏造、改ざん、又は盗用。 

・捏造：存在しないデータ、研究結果等を作成すること 

・改ざん：研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって

得られた結果等を真正でないものに加工すること 

・盗用：他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または

用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用すること 

② ①以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照ら

して研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの 

(2) 研究者等 

本学に雇用されている者及び本学の施設や設備を利用している者のうち、公的資金を

用いた研究に従事している者又は携わる者 

(3) 部局 

本学に設置される研究科および研究機関 

 

（研究者等の責務） 

第３条 研究者等は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、ま

た、他者による不正行為の防止に努めなければならない。 

２ 研究者等は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講し

なければならない。 
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３ 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可

能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を 10年

間、適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示

しなければならない。 

 

第２章 不正防止のための体制 

（総括責任者） 

第４条 学長は（本法人が設置する大学が複数ある場合には各学長を指すものとし、以下同

じ。）、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、自己が所属する大学全体を統括

する権限と責任を有する者として、公正な研究活動を推進するために適切な措置を

講じるものとする。 

（部局責任者） 

第５条 研究科長および研究所所長は、当該部局における研究倫理の向上及び不正行為の

防止等に関する責任者として、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じ

るものとする。 

（研究倫理教育責任者） 

第６条 学長は、研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ者とし

て研究倫理教育責任者を置くものとする。 

２ 研究倫理教育責任者は、当該部局に所属する研究者等に対し、研究者倫理に関する教

育を定期的に行わなければならない。 

 

第３章 告発の受付 

（告発の受付窓口） 

第７条 告発又は相談への迅速かつ適切な対応を行うため、法人本部内に受付窓口を置くも

のとする（以下「告発窓口」という。）。 

（告発の受付体制） 

第８条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、ファクシミリ、

電子メール、電話又は面談により、告発窓口に対して告発を行うことができる。 

２ 告発は、原則として、顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は

研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明

示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。 

３ 告発窓口の責任者は、匿名による告発について、必要と認める場合には、学長と協議

の上、これを受け付けることができる。 

４ 告発窓口の責任者は、告発を受け付けたときは、速やかに、学長に報告するものとす

る。学長は、当該告発に関係する部局の責任者等に、その内容を通知するものとする。 

５ 告発窓口の責任者は、告発が郵便による場合など、当該告発が受け付けられたかどう

かについて告発者が知り得ない場合には、告発が匿名による場合を除き、告発者に受け
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付けた旨を通知するものとする。 

６ 新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、不正行為の疑

いが指摘された場合（研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ

等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、

不正とする合理的理由が示されている場合に限る。）は、学長は、これを匿名の告発に

準じて取り扱うことができる。 

 

（告発の相談） 

第９条 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑

問がある者は、告発窓口に対して相談をすることができる。 

２ 告発の意思を明示しない相談があったときは、告発窓口は、その内容を確認して相当

の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとす

る。 

３ 相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不

正行為を求められている等であるときは、告発窓口の責任者は、学長に報告するものと

する。 

４ 第３項の報告があったときは、学長は、その内容を確認し、相当の理由があると認め

たときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。 

 

（告発窓口の職員の義務）  

第 10条 告発の受付に当たっては、告発窓口の職員は、告発者及び被告発者の秘密の遵守そ

の他告発者及び被告発者の保護を徹底しなければならない。 

２ 告発窓口の職員は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書

面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後

に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。 

３ 前２項の規定は、告発の相談についても準用する。 

 

第４章 関係者の取扱い 

（秘密保護義務） 

第 11 条 この規程に定める業務に携わる全ての者は、業務上知ることのできた秘密を漏ら

してはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。 

２ 学長は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の

公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘

密の保持を徹底しなければならない。 

３ 学長は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被告発者の了解を

得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、告

発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要と
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する。 

４ 学長又はその他の関係者は、告発者、被告発者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知

をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプライバ

シー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。 

 

（告発者の保護） 

第 12 条 部局の責任者は、告発をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化や差

別待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。 

２ 本学に所属する全ての者は、告発をしたことを理由として、当該告発者に対して不利

益な取扱いをしてはならない。 

３ 学長は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、教員任免規程およ

び就業規則その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。 

４ 学長は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に

当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該告発者に不利益

な措置等を行ってはならない。 

 

（被告発者の保護） 

第 13条 本学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをも

って、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

２ 学長は、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合

は、教員任免規程および就業規則その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課

すことができる。 

３ 学長は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者の

研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該被告発者

に不利益な措置等を行ってはならない。 

 

（悪意に基づく告発） 

第 14条 何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。本規程において、悪意に基づく告

発とは、被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害するため等、専ら被告発者に

何らかの不利益を与えること又は被告発者が所属する組織等に不利益を与えることを

目的とする告発をいう。 

２ 学長は、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名の公表、

懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。 

３ 学長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、

その措置の内容等を通知する。 

 

第５章 事案の調査 
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（予備調査の実施） 

第 15 条 第８条に基づく告発があった場合又は本学がその他の理由により予備調査が必要

であると認めた場合は、学長は予備調査委員会を設置し、予備調査委員会は速やかに予

備調査を実施しなければならない。 

２ 予備調査委員会は、３名以上の委員によって構成するものとし、学長が指名する。 

３ 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調

査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことがで

きる。 

４ 予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保

全する措置をとることができる。 

 

（予備調査の方法） 

第 16条 予備調査委員会は、告発された行為が行われた可能性、告発の際に示された科学的

理由の論理性、告発内容の本調査における調査可能性、その他必要と認める事項につい

て、予備調査を行う。 

２ 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発についての予備調

査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として

調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。 

 

（本調査の決定等） 

第 17 条 予備調査委員会は、告発を受け付けた日又は予備調査の指示を受けた日から起算

して原則 30 日以内に、予備調査結果を学長に報告する。 

２ 学長は、予備調査結果を踏まえ、速やかに、本調査を行うか否かを決定する。 

３ 学長は、本調査を実施することを決定したときは、告発者及び被告発者に対して本調

査を行う旨を通知し、本調査への協力を求める。 

４ 学長は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して告発者に通知

する。この場合には、資金配分機関又は関係省庁や告発者の求めがあった場合に開示す

ることができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。 

５ 学長は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研究費の資金配分

機関及び関係省庁に、本調査を行う旨を報告するものとする。 

 

（調査委員会の設置） 

第 18条 学長は、本調査を実施することを決定したときは、速やかに、調査委員会を設置す

る。 

２ 調査委員会の委員の半数以上は、本学に属さない外部有識者でなければならない。 

また、全ての調査委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなけ

ればならない。 



6 
 

 

３ 調査委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 学長が指名した者 １名以上 

(2) 研究分野の知見を有する者 １名以上 

(3) 法律の知識を有する外部有識者 １名以上 

 

（本調査の通知） 

第 19条 学長は、調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名及び所属を告発者及

び被告発者に通知する。 

２ 前項の通知を受けた告発者又は被告発者は、当該通知を受けた日から起算して７日以

内に、書面により、学長に対して調査委員会委員に関する異議を申し立てることができ

る。 

３学長は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容

が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させる

とともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。 

 

（本調査の実施） 

第 20条 調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して原則 30日以内に、本

調査を開始するものとする。 

２ 調査委員会は、告発者及び被告発者に対し、直ちに、本調査を行うことを通知し、調

査への協力を求めるものとする。 

３ 調査委員会は、告発において指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート、生

データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うもの

とする。 

４ 調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。 

５ 調査委員会は、被告発者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求める

ことができる。また、被告発者から再実験等の申し出があり、調査委員会がその必要性

を認める場合は、それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとす

る。 

６ 告発者、被告発者及びその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施

できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に協

力しなければならない。 

 

（本調査の対象） 

第 21条 本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動の他、調査委員会の判断により、

本調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。 
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（証拠の保全） 

第 22条 調査委員会は、本調査を実施するに当たって、告発された事案に係る研究活動に関

して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。 

２ 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、調査委員会

は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保

全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。 

３ 調査委員会は、前２項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限しては

ならない。 

 

（本調査の中間報告） 

第 23条 調査委員会は、本調査の終了前であっても、告発された事案に係る研究活動の予算

の配分又は措置をした資金配分機関又は関係省庁の求めに応じ、本調査の中間報告を

当該資金配分機関及び関係省庁に提出するものとする。 

 

（調査における研究又は技術上の情報の保護） 

第 24条 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の

研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのな

いよう、十分配慮するものとする。 

 

（不正行為の疑惑への説明責任） 

第 25 条 調査委員会の本調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関す

る疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正

な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表

現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。 

２ 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第 20条第５項の定める保障を与

えなければならない。 

 

第６章 不正行為等の認定 

（認定の手続） 

第 26 条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して 150 日以内に調査した内容をま

とめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、

不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の

各著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を認定する。 

２ 前項に掲げる期間につき、原則 150日以内に認定を行うことができない合理的な理由

がある場合は、その理由及び認定の予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るも

のとする。 

３ 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて
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告発が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものと

する。 

４ 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。 

５ 調査委員会は、本条１項及び３項に定める認定が終了したときは、直ちに、学長に報

告しなければならない。 

 

（認定の方法） 

第 27条 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・

科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの

認定を行うものとする。 

２ 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはで

きない。 

３ 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑い

を覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲

に属する生データ、実験・観察ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本

来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為である

との疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。 

 

（調査結果の通知及び報告） 

第 28条 学長は、速やかに、調査結果（認定を含む）を告発者、被告発者及び被告発者以外

で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告発者

が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。 

２ 学長は、前項の通知に加えて、調査結果を当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁

に報告するものとする。 

３ 学長は、悪意に基づく告発との認定があった場合において、告発者が本学以外の機関

に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。 

 

（不服申立て） 

第 29 条 研究活動上の不正行為が行われたものと認定された被告発者は、通知を受けた日

から起算して 14 日以内に、調査委員会に対して不服申立てをすることができる。ただ

し、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。 

２ 告発が悪意に基づくものと認定された告発者（被告発者の不服申立ての審議の段階で

悪意に基づく告発と認定された者を含む。）は、その認定について、第１項の例により、

不服申立てをすることができる。 

３ 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。学長は、新たに専門性を要する判断が必要

となる場合は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査を

させるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認め



9 
 

るときは、この限りでない。 

４ 前項に定める新たな調査委員は、第 18条第２項及び第３項に準じて指名する。 

５ 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと

決定した場合には、直ちに、学長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、

その決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや認

定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後

の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。 

６ 調査委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、学

長に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとす

る。 

７ 学長は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者から

不服申立てがあったときは被告発者に対して通知するものとする。また、その事案に係

る資金配分機関及び関係省庁に通知する。不服申立ての却下又は再調査開始の決定を

したときも同様とする。 

 

（再調査） 

第 30条 前条に基づく不服申立てについて、再調査を実施する決定をした場合には、調査委

員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資

料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求

めるものとする。 

２ 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を

行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、調査委員会は、直ちに学長

に報告する。報告を受けた学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。 

３ 調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して原則 50日以内

に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに学長に報告するものとする。

ただし 50 日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、

その理由及び決定予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。 

４ 学長は、本条２項又は３項の報告に基づき、速やかに、再調査の結果を告発者、被告

発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知する

ものとする。被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知

する。また、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁に報告する。 

 

（調査結果の公表） 

第 31 条 学長は、研究活動上の不正行為が行われたとの認定がなされた場合には、速やか

に、調査結果を公表するものとする。 

２ 前項の公表における公表内容は、研究活動上の不正行為に関与した者の氏名・所属、

研究活動上の不正行為の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員
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の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、告

発がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名・所属

を公表しないことができる。 

４ 研究活動上の不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、調査結果を公

表しないことができる。ただし、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる場

合、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわき

まえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合

は、調査結果を公表するものとする。 

５ 前項ただし書きの公表における公表内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、

論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこと

によるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名・所属、調査委員会委員の氏名・

所属、調査の方法・手順等を含むものとする。 

６ 学長は、悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名・

所属、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・

手順等を公表する。 

 

第７章 措置及び処分 

（本調査中における一時的措置） 

第 32 条 学長は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受

けるまでの間、被告発者に対して告発された研究費の一時的な支出停止等の必要な措

置を講じることができる。 

２ 学長は、資金配分機関又は関係機関から、被告発者の該当する研究費の支出停止等を

命じられた場合には、それに応じた措置を講じるものとする。 

 

（研究費の使用中止） 

第 33条 学長は、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活動上の不正行為

が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定された者、及び研究費の

全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者（以下「被認定者」と

いう。）に対して、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。 

 

（論文等の取下げ等の勧告） 

第 34条 学長は、被認定者に対して、研究活動上の不正行為と認定された論文等の取下げ、

訂正又はその他の措置を勧告するものとする。 

２ 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して 14 日以内に勧告に応ずるか否かの

意思表示を学長に行わなければならない。 

３ 学長は、被認定者が第１項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。 
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（措置の解除等） 

第 35条 学長は、研究活動上の不正行為が行われなかったものと認定された場合は、本調査

に際してとった研究費の支出停止等の措置を解除するものとする。また、証拠保全の措

置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結

果が確定した後、速やかに解除する。 

２ 学長は、研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置

及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。 

 

（処分） 

第 36 条 学長は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合

は、当該研究活動上の不正行為に関与した者に対して、法令、職員就業規則その他関係

諸規程に従って、処分を課すものとする。 

２ 学長は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、

その処分の内容等を通知する。 

 

（是正措置等） 

第 37条 本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合には、学長

は、必要に応じて、速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な環境整備措置（以

下「是正措置等」という。）をとるものとする。 

２ 学長は、関係する部局の責任者に対し、是正措置等をとることを命ずることができる。 

３ 学長は、第１項及び第２項に基づいてとった是正措置等の内容を該当する資金配分機

関及び関係省庁に対して報告するものとする。 

 

附 則 

１．この規程は、２０１９年８月２９日から施行する。 

２．本規程の改正は理事会の承認を必要とする。 
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【資料 9】特定の課題についての研究成果の審査と学位授与までの流れ 

段階 時期 内容 

① 2 年次 8 月 専門職学位論文 2 年次中間報告会 
② 2年次 11月 専門職学位論文 2 年次中間審査会 
③ 2 年次 1 月 専門職学位論文提出期限 
④ 2 年次 2 月 専門職学位論文 2 年次最終審査会 
⑤ 2 年次 2 月 修了審査委員会による合議 
⑥ 2 年次 3 月 課程修了の認定について、教授会における諮問 
⑦ 2 年次 3 月 課程修了の認定について、学長へ報告 
⑧ 2 年次 3 月 実務教育学修士（専門職）の学位記を授与 
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●校舎、運動場等の配置図

面積 図面 面積 図面
本棟 290.59㎡ 898.38㎡ 黄緑
新棟 239.16㎡ 416.47㎡ 黄緑
別館 119.36㎡ 58.14㎡ 青

649.11㎡ 1372.99㎡

灰色アミカ
ケ含む

校地 校舎
借用（契約）期間

～令和13年3月末日まで

～令和13年3月末日まで

～令和13年3月末日まで

校
舎

合計

1

校地・校舎の図面



1. 書類等の題名 

設置の趣旨 【資料 10】校地校舎の図面 ●校舎の平面図 

 

2. その他の説明 

本棟３～10 階、新棟１～３階、別館３階平面図は安全上の観点から省略 



【資料11】社会情報大学院大学 時間割

●実務教育研究科　令和３年度（予定）

１年次配当科目 ２年次配当科目

前期 A 月 火 水 木 金 土

探究演習
（インストラクショナル・デ

ザイン）102教室

教学マネジメントの理論と実践
101教室

知の理論（必修）
301教室

実践教育プロジェクト演習（必
修）

801教室（101,102,103教室）※

産業社会学
701教室

社会学基礎理論
701教室

探究演習
（教育社会学）
102教室

省察的実践
701教室

教育学基礎理論
701教室

探究演習
（教育産業と教育事業）

102教室

探究演習
（組織論）
102教室

探究演習
（産業社会学）

102教室

アンドラゴジー
301b教室

※実践教育プロジェクト演習の一部は括弧内に分かれて実施する。

前期 B 月 火 水 木 金 土

探究演習
（学校経営デザイン）

101教室

探究演習
（知識社会学）

102教室

探究基礎演習：川山
101教室

探究基礎演習：荒木
102教室

探究演習（教育学）
103教室

人材育成の基礎
701教室

ナレッジ・マネジメント
701教室

教育コンテンツ開発
701教室

組織論
701教室

教授会（月１回）

実践と理論の融合
301教室

探究基礎演習：富井
102教室

教育相談
701教室

後期 A 月 火 水 木 金 土

1・2限
探究演習

（インストラクショナル・デ
ザイン）102教室

実践教育プロジェクト演習（必
修）

801教室（101,102,103教室）※

現代社会論
701教室

現代の教育事情
201教室

知識社会学
301教室

ラーニング・イノベーション
701教室

インストラクショナル
・デザイン
301教室

知識と大学
103教室

ＩＣＴと教育
301教室

探究演習
（教育社会学）
102教室

探究演習
（産業社会学）

102教室

プロフェッションとプロフェッショナ
ルスクール
102教室

探究演習
（教育産業と教育事業）

102教室

探究演習
（組織論）
102教室

※実践教育プロジェクト演習の一部は括弧内に分かれて実施する。

後期 B 月 火 水 木 金 土

探究演習
（学校経営デザイン）

101教室

探究演習
（知識社会学）

102教室

探究基礎演習：川山
101教室

探究基礎演習：荒木
102教室

探究演習（教育学）
103教室

教育産業と教育事業
101教室

教育社会学
301教室

グローバル教育実践
701教室

学習する組織
301教室

教授会（月１回）

現代教育政策
301教室

探究基礎演習：富井
102教室

学習社会論
701教室

認知学習論
701教室

夏季集中 情報リテラシー

冬季集中 人材開発マネジメント

5・6限

1・2限

5・6限

5・6限

1・2限

3・4限

3・4限

1・2限

5・6限

3・4限

3・4限
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●広報・情報研究科　令和２年度

前期 A 月 火 水 木 金 土 日

1・2限
CSRコミュニケーション

701教室
社会情報演習8
701教室

3・4限
マーケティングの理論と実践

701教室

公共コミュニケーション
801教室

ライティング・エディティング
の技法
801教室

組織論
301b教室

インターナル・コミュニケー
ション
801教室

マスメディア論
801教室

社会情報演習1
101教室

社会情報演習5
101教室

社会情報演習4
101教室

社会情報演習7
101教室

前期 B 月 火 水 木 金 土

1・2限
情報・文化・コミュニケーショ

ン
801教室

広報・PR概論
801教室

社会情報演習3
701教室

シティ・プロモーション
101教室

次世代社会の企業理念・経営哲
学

101教室

公共政策
801教室

リスク・マネジメント
801教室

社会情報実践Ⅰ・Ⅱ
801教室

情報戦略論
801教室

情報科学概論
801教室

企業と社会
301b教室

社会情報演習2
101教室

社会情報演習6
101教室

後期 A 月 火 水 木 金 土 日

消費者行動論
801教室

社会情報演習8
701教室

リクルート・コミュニケーショ
ン

701教室

3・4限
コーポレート・コミュニケー

ション
701教室

人材育成
801教室

デジタル社会論
701教室

ソーシャル・コミュニケーショ
ン

701教室

IR（財務広報）
201教室

オーディエンス・リサーチ
701教室

政策情報論
301b教室

社会情報演習5
101教室

社会情報演習4
101教室

プロダクト広報特論
801教室

社会情報基礎演習4
101教室

社会情報演習1
101教室

社会情報演習7
101教室

後期 B 月 火 水 木 金 土

ライティング・エディティング
の技法
801教室

自治体経営とコミュニケーショ
ン

701教室

ブランド・マーケティング
801教室

社会情報基礎演習3
201教室

社会情報演習3
701教室

広報マネジメント
701教室

リスク・コミュニケーション特
論

701教室

企業理念・経営哲学研究
801教室

SDGsの理論と実践
801教室

社会情報実践Ⅰ・Ⅱ
801教室

社会意識論
801教室

社会情報基礎演習1
101教室

社会情報演習6
102教室

社会情報演習2
102教室

社会情報基礎演習2
101教室

夏季集中 パブリック・アフェアーズ ICTと広報
グローバル・コミュニケーショ

ン
スタートアップ・コミュニケー

ション

5・6限

5・6限

5・6限

3・4限

1・2限

1・2限

3・4限

5・6限
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e
r
i
e
s
.
 
F
a
r
n
h
a
m
 

:
 
R
o
u
t
l
e
d
g
e
.
 
2
0
1
2
.
 
e
B
o
o
k
.

8
固

有
価

値
の

地
域

観
光

論
 
:
 
京

都
の

文
化

政
策

と
市

民
に

よ
る

観
光

創
造

B
y
:
 
富

本
真

理
子

.
 
S
e
r
i
e
s
:
 
文

化
と

ま
ち

づ
く

り
叢

書
.
 
東

京
 
:
 
水

曜
社

.
 
2
0
1
1
.
 
e
B
o
o
k
.
 

L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

9
経

営
・

商
学

系
大

学
院

生
の

た
め

の
論

文
作

成
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
B
y
:
 
片

岡
信

之
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
改

訂
版

.
 
東

京
 
:
 
文

眞
堂

.
 
2
0
1
0
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

1
0
日

本
企

業
の

グ
ロ

ー
バ

ル
・

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
B
y
:
 
大

石
芳

裕
;
 
グ

ロ
ー

バ
ル

・
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

研
究

会
.
 
東

京
 
:
 
白

桃
書

房
.
 
2
0
0
9
.
 
e
B
o
o
k
.
 

L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

1
1
現

代
ア

ジ
ア

事
典

B
y
:
 
上

原
秀

樹
;
 
長

谷
川

啓
之

.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
第

1
版

.
 
東

京
 
:
 
文

眞
堂

.
 
2
0
0
9
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 

J
a
p
a
n
e
s
e

1
2
日

本
経

済
史

事
典

 
:
 
ト

ピ
ッ

ク
ス

 
1
9
4
5
-
2
0
0
8

B
y
:
 
日

外
ア

ソ
シ

エ
ー

ツ
.
 
東

京
 
:
 
日

外
ア

ソ
シ

エ
ー

ツ
.
 
2
0
0
8
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

1
3
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
・

ブ
ラ

ン
ド

価
値

計
測

モ
デ

ル
の

提
唱

 
:
 
P
r
o
p
o
s
a
l
 
o
f
 
c
o
r
p
o
r
a
t
e
 
b
r
a
n
d
 
v
a
l
u
e

m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
 
m
o
d
e
l

B
y
:
 
有

吉
秀

樹
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 
東

京
 
:
 
白

桃
書

房
.
 
2
0
0
8
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

1
4
グ

ロ
ー

バ
ル

人
的

資
源

管
理

論
 
:
 
「

規
範

的
統

合
」

と
「

制
度

的
統

合
」

に
よ

る
人

材
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
 
=
 

G
l
o
b
a
l
 
h
u
m
a
n
 
r
e
s
o
u
r
c
e
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t

B
y
:
 
古

沢
昌

之
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 
東

京
 
:
 
白

桃
書

房
.
 
2
0
0
8
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

1
5
シ

ュ
ン

ペ
ー

タ
ー

の
未

来
 
:
 
マ

ル
ク

ス
と

ワ
ル

ラ
ス

の
は

ざ
ま

で
B
y
:
 
K
u
r
z
,
 
H
e
i
n
z
-
D
i
e
t
e
r
;
 
中

山
智

香
子

.
 
東

京
 
:
 
日

本
経

済
評

論
社

.
 
2
0
0
8
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 

J
a
p
a
n
e
s
e

1
6
入

門
ミ

ク
ロ

経
済

学
 
:
 
こ

れ
だ

け
は

お
さ

え
た

い
経

済
学

の
エ

ッ
セ

ン
ス

B
y
:
 
小

林
弘

明
.
 
S
e
r
i
e
s
:
 
専

門
基

礎
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ー
.
 
東

京
 
:
 
実

教
出

版
.
 
2
0
0
8
.
 
e
B
o
o
k
.
 

L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

1
7
観

光
ビ

ジ
ネ

ス
の

戦
略

 
:
 
ハ

ワ
イ

旅
行

を
企

画
す

る
B
y
:
 
折
戶
晴

雄
.
 
町

田
市

 
:
 
玉

川
大

学
出

版
部

.
 
2
0
0
7
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

1
8
間

メ
デ

ィ
ア

社
会

と
〈

世
論

〉
形

成
 
:
 
T
V
・

ネ
ッ

ト
・

劇
場

社
会

B
y
:
 
遠

藤
薰

.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
第

1
版

.
 
東

京
 
:
 
東

京
電

機
大

学
出

版
局

.
 
2
0
0
7
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 

J
a
p
a
n
e
s
e

1
9
社

会
安

全
シ

ス
テ

ム
 
:
 
社

会
,
 
ま

ち
,
 
ひ

と
の

安
全

と
そ

の
技

術
B
y
:
 
安

藤
茂

樹
;
 
中

野
潔

.
 
東

京
 
:
 
東

京
電

機
大

学
出

版
局

.
 
2
0
0
7
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

2
0
日

本
語

類
義

表
現

使
い

分
け

辞
典

B
y
:
 
泉

原
省

二
.
 
東

京
 
:
 
研

究
社

.
 
2
0
0
7
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

2
1
オ

ー
ク

シ
ョ

ン
理

論
の

基
礎

 
:
 
ゲ

ー
ム

理
論

と
情

報
科

学
の

先
端

領
域

.
B
y
:
 
橫

尾
真

.
 
東

京
 
:
 
東

京
電

機
大

学
出

版
局

.
 
2
0
0
6
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

2
2
テ

キ
ス

ト
マ

イ
ニ

ン
グ

を
使

う
技

術
,
 
作

る
技

術
 
:
 
基

礎
技

術
と

適
用

事
例

か
ら

導
く

本
質

と
活

用
法

.
B
y
:
 
那

須
川

哲
哉

.
 
東

京
 
:
 
東

京
電

機
大

学
出

版
局

.
 
2
0
0
6
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

2
3
チ

ャ
ン

ス
発

見
の

デ
ー

タ
分

析
 
:
 
モ

デ
ル

化
 
+
 
可

視
化

 
+
 
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

シ
ナ

リ
オ

創
発

.
B
y
:
 
大

沢
幸

生
.
 
東

京
 
:
 
東

京
電

機
大

学
出

版
局

.
 
2
0
0
6
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

2
4
人

文
社

会
 
3
7
万

語
英

和
対

訳
大

辞
典

B
y
:
 
人

文
社

会
対

訳
大

辞
典

編
集

委
員

会
.
 
東

京
 
:
 
日

外
ア

ソ
シ

エ
ー

ツ
.
 
2
0
0
5
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 

J
a
p
a
n
e
s
e

2
5
新

流
通

産
業

 
:
 
N
e
w
 
v
i
s
i
o
n
 
o
n
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
i
n
d
u
s
t
r
y

B
y
:
 
植

草
益

;
 
伊

藤
元

重
.
 
S
e
r
i
e
s
:
 
日

本
の

産
業

シ
ス

テ
ム

,
 
V
o
l
.
 
6
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 
東

京
 
:
 

N
T
T
出

版
.
 
2
0
0
5
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

2
6
研

究
社

日
本

語
表

現
活

用
辞

典
B
y
:
 
姬

野
昌

子
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 
東

京
 
:
 
研

究
社

 
–
K
e
n
k
y
u
s
h
a
 
C
o
.
,
 
L
t
d
.
 
2
0
0
4
.
 
e
B
o
o
k
.

L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

2
7
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

と
'
世

論
'
 
形

成
 
:
 
間

メ
デ

ィ
ア

的
言
說

の
連

鎖
と

抗
争

B
y
:
 
遠

藤
薰

.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
第

1
版

.
 
東

京
 
:
 
東

京
電

機
大

学
出

版
局

.
 
2
0
0
4
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 

J
a
p
a
n
e
s
e

2
8
知

的
所

有
と

文
化

経
済

学
 
:
 
知

的
財

産
権

文
化

が
変

革
す

る
現

代
経

済
B
y
:
 
池

上
惇

;
 
中

谷
武

雄
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 
東

京
 
:
 
実

教
出

版
.
 
2
0
0
4
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 

J
a
p
a
n
e
s
e

1



E
B
S
C
O
 
N
e
t
L
i
b
r
a
r
y

t
i
t
l
e

A
u
t
h
o
r
,
E
d
i
t
o
r

2
9
確

率
の

哲
学

理
論

 
:
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
a
l
 
t
h
e
o
r
i
e
s
 
o
f
 
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y

B
y
:
 
G
i
l
l
i
e
s
,
 
D
o
n
a
l
d
;
 
中

山
智

香
子

.
 
S
e
r
i
e
s
:
 
P
o
s
u
t
o
 
K
e
i
n
j
i
a
n
 
s
ō
s
h
o
,
 
V
o
l
.
 
3
3
.
 
東

京
 
:
 
日

本
経

済
評

論
社

.
 
2
0
0
4
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

3
0
ベ

ー
シ

ッ
ク

経
営

学
辞

典
 
:
 
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
 
o
f
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
&
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
f
o
r
 
b
e
g
i
n
n
e
r
s

B
y
:
 
片

岡
信

之
.
 
東

京
 
:
 
中

央
経

済
社

.
 
2
0
0
4
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

3
1
金

融
サ

ー
ビ

ス
 
:
 
F
i
n
a
n
c
i
a
l
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
y

B
y
:
 
池

尾
和

人
;
 
堀
內
昭

義
.
 
S
e
r
i
e
s
:
 
日

本
の

産
業

シ
ス

テ
ム

,
 
V
o
l
.
 
9
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 
東

京
 
:

N
T
T
出

版
.
 
2
0
0
4
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

3
2
素

材
産

業
の

新
展

開
 
:
 
N
e
w
 
f
r
o
n
t
i
e
r
 
o
f
 
t
e
x
t
i
l
e
 
a
n
d
 
i
r
o
n
 
&
 
s
t
e
e
l
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s

B
y
:
 
冨

浦
梓

;
 
大

川
三

千
男

;
 
植

草
益

.
 
S
e
r
i
e
s
:
 
日

本
の

産
業

シ
ス

テ
ム

,
 
V
o
l
.
 
2
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 

東
京

 
:
 
N
T
T
出

版
.
 
2
0
0
4
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

3
3
エ

ネ
ル

ギ
ー

産
業

の
変

革
 
:
 
N
e
w
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
 
o
f
 
e
n
e
r
g
y
 
i
n
d
u
s
t
r
y

B
y
:
 
植

草
益

.
 
S
e
r
i
e
s
:
 
日

本
の

産
業

シ
ス

テ
ム

,
 
V
o
l
.
 
1
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 
東

京
 
:
 
N
T
T
出

版
.
 

2
0
0
4
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

3
4
チ

ャ
ン

ス
発

見
の

情
報

技
術

 
:
 
ポ

ス
ト

デ
ー

タ
マ

イ
ニ

ン
グ

時
代

の
意

思
決

定
支

援
.

B
y
:
 
大

沢
幸

生
.
 
東

京
 
:
 
東

京
電

機
大

学
出

版
局

.
 
2
0
0
3
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

3
5
ル

ソ
ー

の
経

済
哲

学
B
y
:
 
F
r
i
d
é
n
,
 
B
e
r
t
i
l
;
 
佐

藤
有

史
;
 
八

幡
清

文
;
 
鈴

木
,
 
信

雄
.
 
東

京
 
:
 
日

本
経

済
評

論
社

.
 
2
0
0
3
.
 

e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

3
6
企

業
の

社
会

戦
略

と
 
N
P
O
 
:
 
社

会
的

価
値

創
造

に
む

け
て

の
協

働
型

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

B
y
:
 
横

山
恵

子
.
 
東

京
 
:
 
白

桃
書

房
.
 
2
0
0
3
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

3
7
都

市
デ

ザ
イ

ン
 
:
 
S
p
a
c
i
a
l
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
u
r
b
a
n
 
a
r
e
a
 
a
n
d
 
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
p
r
o
c
e
s
s

B
y
:
 
竹
內
佐

和
子

.
 
S
e
r
i
e
s
:
 
日

本
の

産
業

シ
ス

テ
ム

,
 
V
o
l
.
 
8
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 
東

京
 
:
 
N
T
T
出

版
.

2
0
0
3
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

3
8
生

活
直

結
産

業
 
:
 
C
o
n
s
u
m
e
r
 
i
n
d
u
s
t
r
y

B
y
:
 
島

田
晴

雄
.
 
S
e
r
i
e
s
:
 
日

本
の

産
業

シ
ス

テ
ム

,
 
V
o
l
.
 
7
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 
東

京
 
:
 
N
T
T
出

版
.
 

2
0
0
3
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

3
9
情

報
経

済
シ

ス
テ

ム
 
:
 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
-
b
a
s
e
d
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 
s
y
s
t
e
m

B
y
:
 
林

敏
彦

.
 
S
e
r
i
e
s
:
 
日

本
の

産
業

シ
ス

テ
ム

,
 
V
o
l
.
 
5
.
 
E
d
i
t
i
o
n
:
 
初

版
.
 
東

京
 
:
 
N
T
T
出

版
.
 

2
0
0
3
.
 
e
B
o
o
k
.
 
L
a
n
g
u
a
g
e
:
 
J
a
p
a
n
e
s
e

4
0
機

械
産

業
の

新
展

開
 
:
 
N
e
w
 
f
r
o
n
t
i
e
r
 
o
f
 
m
a
c
h
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入学前の既修得単位等の認定に関する規則 

規定第 7-2 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に定める大学院(社会情報大学院大

学を除く。)を修了又は中途退学した者、並びに本学の科目等履修生として単位を修得し

た者及び履修証明プログラムの履修者が、新たに本学の第 1 年次に入学した場合におけ

る当該学生の既習得単位等の認定について、必要な事項を定めることを目的とする。 

(単位認定の範囲) 

第 2 条 本学において科目等履修生及び履修証明プログラム履修生として修得した単位は、

当該学生が単位修得年度終了後 5 年以内に入学志願手続をしたうえ、本学に正規の学生

として入学した場合、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得した

ものとみなす。 

2 前項の定めにかかわらず、本学において科目等履修生として修得した単位は、教育上有

益な場合かつ当該学生の学力が相当と認められる場合には、本学に入学した後の本学に

おける授業科目の履修により修得したものとみなす。 

3 本学において修得した単位以外の単位は、合計 15 単位以内において、教育上有益な場

合かつ当該学生の学力が相当と認められる場合には、本学に入学した後の本学における

授業科目の履修により修得したものとみなす。 

（入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算） 

第 3 条 本学の学生以外の者が、本学の科目等履修生及び履修証明プログラムの履修生と

して本学において一定の単位を修得した後に入学する場合において、当該単位の修得に

より本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、入学後に修得したとみなす

ことのできる当該単位数その他の事項を勘案して、学⾧が認める期間を修業年限に通算

することができる。ただし、その期間は、前条に規定する修業年限の２分の１を超えて

はならない。 

(認定の申請) 

第 4 条 既修得単位の認定を受けようとする者は、入学した年度の指定の期日までに、次

の書類を所属研究科⾧に提出するものとする。 

（1） 既修得単位認定願
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（2） 既修得単位に係る大学院の在学期間証明書又は修了証明書

（3） 既修得単位に係る大学院の成績証明書等

（4） 既取得単位の修得時における履修要項等（講義名および講義内容が確認できるもの） 

(認定の審査) 

第 5 条 当該研究科⾧は、既修得単位の認定について、教育上有益と認めた場合は、研究科

教授会の審査に基づき、既修得単位認定通知書(様式 2)を作成する。 

2 前項の審査に当たっては、既修得単位の認定の申請を受けた科目ごとに面接及び口述試

験等を行うことができる。 

3 第 1 項の既修得単位認定通知書には、既修得単位認定後の履修上の条件を付すことがで

きる。 

4 既修得単位の認定に関し、審査に必要な事項は、各研究科が別に定める。 

（規程の改廃）  

第６条 この規程の改廃は，教授会の議を経なければならない。 

付 則 

１ この規程は、令和元年 10 月 1 日から施行する。 



●社会情報大学院大学 教学運営体制

SD実施委員会

広報・情報研究科 教授会 教育研究委員会

総務委員会

評議員会 修了審査委員会

理事⾧ 常務会

理事会 FD実施委員会

自己点検・評価委員会

実務教育研究科 教授会 教育研究委員会

総務委員会

修了審査委員会

社会情報大学院大学
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